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会議録・平成28年６月14日第２回定例会（第１日） 

 

１．招集の年月日                 平成28年６月１日 

１．招集の場所                 明 和 町 議 会 議 場                       

１．開    会  ６月14日 午前９時00分 議長宣告 

１．応 召 議 員 １４名 

１番  山 内   理     ２番  西 岡   厚 

３番  中 井 啓 悟     ５番  上 田   清 

６番  阪 井 勇 男     ７番  乾   健 郎 

８番  江   京 子     ９番  伊 豆 千夜子 

10番  北 岡   泰     11番  樋 口 文 隆 

12番  奥 山 幸 洋     13番  松 本   忍 

14番  綿 民 和 子     15番  辻 井 成 人 

１．欠 席 議 員                

  なし 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

  議会事務局長  浅尾  恵次 

  議会書記     朝倉  晶子  松本  章  西尾 仁志 

１．地方自治法第 121条による説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長  中 井  幸 充  副 町 長  寺 前  和 彦 

教 育 長  西 岡  惠 三  総 務 課 長  西 田  一 成 

防災企画課長  中 谷   英 樹  税 務 課 長  北 岡  和 成 

人権生活環境課長  世 古 口 和 也  福祉保健課長  下 村 由 美 子 

会計管理者（兼）会計課長  山 口  隆 弘  長寿健康課長  菅 野  由 美 

農水商工課長  松 本  雅 之  まち整備課長  堀    真 

上下水道課長  菅 野   亮  斎宮跡・文化観光課長  西 口  和 良 

教育総務課長  西 口  竜 嘉  こ ど も 課 長  世 古 口 哲 哉 
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文化財保存活用監  中野 敦夫  人権啓発推進監  中瀬 行久 

農業委員会事務局長  田中 一夫  教 育 委 員 長  竹本留美子 

監 査 委 員  西村 和久 

１．会議録署名議員 

５番  上 田   清    ６番  阪 井 勇 男 

１．提出議案 

承認第１号 専決処分した事件の承認について 

明和町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

承認第２号 専決処分した事件の承認について 

平成27年度明和町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

報告第１号 平成27年度地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業繰越

明許費計算書 

報告第２号 平成27年度津波対策緊急整備事業 

（津波避難タワー建設事業）繰越明許費計算書 

報告第３号 平成27年度地方創生加速化交付金事業 繰越明許費計算書 

報告第４号 平成27年度個人番号カード交付事業 繰越明許費計算書 

報告第５号 平成27年度水産物供給基盤機能保全事業 繰越明許費計算書 

報告第６号 平成27年度急傾斜地崩壊対策事業 繰越明許費計算書 

報告第７号 平成27年度土地公有化事業 繰越明許費計算書 

報告第８号 平成27年度歴史的風致維持向上計画推進事業 

繰越明許費計算書 

報告第９号 平成27年度施設建設事業（伊勢市公共下水道建設事業） 

繰越明許費計算書 

報告第10号 平成27年度施設建設事業（宮川流域関連公共下水道事業） 

繰越明許費計算書 

議案第42号 平成28年度明和町一般会計補正予算（第１号） 

議案第43号 平成28年度明和町斎宮跡保存事業特別会計補正予算 
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（第１号） 

  議案第44号 平成28年度明和町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）  

１．議事日程 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

日程第２ 会期の決定について 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 行政報告 

日程第５ 一般質問 
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                      （午前  ９時  00分） 

  ◎開会の宣言 

 

○議長（辻井 成人）  おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は14人であります。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから、平成28年第２回明和町議会

定例会を開会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程につきましては、お手元の日程表により進めたいので、よろしくお願

いいたします。 

 

 

  ◎会議録署名議員の指名について 

 

○議長（辻井 成人）  日程第１ 「会議録署名議員の指名について」は、

会議規則第119条の規定により、議長から指名をいたします。 

           ５番    上 田   清 議員 

           ６番    阪 井 勇 男 議員 

の両名を指名いたします。 

 

 

   ◎会期の決定について 

 

○議長（辻井 成人）  日程第２ 「会期の決定について」を議題とします。 

お諮りします。 
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本定例会の会期は、本日から６月17日までの４日間としたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

           （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○議長（辻井 成人）  ご異議なしと認めます。 

したがって、会期は、本日から６月17日までの４日間と決定しました。 

 

 

  ◎諸般の報告 

 

○議長（辻井 成人）  日程第３ 諸般の報告を行います。 

 監査委員さんから提出をいただいております、２月、３月、４月の例月出

納検査結果報告書の写しと、一部事務組合議会の報告書の写しをお手元に配

布しておりますので、後ほどご覧ください。 

 以上で、日程第３ 諸般の報告を終わります。 

 

 

   ◎行政報告 

 

○議長（辻井 成人）  日程第４ 行政報告を行います。 

 町長。 

○町長（中井 幸充）  おはようございます。 

  平成28年第２回議会定例会の開会にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 議員の皆様には、公私何かとご多用のところ、本定例会にご出席を賜り、

誠にありがとうございます。 

また、ただ今は、本定例会の会期を４日間とお決めいただき、諸案件のご

審議を賜りますことに対し、厚くお礼を申し上げます。 

さて、去る４月14日、午後９時26分、熊本県熊本地方を震央とするマグニチ   
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ュード6.5の地震が発生し、熊本県益城町で震度７を観測しました。その28時   

間後の４月16日、午前１時25分には、同じく熊本地方を震央とするマグニチュー     

ド 7.3 の地震が発生し、熊本県西原村と益城町で震度７を観測しました。 

人的被害は、死者49人、関連死疑いが20人、行方不明者１人、負傷者1,684   

人で、避難者数は熊本県の最大時で183,882人、被害総額は最大4.6兆円と発表されま

した。 

また、消防庁の発表によると、５月24日現在、住宅の全壊が 7,996 棟、半壊   

が 17,866 棟、一部破損が 73,035 棟確認されており、公共建物の被害は 248 棟確

認されています。家屋被害は、建築基準法が改正された、1981年以前に建築された古

い木造家屋に集中しているようです。あらためて、自然の脅威を感じずにはいられま

せん。 

被災されました皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、お亡くなりに   

なられました方々のご冥福をお祈り申し上げます。 

なお、町民の皆様から寄せられた義援金は６月１日現在で、町社会福祉協議   

会に寄せられた分と合わせまして、21万 3,343円です。明和町からは 10 万円を義   

援金として、いずれも日本赤十字社を通じて、熊本の被災地へ送らせていただき   

ました。 

それでは、３月定例会以降、本定例会までの主な動きにつきましては、副

町長のほうからご報告させていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（辻井 成人） 副町長。 

○副町長（寺前 和彦） おはようございます。 

それでは、私のほうから３月定例会以降、本定例会までの主な動きにつきま     

して、ご報告をさせていただきたいと思います。 

４月５日、済生会明和病院で、恒例の「お花見会」が開催されました。絶好の     

お天気の下、三重高校吹奏楽部の皆さんの演奏を聴きながら、入院されている     

方や明和苑、なでしこに入所されている皆さんと、満開の桜を楽しみました。   

４月６日、伊勢志摩定住自立圏推進協議会の３市５町が、虐待や何らかの家     
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庭事情を理由に、親の元で暮らせない子どもたちを育てる「里親制度」の普及     

啓発に取り組む協定を締結しました。全国で、社会的養護や家庭的養護を必要     

とする子どもは 46,000人、三重県では 500人で、多くは高校、大学にも進学できな

い学習環境や貧困状況に置かれています。 

市町の他に、伊勢商工会議所や伊勢市社会福祉協議会、各金融機関などと協     

定を締結しました。先ずは里親制度を知ってもらい、理解を深めてもらうこと   

から取り組んでいこうと思います。 

４月６日、７日、８日には、町内の小・中学校と幼稚園で入学・入園式を行   

いました。今年は６つの小学校に209人、中学校に202人、３つの幼稚園には    

46人が入学・入園しました。 

次代を担う子どもたちには、大きな夢と希望を持って、そして、健やかに成   

長してほしいと願っています。 

４月９日、明和町農業委員会第１回の総会が開催されました。農業委員会は   

農地等の利用の最適化、担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防  

止・解消などの課題解決のため、今後３年間、明和町の農業振興に寄与してい   

ただくことになります。総会では、これから農業委員会を運営していただく、   

会長と会長職務代理者の選任が行われ、会長に多気郡農協理事の中井宗雄さん、  

職務代理者に大淀地区で、認定農業者の田端保正さんが選ばれました。農業を取り  

巻く環境は、高齢化と後継者不足、食糧の自給自足の向上と農地の保全など、   

厳しい状況にあることは当町も同じです。新しい委員と推進委員の皆さんには、どう

かよろしくお願いいたします。 

４月10日、明和町消防団新入団員の辞令交付式と礼式、機械器具の取り扱い   

など、初めての訓練が明和消防署で行われました。これから、住民の生命と財   

産を守る使命を担う消防団員として、ご活躍いただくことを期待しています。 

４月11日、中学校第２グラウンドで、町老人クラブ主催の「グランドゴルフ」と

「ペタンク」大会が行われました。寒い一日でしたが、お元気な皆さんを拝    

見し、健康のありがたさを改めて感じました。町民の皆さんには、健康づく    
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りを、さらにお願いしたいと思います。 

４月15日、「陸軍第７通信連隊128部隊の防空壕」と、池村にある「小金古墳   

群３号墳」を町指定文化財に指定し、西岡教育長から関係者に「指定書」が手   

渡されました。防空壕の土地の所有者は、中町在住の木戸口高之さんです。今   

後、文化財として整備を進めていくことになりますが、戦後70年が経過する中   

で、貴重な戦争文化財として後世に伝えていかなければならないと思います。   

少し前までは、連隊の給水塔が役場前にもありました。当時を偲ぶものはなく   

なってしまいましたが、平和な世の中を創っていくために、町にもそのような   

歴史があることを、戦争を知らない子どもたちに、伝えていかなければなりません。 

また、池村の小金古墳群３号墳は、10基ほどが確認されています。遺跡状態が   

非常によく、古代史の解明に欠かせないことから、町指定文化財に指定された   

ものです。 

４月16日、中央公民館で、平成28年度公民館講座の開講式が行われました。   

今年の受講者は、33講座に723人、同好会は48講座に701人で、合わせて81講座   

1,424人となりました。自己研鑽や交流を深めていただき、地域においてもご活   

躍いただきたいと思います。 

４月14日に発生した熊本地震では、連日、必死に救助活動が行われている    

ことや、度々起こる余震の恐怖から車で避難生活を送ってみえる方が多いなどのニュ

ースが報道されている中、三重県の要請を受けて、４月18日に熊本市へアルファ化米

2,500食を送りました。 

また、町と町社会福祉協議会で募金の受け付けを始めました。集まった義援   

金は、日本赤十字社を通じて被災地の皆さんに役立てていただきます。６月30日  

まで受け付けていますので、ご協力をお願いいたします。その他の支援は、県   

や全国史跡整備市町村協議会などの要請によって、保健師や職員の派遣などの   

人的支援も行う予定です。できる限りの支援を考えながら、一日も早い地震の   

終息と、復旧・復興への道筋が、開かれることを願ってやみません。 

４月17日、伊勢志摩サミットの開催に合わせて、「さいくう平安の杜」に来   
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ていただく方に花を通じて楽しんでもらおうと、「みどりの会」や「呉竹倶楽部」 

の皆さん、町内の小学生らが、花の苗をプランターに移植する作業を行いまし   

た。出来上がったプランターは500個。整備された方画地割（復元道路）の道   

路脇に、５メートル間隔で綺麗に並べていただきました。天候不順で雨が降る中、名

付けて「花いっぱいおもてなし大作戦」大変ご苦労さまでした。 

４月25日には、ジュニア・サミット県内分散型体験・交流行事Ｄコースに選   

ばれた「いつきのみや歴史体験館」に、各国代表者７人らがお越しいただきま   

した。みどり保育所の園児たちが外で、館内では斎王（前田彩乃さん）が一行を   

出迎え、斎宮会の皆さんのお点前で、抹茶のおもてなし、盤すごろくなどを楽   

しんでいただきました。あっという間の行事でしたが、「伊勢志摩サミット」   

の今後の効果を期待したいと思います。 

また、この日は、上御糸小学校の３年生と５年生が、「かみみいとむらおこ  

し」の皆さんからアドバイスをいただきながら、田植え作業を体験しました。   

今は機械化が進み、手植えはさし苗しかしませんが、お米作りは機械化された   

と言うものの、手間がかかる農作業です。秋の取り入れ等の作業を含めて、稲作   

作業を経験することによって、お米のできる過程を学び、食事の大切さを感じて   

くれたらと思います。秋の取り入れには、「むらおこし」の皆さんやＰＴＡ保   

護者の皆さんとのお餅つきや、お食事会があると聞いています。とても楽しみな   

体験学習になっています。 

４月28日、皇學館大学と町、そして旭酒造、伊勢萬、松幸農産の産学官が連   

携して、「日本酒造りプロジェクト」を進めていくことを発表しました。地方   

創生で、新たな土産物を模索していたところ、皇學館大学の千田准教授から情報   

を受け、地方創生加速化交付金を活用して、このプロジェクトを進めることを   

決めました。お酒造りの主体は学生で、松幸農産が管理する６反の田で採れた   

お米で、旭酒造と伊勢萬の酒造会社が仕込みます。その過程で学生たちが、田植えや

稲刈りなどの農業体験、酒造体験、豊作を願う神事、ラベルのデザインやプ    

ランディング、販売戦略の方法などにアイデアを出します。新酒の出来上が    
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りは来年の２月から３月の予定です。明和町の基幹産業の稲作農業が、この取   

り組みによって、新たな展開に発展し、特産品の誕生が活性化につながってい   

くことを願っています。 

５月７日、「更正保護女性の会」の総会が中央公民館で行われ、様々な社会   

貢献活動に参加いただく皆さんにお礼を申し上げました。更正保護女性の会の   

皆さんは、「社会を明るくする運動」への参加協力、中学生の社会参加活動、   

更正者の社会参加貢献活動への協力など、幅広い活動を行っていただいており   

ます。改めて、日頃の活動に感謝申し上げたいと思います。 

五月晴れの５月８日、今年で７回目となる「大淀海岸クリーンアップ大作戦」が、

地元環境団体の「大淀ビーチクリーン」の主催で行われ、大淀海岸周辺の清掃   

活動にたくさんの人が参加していただきました。改めて、関係者の皆さんにお   

礼申し上げます。 

５月16日、「斎王まつりにぜひお越しください」と、第32代斎王役の八木美   

海（はるか）さん、女別当役の鳥谷菜々子さん、斎王まつり実行委員会の皆さんらと、

鈴木知事を表敬訪問しました。知事から、「斎王まつりは三重県の歴史文化の情   

報発信の大きな力。まつりを成功させ、地域の発展のために応援する」とのお   

言葉をいただきました。 

５月21日、町内の４つの小学校で「春の運動会」が行われました。この日は   

25度を超える夏日になりましたが、大淀・下御糸・斎宮・修正の各小学校の子   

どもたちの元気な様子を見て回りました。上御糸小学校と明星小学校は「秋    

の運動会」です。今から楽しみにしています。 

５月31日、全町自治会長会議を中央公民館で開催しました。議員の皆様には   

ご多忙のところご出席をいただき、誠にありがとうございました。平日の会議   

にもかかわらず、８割の自治会長さんが参加していただき、役場から自治会で   

お世話になっている各種事業の説明などを行いました。自治会からいただいている要

望については、今後、各地区自治会で懇談会を計画していますので、その時に   

具体的な回答や説明をさせていただくこととしています。 
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また、今年は、自治会長の皆さんにぜひ「日本遺産」を知っていただきたく、  

第２部として施設見学会を計画しました。日本遺産に認定された文化財等の内、「隆

子女王の墓」「カケチカラの発祥の地」「佐々夫江行宮跡」「業平松」「斎王尾野湊

御禊場跡」「斎王の森」「竹神社」などの所在をバスから確認していただき、「斎宮

歴史博物館」と「さいくう平安の杜」では、担当者から施設の説明をしていた   

だきました。これからも「日本遺産」を全面に打ち出し、斎宮跡だけではなく   

町全体のネットワーク化によって、町の活性化に結び付けていかなければなら   

ないと思っています。 

６月１日、多気郡保護司会の３町合同会議が「明和の里」で開かれました。   

この会議は、７月に行われる「社会を明るくする運動」の取り組みで、多気郡   

３町が共同して行う事業や各町が独自で行う事業について、意見交換が行われました。 

６月２日には、防犯パトロール隊「青レンジャー」の総会が、中央公民館で   

行われました。青レンジャーは、青色回転灯でのパトロールの他、子どもたち   

への防犯の呼びかけなど、子どもたちが被害に遭わないようにと、防犯活動に   

ご尽力をいただいています。 

６月４日と５日、34回目を迎えた「斎王まつり」が、今年も町内外から多く   

の方々にお越しいただき、盛大に開催されました。心配されたお天気ではあり   

ましたが、二日間にわたり大きな事故もなく無事に終えることができましたこ   

とは、ひとえに実行委員会の皆様の英断と、まつりに携わってくださいました   

関係者の皆様のおかげであり、心から敬意と感謝を申し上げます。 

本定例会の上程議案につきましては、専決処分した事件の承認２件、繰越明   

許費計算書の報告10件、そして、平成28年度一般会計補正予算ほか２つの特別   

会計補正予算をお願いしております。 

今後も、町民の皆さんが安全安心で、日々充実した暮らしができる町政を推   

進するため、議員の皆様のご理解とご協力を賜りながら、最大限の努力をしてまいり

ますので、よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げ、行政報告とさせ   

ていただきます。 
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○議長（辻井 成人）  続きまして、防災企画課長。 

○防災企画課長（中谷 英樹） それでは、地方自治法第243条の３第２項の

規定に基づきまして、多気東部土地開発公社の決算報告をさせていただきま

す。 

 去る平成28年５月25日、多気町において平成28年度第１回理事会が開催さ

れ、平成27年度決算が審議され、原案どおり議決されました。 

 お手元の資料、報告書の２ページの平成27年度損益計算書をご覧ください。 

 １．事業収益（１）公有地取得事業収益は1億783万8,391円で、史跡斎宮

跡土地買上事業、公共施設等整備事業に係るものでございます。 

（２）土地造成事業収益は0円で、事業収益は1億783万8,391円となります。 

 ２．事業原価も同額で、差し引き事業総利益は０円となります。 

 ３．販売費及び一般管理費、（１）公租公課費は７万2,000円、（２）役

務費4,860円は、残高証明書の発行手数料、事業損失は７万6,860円となりま

す。 

４．事業外収益、（１）受取利息は、基本財産に係る受取利息で５万

8,054円。（２）雑収益558万3,019円は、多気町の事業よるもので、事業外

収益は564万1,073円となります。 

５．事業外費用、（１）支払い利息は431万776円で、多気町の借入による

もので、経常利益は125万3,437円となります。 

６． 特別利益、（１）前期損益修正益は216万3,569円で、多気町による

もの。 

７．特別損失は０円となります。 

 よって、当期純損失は361万7,006円となります。 

 続きまして、３ページ、平成27年度貸借対照表をご覧ください。 

 資産の部、１．流動資産（１）現金及び預金は２億5,721万3,698円、

（２）事業未収金は1,768万9,442円、（３）公有用地は４億6,102万4,957円、

（４）完成土地16億3,653万5,131円、流動資産合計は23億7,246万3,228円と
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なります。 

 ２．固定資産、（３）投資その他の資産（ア)出資金は400万円で、明和町、

多気町がそれぞれ200万円を出資しています。固定資産合計は400万円、資産

合計は23億7,646万3,228円となります。 

 負債の部、１．流動負債、（１）未払金は37万9,317円、流動負債合計は

37万9,317円となります。 

 ２．固定負債、（１）長期借入金は23億6,750万円となり、負債合計は23

億6,787万9,317円となります。 

 資本の部、１．資本金（１）基本財産は400万円、２．準備金（１）前期

繰越準備金は116万6,905円、（２）当期純損失は361万7,006であり、準備金

合計は458万3,911円、資本合計は858万3,911円となります。負債資本合計は

23億7,646万3,228円となり、この額は資産合計と一致いたします。 

 ４ページは、キャッシュフロー計算書、５ページには監査報告となってお

りますので、説明を省略させていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（辻井 成人）  以上で、日程第４ 行政報告を終わります。 

 

 

   ◎一般質問 

 

○議長（辻井 成人）  日程第５ 一般質問を行います。 

 一般質問は、５名の方より通告されております。 

 許可したいと思います。 

 １番通告者は、北岡泰議員であります。 

 質問項目は、「安心・安全のまちづくりを」、「自治体としての取組推進

を」の２点であります。 

 北岡泰議員、登壇願います。 
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           10番    北 岡  泰 議員 

 

○10番（北岡 泰） おはようございます。質問に入ります前に、本年の４月14日、

16日に震度７の地震が起き、今なお収まる気配がない熊本地震によってお亡くな

りになられました方々のご冥福と、また熊本の皆さん方の１日も早い復興、復旧

をご祈念申し上げたいというふうに思います。 

また、中井町長も体調を崩されまして、今なお声の調子も不満足な様子で

ございますが、３月議会において、議会のほう一般質問を中止させていただ

いておりまして、まだまだ明和町の課題は山積しておると思いますので、本

定例会ご無理のない程度の声量でご答弁を願いたいというふうに思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

さて、中井町長は施政方針の福祉、生活環境施策の中で、超少子高齢社会

を迎えて子育ての相談、体制整備や子どもたちの健康育成のこども子育て支

援対策を推進するとともに、超高齢社会へ向けた医療、介護、福祉を連携さ

せた地域包括ケアシステム体制の構築と、総合的な障がい者福祉施策として

のグループホーム、ケアホームの整備を述べられております。 

これまでも福祉の党、平和の党、公明党の地方議員の一員といたしまして、

中井町長が職員の時代から共に福祉子育て施策を推進してきたというふうに

自負をいたしております。これからも議会と執行部が切磋琢磨しながら、明

和町のこれからの福祉施策を充実させていかなければならないと考えており

ますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

まずはじめに、安心・安全のまちづくりにつきましてです。１点目、子ど

も子育て支援法に基づく子育て世代包括支援センターに対する取り組み状況

をお伺いいたします。政府は一人ひとりが輝き活躍できる１億総活躍社会を

めざし、子育ての充実策を打ち出しており、その中でも子ども・子育て支援

法に基づき、子育て世代包括支援センターの法定化、全国展開をめざしてお
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ります。 

これはひと・まち・しごと創生基本方針において、現状さまざまな機関が

個々に行っている妊娠期から子育て期にわたるまでの支援について、ワンス

トップ拠点、子育て包括支援センターを立ち上げ、切れ目のない支援を実施

するものでございます。このワンストップ拠点には、保健師、ソーシャルワ

ーカー、助産師等を配置いたしまして、妊娠期から子育て期にわたるまで、

地域の特性に応じて専門的な知見と当事者目線の両方の視点を生かして、必

要な情報を共有しつつ、切れ目なく支援をする。ワンストップ相談窓口にお

いて、妊産婦、子育て家庭の個別ニーズを把握した上で、情報提供、相談支

援を行い必要なサービスを円滑に利用できるよう、きめ細やかな支援をする、

地域のさまざまな関係機関とのネットワークを構築し、必要に応じ社会資源

の開発などを行うことにより、地域における子育て世代の安心感を醸成する

ものだそうです。 

また、政府は子育て包括支援センターを法定化し、平成27年度より32年度

末をめざし、全国展開をめざすと伺っておりますが、現状のこの地域子育て

支援センターとの違い、これからの対応について、町長のお考えを伺いたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（辻井 成人）  北岡泰議員の質問が終わりました。 

これに対して答弁願います。 

町長。 

○町長（中井 幸充）  ただいま北岡議員のほうから、子ども・子育てにつ

いての町の対応、特に国のほうも子ども・子育ての包括支援センターを設置

し、そして、この少子化時代に各市町で対応するようにというような考え方

のもとで、法的にも整備をいただきました。 

明和町におきましても、この第５次の明和町総合計画、この28年度から出

発をしますが、後期計画、そして先ほどご紹介いただきましたが、まち・ひ

と・しごとこの地方創生の総合戦略におきましても、子育て世代のこの包括
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支援センター、これをきちっと位置づけてですね、これからの子ども・子育

てに対応してまいりたいと、そのように考えておるところであります。 

法の整備は昨年でございました。きちっとした対応はまだでございますが、

早速にですね、今年度から福祉保健課内に、子育て世代包括支援センター、

これを一応位置づけまして、設置をさせていただきました。親とですね、次

の世代を担う子どもたち、この健康をまず確保するために、さまざまな先ほ

どご指摘がありました、妊娠期から子ども・子育て、３歳、就学前を含めて

ですね、さまざまなニーズに対応していかなければならないと、そのように

考えているところであります。 

そのためには、まず総合的なこの相談支援を、何とかできる体制、それら

をですね、ワンストップという形の中で、まず確立をさせていただく中で、

さまざまな事業がありますし、さまざまな相談があります。それらがですね、

切れ目のないような取り組みをですね、展開していかなければならない。そ

のように考えているところであります。 

具体的な取り組みにつきまして、少しご心配いただきました。私、喉がこ

のような調子でございますので、担当いたします課長のほうからですね、具

体的な取り組みについて、少し回答をさせていただきたいと、そのように思

いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（辻井 成人） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（下村 由美子） 私の方から町で行います子育て世代包括

支援センターの具体的な内容について、ご説明させていただきます。このセ

ンターでは、妊娠届け出時に、専門職であります保健師が面談を行い、妊婦

の状況を把握することで、相談しやすい関係づくりをまず行い、出産後には

特に１カ月ごろまでは母親の育児等への不安や、心配事によって精神的に不

安定な状態になることが見受けられますので、出生届けの受理後、約３週間

から５週間後に母親に対して、保健師が電話を入れて、母子の様子や状態を

聞き取ることとしております。 
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その内容によっては、早急に対応が必要な場合は、通常行っております、

こんにちは赤ちゃん訪問事業の時期を早めるなどの訪問をすることとしてお

ります。子育て期については、通常の事業と組み合わせながら継続的に、乳

幼児とその親の状況を把握し、相談等により母親の不安を軽減し、子育ての

孤立化を防ぐことや、子どもの発育、発達段階に直面する課題に対してサポ

ートを行います。そして、支援が必要な母子等については、関係機関と協力

して支援プランなどを策定し、親の不安軽減、子どもの発育、発達、児童虐

待の予防等きめ細やかな支援を実施いたします。 

今後も母子のニーズの把握に努め、常に検証し、柔軟に対応できるような

体制にしたいと考えております。なお、地域子育て支援センターにつきまし

ては、今、保育所や幼稚園の未就園児の子育て中の親子が気軽に集い、相互

交流や情報交換、子育ての不安や悩みを相談できる場で、町内にはおひさま

広場など５箇所を設置しております。 

○議長（辻井 成人）  答弁が終わりました。 

  北岡議員、再質問はございませんか。 

  北岡議員。 

○10番（北岡 泰） これは国の施策でございますので、しっかりと現状の

子育て支援センターを、どっかへ集約するのか、現状のまま置いておいて、

どっか違うセンターを置いてですね、しっかりと対応していくのか、そこら

辺の部分もこれからの動きになってくると思いますが、是非、子育てしてみ

えるお母さん、出産期から本当になかなか安定をするまで、子どもさんが落

ち着くまでですね、難しいことがあったりするそうでございますので、私は

子どもを産んだことがございませんので、わかりませんが、あとは一人親家

庭というのは、母親と子どもだけではなくって、お父さんが小さな子どもを

抱えてしまうということも多々あることでございますので、そういう部分に

対してもですね、丁寧な目線で対応していただけるよう、この子育て世代の

包括支援センターを充実していただくよう、心からお願いを申し上げまして、
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次の質問にいかせていただきます。 

  ２点目が、福祉強化の取り組み強化を推進するために、明和町に福祉事

務所の開設を求めたいというふうに思います。福祉事務所とは、社会福祉法

第14条に規定をされています、福祉に関する事務所をいいまして、福祉６法

に定める援護、育成または更正の措置に関する事務を司る第一線の社会福祉

行政機関で、都道府県及び市は設置が義務付けられております。町村は任意

で設置することができるというふうに言われております。1993年４月には、

老人及び身体障がい者福祉分野で、2003年４月には知的障がい者福祉分野で、

それぞれ施設入所措置事務等が、都道府県から町村へ委譲されたことから、

都道府県福祉事務所では従来の福祉６法から福祉３法を所管することになり

ました。 

平成28年度の厚生労働省の関連予算から考えますと、一人親家庭自立支援

関係では、１つ、自治体窓口のワンストップ化の推進として、２つ、一人親

家庭への総合的支援のための相談窓口強化事業。３点目、児童扶養手当の機

能拡充。４点目、母子家庭等就業自立支援事業の推進。５点目、一人親家庭

等日常生活支援事業の充実。６点目、生活困窮世帯等の子どもの学習支援事

業の充実強化。７点目、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の推進。８

点目、自立支援教育訓練給付の充実。９点目、生活困窮者に対する住居確保、

給付金の支給などが追加充実事業として取り組めるようになっておると思わ

れます。 

また、現在ですね、多気町において福祉事務所が設置をされております。

人口的にもですね、多気町と比べて明和町に開設をされても、おかしくない

と思われます。明和町の福祉関連事業の取り組み強化のため、また、住民福

祉の向上のために、明和町の福祉事務所を開設することを求めますが、町長

のお考えをお伺いいたします。 

○議長（辻井 成人）  北岡泰議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充）  福祉事務所の設置についてのご質問をいただきました。
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以前にですね、多気町が福祉事務所を開設する以前に、県の方からですね、例え

ば菰野町、それから東員町、明和町を含めてですね、設置の要請が県のほうから、

実はいただきました。ただですね、この福祉事務所の設置につきましては、さま

ざまな条件というんですか、専門職の養成とかですね、そういったことが求めら

れるということの中で、全国的にみてもですね、今、全国ではだいたい930町村

がありますが、調べたところによりますと、昨年の状況でございますけれども、

まだわずか43の町村しか設置がされてないということは、それだけ設置について、

いろいろな問題があるのかなと、課題があるのかなと、そのように推測をしてい

るところでございます。 

私もですね、県のほうから要請をいただいた時に、担当課の直接窓口で対

応していただく職員の方々と、いろいろと話をする中で、やはり専門職の要

請がですね、一番必要であると。おっしゃられるように、いろんな住民のニ

ーズがワンストップ、町の方で直ぐに判断ができるというメリットもあるん

ですが、ただ我々の側としては、今、社会福祉士を近年採用しておりますけ

れども、そういう専門職がやはりいないとですね、なかなか住民の対応に満

足していけないというような状況もございます。 

従いましてですね、いろいろなメリット、デメリットがございます。そう

いう中でご指摘の部分は十分に理解をいたしますので、これから将来に向か

ってですね、事務所の設置、さまざまな要素がありますので、検討をしなが

らですね、設置に向けて努力はしていきたいと、そのように考えます。 

○議長（辻井 成人）  答弁が終わりました。 

  北岡議員、再質問はございませんか。 

○10番（北岡 泰） さまざまな問題点があるというのは、私も実際、多気

町さんのほうにちょっとお伺いをして、お話を聞いてまいりました。多気町

さんも福祉事務所って別にあるんですかといったら、いやいや地元の住民福

祉会館にありますみたいな話でですね、じゃあ兼任ですかって、福祉事務所

長と課長さんが兼任みたいな感じでですね、やっぱり職員の配置、町長言わ
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れましたように、専門職の配置、充実をさせていくというのは大変なんだと、

それから固定化されてしまって、異動ができなくなってしまうんだというふ

うなお話を聞かせていただきました。 

現状、多気町さんから見てもですね、明和町の福祉部門というのは非常に

充実しておって、うちは見習わならんところがたくさんあるんですよという

お話を聞かせていただいて、ああ良かったなというふうには思いましたが、

やはりワンストップサービスというのがですね、やっぱり一番大切なのでは

ないかなと。 

それによって、ちょっと弊害もあるということは、ちょっとお伺いをした

んですけれども、ある意味それに取り組んでみて、良かったという点もたく

さんあるんだと、多気町の職員さんが言ってみえました。１点目、一つがで

すね、効果としては相談支援の充実がしっかりできました。包括的な相談支

援が非常に可能になって、住民サービスの向上につながっていますよという

ことは言われてました。 

また、生活保護関係の業務の適正化がしっかり進んだなというふうに思い

ますということがありました。それから、財政面の部分があります。福祉事

務所を設置するとですね、多気町さんだけでも歳入の面で２億5,000万円ほ

ど入ってくる。 

これは特別交付税が、これは前年度だと思うんですけれども、２億5,000

万のうちの約１億3,800万円があると、特別交付税が入ってきていますとい

うことで、そういう意味できちんとお金の面での支援は、国のほうから来て

ますよということは言われていました。ただ、課題としてはやはり先ほど言

われていましたように、専門性の確保が大変なんだと。 

町という小さな明和町もそうなんですけども、これまで職員を削減してき

たという、その中で専門性のある職員をどうやって確保するのかという課題

があるんですよというお話と、ケース対応がちょっと難しい場合があると。

やっぱり今現状、県の職員さんに任せておけばですね、直接いろいろ関わる
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と部分が、最終的な部分ではすり合わせで、県のほうでお任せするというこ

とができたり、地元の住民さんと直接いろんなお話をすると、隣近所ですと

非常に辛いというお話がございましたので、そこら辺は難しいのかなという

ふうには思いますけども、やはりどちらのメリットをとっていくのかという

ことと。 

町長がよく言われておりますように、これからは広域行政なんだというで

すよね。島根県ではもう県の福祉事務所が廃止されて、全ての町村に福祉事

務所が設置されたというふうに聞いておりますので、ある意味、島根県はそ

のほうがメリットがあるんだというふうに、それぞれの自治体が考えられた

というふうに思うんですね。 

現状少ないとは言えですね、これから取り組んでいる一つの大きな課題で

あるというふうに、私は思いますので、是非、町長、前向きにですね、取り

組んでいただいて、職員さんの専門性もしっかり付けていただいて、ワンス

トップサービスを充実させていただきたいというふうに思いますが、町長の

お考えをちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（辻井 成人）  北岡議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充）  一番の、あまりにもですね、いわゆる身近にあって、

役場の職員にですね、生活で困っているということを、実はなかなか相談に

来てもらえないというと変なんですけれども、そういう方も結構おみえにな

ります。そういう中で県の福祉事務所を間に挟むことによってですね、気楽

に内部事情、家庭の事情を、なんていうんですか、話していただけて、そし

て、生活保護等に結びつけていけるというようなことが、非常に私ところの

場合は多いということがあります。そういう中でですね、一つは私も福祉の

担当を長くやらしていただいた時にですね、その時にだいたいうちの生活保

護のケースが当時で60から70ぐらい、実はありました。 

それは単に生活保護をということでございましたが、先ほどいろんな社会

福祉的な支援があるわけであります。そういう中では福祉事務所の、その当
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時は県の方でしたけれども、その方と一緒になっていろんなさまざまな方法

の中で、公的支援が受けられるように、なんていうんですか、対応策をいろ

いろやらさせてもらった経過があります。 

それもですね、やはり直接あなたどうですかという町民の方に、我々が投

げかけるよりか、ある時は福祉事務所の方がですね、どうですかって、こう

投げかけていただいた結果、60いくつやったやつが、40数世帯までにですね、

下がっていったという経過があります。そのことを思いますと、ダイレクト

に我々がその業務を担うことがいいのかなというのは、ちょっと迷うところ

があるわけでありますが、近年ですね、実は一時生活保護世帯も、先ほど言

いましたように、40数世帯まで減っていたんですけれども、今、80数世帯ま

でまたなんていうんですか、増えているという、そういう実態がございます。

それはですね、特に高齢者の方が多いということの中では、実は高齢者だけ

の世帯で、ご家族の方が東京とか大阪におみえになるんですけれども、現実

の話としては、その方たちが生活のこちらのご両親の生活の面倒までは大変

苦しいというようなことの中で、高齢者世帯の生活保護が増えてきていると

いった実態も実はございます。 

そういう中でですね、我々としてはその状況を把握しなければならない。

把握して手立てをしていかなければならないわけでありますけれども、正直

申し上げて、直接関わるのがいいのかですね、ワンクッションおいて県の方

に関わっていただくのがいいのか。そこら辺のところもですね、見極めなが

らですね、対応というのは考えていかなければならないと。 

しかし、それだけではございませんので、いろんな福祉施策がございます。

それらについても直接的にサービスが提供できる、そういうメリットのほう

が大きいというふうにも考えますが、先ほど申し上げましたような、いろん

な諸問題がありますので、それらをクリアーをどういうふうにしていったら

いいのか。今から研究をさせていただく中でですね、将来おっしゃっていた

だいたように、県から直接的な市町へですね、そういう窓口を移していこう
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という考え方に立っているというふうに思っておりますので、その受け皿が

整備できるようにですね、我々も努力していかねばならないと、そのように

思っておりますので、さまざまな課題があると思います。 

また、ご意見やご支援賜りたく、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

○議長（辻井 成人）  答弁が終わりました。 

  北岡議員、再質問はございませんか。 

北岡議員。 

○10番（北岡 泰） 自治体規模でいけば明和町は大きいほうですよね。熊

野市、尾鷲市、鳥羽市さんよりもずっと人口規模も大きくてですね、過去に

おいて事務所が設置されておったところと、また、新しくやっていくという

のは非常に新しいことをするのは、大変怖いものでございますけれども、小

さな市でできていることが、明和町もできないこともないというふうに思い

ますので、しっかりと検討していただいて、明和町の福祉にしっかりと充実

させていただくよう、よろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。 

３点目にいきます。子育て支援策としての病児保育施設、送迎サービスの

事業展開を求めていきたいというふうに思います。仕事をしていると、保育

所から子どもが熱を出しているので迎えに来て欲しいと連絡がくる場合があ

ります。ただ、どうしても仕事を休んだり、中断できないという時に、代わ

りに迎えに行って、子どもの面倒をみてくれるサービスがあるとありがたい

との相談がありました。 

多世帯で一緒に生活をしてみえる家族でも、おじいちゃんやおばあちゃん

が、それぞれ仕事に従事してみえる家族では、大変このお迎えというのは難

しい時があります。まして核家族世帯では、当然の課題であり、子育てを経

験してきた人なら、ほとんどの方が経験をしてきたのではないかなというふ

うに思っております。 

これ福井県の福井市、芦原市、境市が、福井創生人口減少対策戦略に向け

ました地区意見交換会の中で、同様の意見がのぼりまして、その後、福井県
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が国に提案をしたところ、国が制度化をしたとのことでございます。これは

国が３分の１、県が３分の１、市町村が３分の１の補助で行う事業で、福井

県ではもう予算化をされているそうでございます。 

事業名は病児保育施設送迎サービス、発熱等で保護者が迎えにいけない場

合に、幼児保育事業者がタクシーで送迎して、施設で預かるというものです。

実施主体は市町村で、まずモデルとして１箇所で行うというふうに聞いてお

ります。また、それぞれの保育所、こども園、幼稚園に現状、看護師資格を

持った方を配置できない、こういう現状において病児保育の体制整備の整う

までの補完事業として、役立つものだというふうに考えますので、我が町明

和町でもきっとニーズが高いサービスであると思われますが、中井町長のお

考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（辻井 成人）  北岡議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充）  北岡議員がご指摘いただいた件につきましてはです

ね、病児保育事業実施要領というのが、実は今年のこの５月にですね、国の

ほうから厚労省のほうからですね、通知をいただきました。 

今年の４月１日に遡ってやりなさいということでいただきました。その中

に先ほどご指摘いただきました、送迎対応というのがですね、項目として上

がってまいりました。病児・病後児の保育の関係につきましては、私ども実

は定住自立圏で松阪市さんと、それから、伊勢市さんともさまざまな連携を

やっていこうということで、取り組みをいただいております。 

その中で現在、病後児の方の登録がですね、今、伊勢、松阪あわせまして、

23人が登録をいただいております。従いまして、その体制整備というのは必

要だというふうに思いますが、先ほど言いましたように、定住自立圏の関係

もございますので、明和町だけでというよりは、少しまいりませんが、松阪

市、伊勢市、そして構成市町のほうとですね、連携をとりながらその対応策

というのを考えてまいりたいと思います。 

ご指摘のようにですね、親御さんが急に来られない。緊急の場合は、救急
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車を呼ぶわけでありますが、それほどでもないというような場合の対応とし

ての取り組みということで、需要としてはあるのかなというふうに思います

ので、先ほど言いました広域的なというのは、受入体制が実は小児科の先生

が少のうございますので、私とこだけというわけにはまいりませんので、連

携を図りながらやっていきたいと、そのように思います。 

○議長（辻井 成人）  答弁が終わりました。 

  北岡議員、再質問はございませんか。 

○10番（北岡 泰） 広域連携の関係もあるというのは、理解できますので、

十分ご議論していただきたいというふうに思いますし、国のほうの方針でご

ざいますので、しっかりと対応していただきたいというふうに思います。 

現状ですね、年間にどのぐらい途中で、お預かりになってですね、子ども

さん、ごめんね、これ質問項目に入っていませんけれども、その数字という

のは確認していますか。緊急にちょっと子どもさん迎えに来てくださいねと

か言って、熱出しましたとか言って、親御さんにどのぐらいの連絡を回数と

ってですね、それで、子どもさんを迎えに来れたか、来れなかったか。もし

なかったら、一遍そういうものも掌握してですね、一緒に協議をしていただ

きたい。もともと病気をもってみえる子どもさんの場合、それと、急に発熱

をするという子どもさんがおみえになりますよね。保育所におったり、こど

も園におったり、さまざまなところで子どもというのは感染をしてきますの

で、急に発熱をする。親がもうまったく考えてない時に熱を出したりすると

いうこともございますので、それとか、ひきつけとかですね、そういう時に

どういう対処をしているのか、現状の数字の把握というのも、是非していた

だいて、それをもって是非、広域の中でですね、話し合いをしていただきた

いというふうに思いますので、是非その数字の把握よろしくお願いを申し上

げたいというふうに思います。 

４点目、学習支援が必要な中学生や高校生を対象とした学習支援体制づく

りを求めたいというふうに思います。地域住民の協力を得た、地域未来塾と
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いう取り組みが今、始まっております。これは経済的な理由や家庭の事情な

どにより、家庭での学習が困難であったり、学習習慣が十分身についていな

い中学生や高校生などへの地域と学校の連携共同による学習支援を実施する

もので、教員を志望する大学生などの地域住民、また学習塾などの民間教育

事業者やＮＰＯ等の協力によりまして、多様な視点からの支援が可能となる

ものでございます。 

これについても国のほうが３分の１、県は３分の１、市町村３分の１の補

助事業で、学習を指導するための人材に対する謝金や消耗品が、主な経費で

ございますが、会場を借りて実施する場合の経費も、この補助対象となって

いるようでございます。学習機会の提供によりまして、貧困の連鎖を断ち切

る取り組みでもございます。明和町でも取り組んでいかなければならないと

考えますが、教育長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（辻井 成人）  北岡議員の再質問に対する答弁、教育長。 

○教育長（西岡 惠三）  今、北岡議員さんから地域未来塾という、貧困家

庭の子どもたちとか、いろいろ経済的な事由によって、学習状況が悪化し、

そういう子どもたちのための学習機会を与えるという中身で、地域未来塾と

いうのができておるということは承知しております。文科省では、国の事業

では学校、家庭、地域の連携教育推進事業の一環として、昨年度からその支

援をしていこうという取り組みでございましたけれども、三重県では今年度

からその取り組みを進めていこうということでございます。 

本町については、その採択は受けておりませんのですけども、これは以前

から各市町等々で事業としてやられていた中身であります。それへの支援が

主なものに今年はなっているような気がしております。 

明和町においてもですね、これは学習支援としましては、小学校、中学校

夏休み中に、補充学習ができる学力アドバンス事業というのを実施してきて

おります。それと、もう１つ昨年から皇學館大学の学生さんと連携しながら、

小学生授業の対象なんですけども、宿題とかプリントを見たりとかいう中身



 27

で、大学生を講師として、夏休み子ども学習教室というような形で実施はさ

せていただいております。 

それを普段の中学生にどういうふうに結びつけていくかというのは、課題

でございますけれども、それのような事業についての延長上として、まず小

学校から中学生へと進めていく方法はあるだろうかなと思っています。 

１つはある特定のですね、条件をつけてしまうと、なかなか生徒に受入ら

れないような現状に、これまでもありました。以前もずっと20年前にやって

いた事業がありましたですけども、いつも破綻していくという事業ですので、

広くこういうことをやっていますよということを、実際に示しながら、民間

の方々、それから大学生、地域の方々の協力を得ながらですね、そういうも

のについて、機会を導くように検討していきたいと。誰でもそういう事業も、

県の事業は受けられるようでしたら、それに申請していこうかなというふう

な考え方も今、持っております。検討していきたいと思っています。以上で

す。 

○議長（辻井 成人）  答弁が終わりました。 

  北岡議員、再質問はございませんか。 

○10番（北岡 泰） 是非、進めていただきたいというふうに思います。教

育長が言われておるのは、義務教育課程のお話がメインだと思いますけど、

高校生まで対象として広げていただいて、是非、前向きな検討というか、推

進をしていただきたいというふうに思います。現状、三重県では津市さんが

されております。事業名は学習支援ボランティア事業ということで、三重県

では子ども家庭局子育て支援課というところがしてみえる。キーワードとし

ては民間事業者の委託ということで、平成25年４月から開始をされていると

いうことで報告が上がっております。 

小学生、中学生義務教育対象に対しては教育長の範疇内なんですけれども、

生涯学習の意味でも、小学校、義務教育が過ぎてから高校生がきちっと卒業

してですね、社会へ育っていく、大学へ進学できる、そういう体制づくりを
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やっぱりしていかないかんのやないかなと。途中でやっぱり退学をしたり、

抜け落ちていかないように、学習の面だけでもですね、ちゃんとサポート体

制をつくるということが、僕は必要ではないかなというふうに思っておりま

すので、ありがとう、教育長またしっかりと取り組んでいただきたいという

ふうに思いますので、よろしくお願いします。 

次にいきます。５番目が地域で取り組むひきこもりの社会復帰支援を求め

ていきたいというふうに思います。現役世代の不就労、引きこもりの増加は

地域の活性化を妨げるだけではなく、高齢家庭の負担となってきております。

地域で就労できずに引きこもっている実態を調査し、支援策の実施が今求め

られています。厚生労働省ではひきこもりを、さまざまな要因の結果として、

社会的参加を回避し、原則的には６カ月以上にわたって概ね家庭に止まり続

けている状態と定義をされております。 

それが、今、全国で約26万世帯にのぼるというふうに推計をされておりま

す。また、近年ではひきこもりの高年齢化が進んでいます。全国ひきこもり

ＫＨＪ親の会、家族会、連合会というふうにいうんだそうですが、この調べ

によりますと、ひきこもり始める年齢が横ばい傾向にあるものの、平均年齢

は上昇傾向にあると。最近ではいったん社会に出てから挫折したことで、ひ

きこもり状態になる人が増え、高年齢化に拍車をかけています。また、年齢

が高くなるほど抱える家庭の負担は重くなり、支援が難しくなっている状況

でございます。 

問題はひきこもりを抱える親が既に高齢化しており、本来、親の世代が年

金を受給するなど、社会保障の恩恵を受けている世代のはずが、こどもが社

会復帰できない、または不就労の状況が続き、はては生活困窮に至る世帯と

なることが予想されています。 

秋田県の藤里町の例を取り上げさせていただきます。藤里町では平成17年

度地域福祉トータルケア推進事業を、福祉でまちづくりとして、地域福祉の

推進に取り組んでこられました。平成22年度には、在宅のひきこもり者、不
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就労者等を対象に、支援する人もされる人も共に集える場所として、福祉拠

点コミットを、毎年コミット感謝祭を開催しており、障がいや年齢に関係な

く地域交流の場として、200人以上が参加しております。ひきこもり者、不

就労者、障がい者が提供する手打ちそばが自慢の食事処コミットでは、平成

25年から香川県で讃岐うどんの技術研修を受けて開発した、コミットうどん

というのを提供されておるそうでございます。 

また、社会福祉協議会が事業をつとめるシルバーバンク事業は、既存の福

祉制度では答えられない地域住民のニーズに対応しています。そこに在宅の

ひきこもり者や精神障がい者が登録するコミットバンク事業が誕生、課題を

抱えた若者がシルバーバンクに登録する高齢者と共同作業を行うことで、世

代を超えて支えあう地域づくりにつながることをめざしており、高齢化の進

む地元地域において、コミットバンクの必要性は着実に増加していると評価

されています。 

地域の作業依頼に答えることで、ひきこもり者、不就労者、障がい者等の

社会参加の機会として、地域住民と共に支えあう地域づくりへ貢献すること

ができるよう、今、取り組んでおられます。 

藤里町では平成23年にひきこもりの実態調査を独自で行いました。15歳か

ら55歳の町民、ここの町は自治体が小さいもんですから、1,293人のうち113

人が長期不就労状態でひきこもっていることが判明。その割合は8.74％にの

ぼり、半数以上は40歳以上であることがわかり、ひきこもりの高齢化が明ら

かになりました。このような取り組みはひきこもり、不就労者が社会復帰す

る前段階で、地域住民と共に地元に貢献できるような仕組みや施設をつくり、

就労応援につながっているといえます。 

明和町の現状と課題について、町長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（辻井 成人）  北岡議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充）  ひきこもりの件でございますが、現実の話としては

なかなか実態をつかむというのが困難でありますが、昨年、一昨年とですね、
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窓口のほうに相談に来ていただいておる方もおみえになるということであり

ます。 

その内容等々について、課長のほうからですね、今の状況等を含めて答弁

させていただきたいと思います。 

○議長（辻井 成人）  福祉保健課長。 

○福祉保健課長（下村 由美子） それでは、明和町のひきこもりの相談の

実態について、ご報告させていただきます。 

ひきこもりの相談実数は、本当に年々増えておりまして、平成26年度は８

件、平成27年度でも８件の新規の相談がございました。地域包括支援センタ

ーから障がい者生活支援センターへつながったケースや、広報を見て生活者

支援センターにつながったケースもございます。しかし、町内でのひきこも

りの実態については把握できていない状況です。 

現在、家族相談を継続して実施しているケース、ご本人との面談を継続し

て実施しているケース、精神科の医療機関につながったケース、明和町で実

施しておりますデイケア等につながったケース、福祉サービスや福祉制度の

利用につながったケース、就労活動支援を実施しているケースなど、さまざ

まですが、障がい者生活支援センターを中心に、適切な機関と連携し、丁寧

な相談支援を重ね、ひきこもりの社会支援の情報提供をしたり、デイケアや

交流会を定期的に実施し、当事者の居場所づくりや交流づくりを推進したり

しながら、社会復帰できるように支援を進めております。 

今後も広く住民にひきこもりに関する知識や理解を得ていただくための啓

発活動を継続し、いまだＳＯＳを出すことができないご本人やご家族が、早

期に相談機関や医療機関につながることが重要であると考えております。そ

の上でご本人が社会との接点を持ち始めた時に、周囲が本人を偏見なく受け

入れ、社会で活動していくための訓練や交流の場などに円滑につながってい

くべきことが、これからの課題であると考えております。 

○議長（辻井 成人）  答弁が終わりました。 
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北岡議員、再質問ございませんか。 

○10番（北岡 泰） これも実態がどんなふうなんかって、非常に難しいこ

とだと思いますけれども、小さな町だからできたのかもしれませんけれども、

明和町でも実態調査をしっかりしていただいて、現状の課題等を把握しなが

らですね、このひきこもり対策を進めていただきたいというふうに思います。

これが将来の社会の一つひとつ手を打っていく、大事なことだというふうに

思いますので、取り組みをしっかりお願いしたいというふうに思います。 

６点目にいきます。明和中央線の現状と課題の確認させていただきたいと

思います。町道前野坂本線２期工事分の整備が、今進みつつあります。気に

なるのが、明和中央線の明和町役場東交差点から有彌中交差点までの整備を、

どのように推進していくのか。この間の道路拡幅法線及び近鉄線部分を現状

と同じ平面交差で行うのかとか、またアンダーパスで行うのか、検討を始め

る時期の確認をさせていただきたいと思います。 

前回の農業委員会で諮問された案件で、この明和中央線にかかる農地の宅

地転用も出てまいりました。宅地造成されています住宅が建ってしまいます

と、立ち退きの交渉も大変難しくなってしまうというふうに思われますし、

立ち退き費用などの税負担も、これ増大をしてまいります。都市計画道路と

しての計画が設定できない現状もありますが、早期に検討着手し、道路法線

など設定して用地買収などに取り組まなければならないのではないかなとい

うふうに考えますが、現状の取り組みと課題について、町長のお考えをお伺

いいたします。 

○議長（辻井 成人）  北岡議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充）  私もですね、明和中央線の残りを、いつやるんやと

いうことで、町民の方からたくさんお話をいただきます。ただ、現状、町の

予算等の中身を見てみますとですね、早期着手ということは非常に困難であ

るというふうに理解をしているところです。ただ計画はあるが、じゃあいつ

からやるのという、そこの部分についてはですね、ちょっと現状を踏まえた
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中で、検討をしていかなければならない重要な案件であります。この点につ

きましてですね、担当課長のほうから今までの若干の経過と、これから事業

費も含めて、どの程度で構想が立てられるのか。概略だけですね、ちょっと

担当課長のほうから説明をさせていただきたいと思います。 

○議長（辻井 成人）  まち整備課長。 

○まち整備課長（堀 真） 失礼いたします。明和中央線の拡幅工事につき

まして、現在の概要につきまして、ご説明させていただきたいと思います。 

明和中央線の拡幅工事につきましては、５つの工事区間に分かれておりま

す。第１工区といたしまして、県道鳥羽松阪線から県道伊勢小俣松阪線、急

参宮街道までを第１工区とさせていただいております。第２工区といたしま

して、県道伊勢小俣松阪線から勝見地区の中電の変電所付近ということの中

で、近鉄の踏切部分を含むところを第２工区。そして、第３工区といたしま

して、勝見中部電力変電所より明和町役場東交差点。そして、第４工区とい

たしまして、明和町役場東交差点から国道23号線、行部の交差点。それから、

第５工区といたしまして、国道23号線から県道東黒部松阪線の区間とさせて

いただいております。 

そのような中で、第４工区につきましては、平成11年度に事業着手をさせ

ていただき、平成19年度に事業完了をさせていただいたところでございます。

また、他の区間につきまして、第５工区につきましては、県道大淀東黒部松

阪線、八木戸交差点から県道伊勢松阪線の根倉交差点区間につきまして、路

肩整備を行い、道路規格によります３種４級、片側２ｍ75cmの道路幅員から

３種３級ということで、３ｍの幅員に拡幅をさせていただきまして、路側帯

の整備を行ったところでございます。 

また、県道との共有部分につきましては、昨年度より三重県松阪建設部に

おきまして、用地買収を行い、本年度より工事着手をさせていただく予定と

なっておりますというような次第でございます。 

今回ご質問いただきました第１工区から第３工区につきましては、平成26
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年12月議会で、中井議員から一般質問の中でご質問をいただきまして、町長

がお答えをさせていただいたところでございます。現在、町におきましては、

道路整備といたしまして、本郷勝見第２路線、済生会病院のアクセス道路で

ございます。それから、明星57号線、認定こども園の進入路、アクセス道路

でございます。 

それから、先ほど議員が言われました坂本前野線第２工区、須田自治会か

ら坂本区間のこの３路線が、今、動かさせていただいておる路線でございま

す。こちらの３路線、完成の上で明和中央線の事業着手を予定しているとこ

ろでございます。 

ではいつごろ、この明和中央線の工事に着手ができるかと申させていただ

きますと、今申させていただきました３路線、これ国の補助金、交付金をい

ただきまして、事業展開をさせていただいております。この中で本年度にお

きましては委員会等でもご説明させていただきましたが、要望額に対しまし

て、35％ほどしか予算が確保できてなかったような状況でございます。その

中で済生会のアクセス道路に、本年度６月補正におきまして、単独費の補正

をして車道部を完成するような現在、事業を進めておるような状況でござい

ます。 

現在このままの国の予算配分では、この明和中央線の工事着手、いつ入れ

るのかというのは非常に不明瞭な状況が確認させていただくような状況でご

ざいます。また、近鉄の軌道区域内におきましては、概略設計におきまして

は平面交差ではなく、高架橋ということの中で、検討をさせていただいてお

る次第でございます。 

ただ、先般行われました踏切道路改良の説明会というのがございまして、

それに参加をさせていただいたところでございますが、踏切の立体交差には

おおよそ工期が約10年、そして、今までの事例から申させていただきますと、

費用的に平均で40億程度の事業が必要になってくる。 

そして、また鉄道事業者から踏切の統廃合、こちらが求められる事例が多
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いというふうなことで、聞かさせていただいております。それにまた統廃合

等で地元の協議を要しますと、相当の時間がかかってくることで懸念される

ような状況でございます。 

今、議員が言われました第１工区から第３工区の明和中央線沿いでは、開

発また分家の新築住宅等が建てられる計画がございます。今、申させていた

だきました明和中央線におきましては、都市計画道路の認定はされておりま

せん。また、本線の決定もされていないような状況でございます。 

また、現段階で都市計画道路の認定をしようといたしましても、５カ年以

内に事業着手をできない場合につきましては、なかなか県のほうが認定を認

めていただけないというふうな状況がございます。そういうような状況の中

で、先ほど町長が答弁させていただきましたが、第１工区から第３工区につ

きましては、この事業手法等につきまして、再検討させていただくことが必

要であろうかというふうに考えておるような次第でございます。 

以上でございます。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

北岡議員、再質問はございませんか。 

○10番（北岡 泰） 悩ましい話だというふうに思いますね。財源もござい

ませんし、ただ諦めてしまうのかということなんです。10年間高架橋かかる

という、先ほどの40億でしたっけ、かかるというと、町長はもうおらんわな。

そこら辺、非常に悩ましいなというふうに思います。ただ、今回はじめて教

えていただいた、都市計画道路として設定した５カ年以内着手ということで

すが、着手というのは反対にいえば、土地の買収ぐらいが着手なのか、工事

にかからないかんとか、かかり始めたら30年ぐらい放っておいてもいいとか、

そこら辺のちょっと内容を教えていただけませんか。 

伊勢なんかでもですね、都市計画道路をうって買収済んで、道路ができた

というのは30年以上かかっておるとこ、ようけありますわ。そやで、そうい

う状況で進められるのか。そこら辺のちょっと考え方を、都市計画道路の考
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え方を教えてください。 

○議長（辻井 成人）  北岡泰議員の再質問に対する答弁、まち整備課長。 

○まち整備課長（堀 真）  すいません。今、都市計画道路について、ご質

問いただきました。この都市計画道路の中でですね、問題になっておる５カ

年というのはですね、その事業着手をさせていただくということになってく

ると、用地買収加味やというふうに思います。今、言わさせていただいたこ

の３工区に分かれさせていただいておるのも、そういう観点の中からですね、

この区間がおおよそ５年ぐらいでできる範囲であろうということの中で、事

業着手ということに考えてさせていただいておるように思います。 

  ただ、この５年というのはですね、30年どうなんねという話もありまし

たが、そこら辺がいろいろと問題となっておる点でございまして、早い目に

用地買収をさせてもらいますと、都市計画道路で用地買収をさせていただき

ましても、ただいつまで経っても工事が進まないじゃないかということの中

で、いろいろと用地をご協力をしていただいた方から、ご批判をいただく中

でですね、おおよそ５年程度で区切っていくという話の中で、事業着手をし

ていくという考え方で、今進んでいるというふうに考えておりますので、闇

雲に何年もですね、用地買収をさせていただいて、放っておくというわけに

はいかんというふうには考えております。 

○議長（辻井 成人）  答弁が終わりました。 

  北岡議員、再質問はございませんか。 

○10番（北岡 泰） ではですね、第３工区だけでもですね、本線決めて事

業着手をして買収始めるというのはできませんの、５年間で、そこら辺の考

え方ですね、高架というのは10年かかるし、その40億もかかるっていうんや

で、その先、県道から旧県道までですね、というのもまた宅地がたくさん建

っておって、なかなか進めるのは難しいでしょうけど、役場東から変電所ま

でやったら、まだまだ進めることができると思うんですけれども、そこら辺

の確認をもう一度したいと思いますけども。 
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○議長（辻井 成人）  北岡議員の再質問に対する答弁、まち整備課長。 

○まち整備課長（堀 真） すいません。今の話の中でですね、言わさせて

いただいた１工区、２工区と、３工区という話の中で、例えば第２工区ので

すね、近鉄の高架橋をつくる場所をですね、現在のところでつくるのか、そ

れかもしくは違う場所にもっていくのかによりましてもですね、今、言われ

ておる役場東からですね、変電所の付近までの考え方もですね、変わってく

るかと考えておりますので、その全体的な法線、１、２、３の全体的な法線

を鑑みた中でですね、その第３工区ということの中で、あたっていかないと、

非常に難しいのかなというふうには考えます。 

その中で、町長も答弁で申させていただいておるように、そこらも含めた

中でですね、今後の検討ということの中でしていかなければならないのかな

と考えておる次第でございます。 

○議長（辻井 成人）  答弁が終わりました。 

  北岡議員、再質問はございませんか。 

○10番（北岡 泰） ある意味、法線決定をせないかんということですね。

そこら辺また大至急としていただいて、３工区だけでもですね、進められる

ような形でやっていただければなというふうに思います。現状の坂本前野線

でもけつまずいたところがありますので、家が建ってしまってですね、なか

なか前へ進まないという部分がございますので、なるべく早く少しでもです

ね、早期買収できるところはですね、進めていただくような考え方で進めて

いただきたいというふうに思います。 

すいません。次に自治体として取り組み推進をということで質問をさせて

いただきます。第１点目が国土強靱化基本法に基づく明和町の国土強靱化地

域計画の策定を求めます。東日本大震災が発生してから、早５年が経ちまし

た。東日本大震災の教訓を機に、平成25年12月に公布施行されました、国土

強靱化基本法では、その第４条において、地方公共団体の責務を明記すると

ともに、その第13条において、都道府県または市町村は国土強靱化地域計画
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を定めることができると明記されています。 

この国土強靱化地域計画については、今後どのような災害が起きても、被

害の大きさそれ自体を小さくすることが期待できるとともに、計画推進後は

国土強靱化にかかる各種の事業がより効果的かつスムーズに推進することが

期待できるため、国としては平成27年１月に、国土強靱化地域計画に基づき

実施される取り組みに対する関係する府省庁の支援についてを決定。具体的

には国土交通省所管の社会資本整備総合事業や防災安全交付金、また農林水

産省所管の農山漁村地域整備交付金、さらには消防庁所管の消防防災施設整

備費補助金や緊急消防援助隊設備整備費補助金など、32の関係府省庁の所管

の交付金、補助金などにおいて、支援が講じられるとともに、その交付の判

断において、一定程度配慮されるというふうになっております。 

しかし、この国土強靱化地域計画の策定状況につきましては、都道府県に

ついては策定計画済みが13都道府県、予定も含んだ計画策定中で32都道府県

でありますが、市町村においては計画策定済みが９市町村、予定も含む計画

策定中は24市町村に止まっており、今だに多くの市町村がこの国土強靱化地

域計画を策定できていない状況にあります。 

この国土強靱化地域計画の策定につきましては、今後も発生するであろう

大規模自然災害から、町民の生命財産を守ることを最大の目的として、その

ための事前の備えを、効率的かつ効果的に行うとの観点から、早急に策定公

表すべきであると考えます。 

そこで明和町におきましては、いつ頃を目途にこの国土強靱化地域計画を

策定しようと考えているのか。またその内容等について、どのようなものを

検討されているのか、町長のお考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（辻井 成人）  北岡議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充）  強靱化計画については、実はまだ国のほうからです

ね、この５月に計画策定のガイドラインが、改訂版ですけれども、示された

ばかりでありますので、正直申し上げて全然手をつけていないというのが現
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状であります。強靱化計画と申しますのは、いわゆる明和町の自然災害に対

する弱点、これがどこにあるのかという調査を、きちっとやりながらですね、

それらに対する平常からのどういう備えをしたらいいかという、そういう計

画でありますので、これからですね、まだまだ全国的にも進んでいないとい

うことではございませんけれども、我々もそれらの実態をですね、調査をし

ながら、いずれやっていかなければならない計画でありますので、ちょっと

時期はじゃあいつ頃にやるということは、今、防災計画なりそういったもの

を今、進めておる段階でございますので、それらが一定の目途が立った地点

でですね、さらに上の計画、強靱化計画でございますので、そこら辺の対応

をしてまいりたいと、そのように考えております。 

従いまして、時期はというたら、なるべく早急に対策を練っていきたいと、

そのように思います。 

○議長（辻井 成人）  答弁が終わりました。 

  北岡議員、再質問はございませんか。 

○10番（北岡 泰） 実は私もそのガイドラインを知りませんので、是非で

すね、議会側にもですね、そのガイドラインを示していただきながら、どん

なふうに進んでいくんだという工程的なもの、そういうのを一つひとつ手順

を踏んでですね、私どもと共にこの強靱化計画の推進をしていただきたいと

いうふうに希望しておきますので、よろしくお願いをいたします。 

最後に、女性活躍推進法に基づく地方自治体の特定事業主行動計画の策定

状況のお伺いをいたしたいと思います。女性活躍推進法が成立しまして、豊

かで活力ある社会の実現を図るためには、自らの意思によって職業生活を営

み、または営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが、一層

大事である。そのために以下を基本原則として、女性の職業生活における活

躍を推進するというふうに言われております。 

１つは、女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と

性別による固定的役割分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮が行
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われること。 

１つ、職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、

職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること。 

１つ、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重され

るべきことと定められております。 

地方自治体は、先の基本方針等を勘案として、当該区域内における女性の

職業生活における活躍についての推進計画を策定するようになっております。

事業主行動と計画の策定では、女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき

事情についての分析として、１つ、女性採用比率。２．勤続年数男女格差。

３．労働時間の状況。４．女性管理職比率等で、以上の状況把握分析を踏ま

え、定量的目標や取り組み内容などを内容とする事業主行動計画の策定公表

などを行います。この特定事業主行動計画、女性職員の活躍のための計画の

策定は、本年３月末までに全ての地方公共団体において策定が必要とされて

おり、内閣府令に規定する把握項目等により、女性職員の活躍の状況を把握

分析し、その結果を踏まえ数字目標を含んだ行動計画を策定。 

数値目標に対する取り組み以外の取り組みをふくめ、積極的かつ主体的に

各課題の解決に向けた多様な取り組みをとりあげ、これからの取り組みを総

合的に進めていくことが効果的とされております。 

なお、策定にあたっては、トップによるリーダーシップの発揮が重要であ

り、職場の的確な事情把握が重要とされております。３月、１つの機会を過

ぎまして、男女共同参画計画とあわせて女性活躍推進計画を策定されておら

れるとのことでありましょうが、また、この第５次明和町総合計画、この後

期計画においても男女共同参画の推進の中に、この計画を明記されていなけ

れば、本来の意味合いにならないというふうに思いますが、町長その間、大

変な状況でございましたけれども、最終的には公表せないかんというふうに

なっておりますので、いまだ公表されておりませんので、お示しをいただき

たいと思います。 
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○議長（辻井 成人）  北岡泰議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 今、ご指摘いただいた女性活躍推進法は、昨年の８月に

成立したということでございます。推進計画並びに行動計画というのを策定しな

さいと。そして、その行動計画については公表しなさいということでございます。

一般企業に対する啓発はともかくとして、先ほどご指摘いただきましたように、

事業主としての町の計画というのは、一応ですね、明和町の特定事業主行動計画

ということで、４月１日付けで一応策定はさせてはいただきました。 

その中身について、総務課長のほうからですね、計画の主な内容について発表

させていただきたいと、そのように思います。ただ、推進計画そのものはですね、

まだ、先ほど言われましたように、全町的な事業主に対する啓発活動も含めての

話かなということで策定はしておりません。行動計画のみでございますが、これ

は事業主としての１つの責任ということで、策定をさせていただきましたので、

その内容について課長のほうから答弁させていただきたいと、そのように思いま

す。  

○議長（辻井 成人）  総務課長。 

○総務課長（西田 一成） 失礼します。町長が申し上げました、事業主行

動計画につきまして、概要の報告をさせていただきます。原則としまして、

事業主の考え方なんですけれども、町長部局、教育委員部局、議会事務局、

各行政委員会とそれぞれ任命権者単位で策定をするものでございますけれど

も、本町の場合につきましては、人事管理が採用から配置、育成、登用に至

るまで一体的に行われておりますために、連名で策定をさせていただいてお

ります。この計画期間といたしましては、議員申されましたように、４月１

日から平成33年３月31日までの５年を計画とした、第１次計画でございます。 

それから、先ほど来、ご報告いただいておりますように、行動計画の数値

目標を定めるために、その女性職員の嵩上げに関するさまざまな現状を把握

して、それぞれの項目について、課題分析を行い数値目標を立てさせていた

だいております。 
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それで、公表につきましてもですね、これは内閣府男女共同参画推進局の

推進課から三重県を通じましてですね、全国に照会がございまして、４月６

日付けで照会がございますので、それぞれの割合につきまして、当町も調査

に対して回答をさせていただいておるところでございます。それを受けまし

て、国のほうがですね、全国的な公表を行う。 

それから、いくつかをピックアップしてですね、国の聞き取り調査など

も今後行われる予定だということで聞いております。事業主計画については

以上でございます。 

○議長（辻井 成人）  答弁が終わりました。 

北岡議員、再質問はございませんか。 

○10番（北岡 泰） 事業主計画というのは、国に報告するということであ

って、明和町のホームページに公表するとか、そういうことはしなくていい

んですか。そこら辺の現状と、その中身ですね、よろしくお願いします。 

○議長（辻井 成人）  北岡議員の再質問に対する答弁、総務課長。 

○総務課長（西田 一成）  この事業主計画、行動計画の公表につきまして

は、国のほうに報告をしまして、国が全国的な取り組み状況を公表するとい

うことで、それぞれの市町が、それぞれの市町につきまして、ホームページ

でですね、その事業主行動計画として公表しなさいというところの公表とい

う捉え方ではないというふうに思っております。 

○議長（辻井 成人）  答弁が終わりました。 

  北岡議員、再質問はございませんか。 

○10番（北岡 泰） この部分に関してもね、明和町が自分ところの自治体

の中で報告する義務はないみたいな形になっておるんかもしれませんけれど

も、明和町は一つの事業主として、町が自治体が、事業主として行動計画を

策定しました。町全体の推進計画を進めていきますと。明和町のさまざまな

事業、あえて一定規模があると思うんですけれども、そこに対してですね、

こういうふうですよというのは、やっぱり明和町の考え方として、どっかで
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まとめてですね、報告せないかんと思いますし、考え方を相手に指し示さな

いかん事業主に対してね。そう思いますので、現状の行動計画もですね、ど

こかで表へ出していかないかんというふうに思います。 

明和町は、こう考えていますけれども、そして、推進計画の中で皆さん方

のご協力を得たいと思います、皆さん方どうですかというふうにやり取りを

していくためにですね、どっかでオープンにしていかないかんというふうに

思います。国が出して、国がオープンにしているから、もうよろしいんです

わじゃなくって、その中で明和町全体の女性活躍推進法に基づく流れは、こ

うですよというのを周知をしながら、事業主の行動計画を立てていきましょ

うというふうに働きかけていくのが、本来の筋ではないかなというふうに、

私は思いますので、是非そこら辺の取り組みもですね、検討していただきな

がら、この明和町における女性活躍推進法、豊かで活力ある社会の実現を図

るためだというふうに思ってですね、頑張っていただきたいというふうに思

います。 

何か相談でございますか、違いました。よろしいですか。と思いますが、

町長なり総務課長なり、はい、よろしくお願いします。 

○議長（辻井 成人）  北岡議員の再質問に対する答弁、総務課長。 

○総務課長（西田 一成）  失礼します。推進計画につきましては、議員の

ほうからご審議をいただいておりますが、これは事業主行動計画は義務とい

うことで、計画を策定しなければならないということになっております。推

進計画につきましては、一応、努力義務という形になっております。これは

法律の制定とですね、この４月１日から始めていく中でですね、議員申され

ますようにですね、町内にですね、問題をですね、投げかけていく上におい

てもですね、町としましても一つの事業主として、こういう目標でこういう

計画ももってやっておって、現在こういう状況ですよと、町内の一定の企業

の皆さんも、よろしくお願いしますというような形でですね、公表すること

をですね、前提として今後取り組んでいきたいというふうに思いますので、
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よろしくお願いをいたします。 

○議長（辻井 成人）  答弁が終わりました。 

  北岡議員、再質問はございませんか。 

○10番（北岡 泰） さまざまな質問をさせていただきましたけれども、こ

れ３月の分の持ち越しでございますので、これから体調を崩さないように、

町長、よろしくお願いを申し上げまして、一般質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

○議長（辻井 成人）  以上で、北岡泰議員の一般質問を終わります。 

 

 

○議長（辻井 成人）  お諮りします。 

 議事整理のため、暫時休憩いたしたいと思いますが、ご異議ございません

か。 

           （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（辻井 成人）  異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。横の時計で、11時まで。 

                        （午前  10時  45分） 

 

 

○議長（辻井 成人）  休憩を解きまして、休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

                        （午前  11時  00分） 

 

 

２番    西 岡   厚  議員 

 

○議長（辻井 成人） ２番通告者は、西岡厚議員であります。 
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 質問項目は、「町民バスの今後の運行運用について」「選挙権18歳への

引き下げについて」の２点であります。 

 西岡厚議員、登壇願います。 

○２番（西岡 厚） 議長より登壇のお許しをいただきましたので、これよ

り一般質問をさせていただきます。よろしくお願いします。はじめに熊本の

震災で亡くなられた方々へのご冥福と、今もなお被災されている方々の１日

も早い復興を心より願っています。 

まず町民バスの運用運行について、お聞きします。全国的に見ても、町民

バスなどの運用は市町にとって、財政的に厳しい取り組みになっていると思

います。廃線を決断された市町もあるようですが、無くなっては生活に支障

が出てくる方々もいるのも事実だと思います。以前、委員会でもお話があり

ましたが、現在の明和町での町民バスの運用運行、利用者数などの状況を教

えてください。 

それと、町民アンケートなんかの内容なども教えていただければ幸いです。

よろしくお願いします。 

○議長（辻井 成人） 西岡議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 今、西岡議員のほうから町民バスの運用等について

のご質問をいただきました。 

よく言われますが、空気を乗せて町内を走っておるやないかというような

ことも言われておりますが、現在の町民バスは大淀、上御糸、下御糸地区を

巡回する北路線、それから斎宮、明星地区を巡回する南路線、この２路線を

２台のバスで運用をしております。ただ、最近ご案内のように、明星駅から

イオンまでの直通の無料バスが運行されました。 

従いまして、以前と町民バスの利用者が町民バスだけの利用者というのが

激減しているというような状況でありますけれども、先ほどご指摘いただき

ましたように、無くなってしまっては困るという方々も、大変増えてきてお

ります。 
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そういう意味で、昨年、実施をしましたアンケート調査等々も含めて、担

当課長のほうから今の利用状況、運用状況、そしてアンケートの調査結果等

につきまして、答弁をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（辻井 成人） 人権生活環境課長。 

○人権生活環境課長（世古口 和也） それでは、現在の町民バスの運行、

利用者の状況につきまして、ご報告させていただきたいと思います。先ほど

町長の話にもございましたけれども、町民バスは２路線、２台で運行させて

いただいておりますけども、１循環が所用時間といたしましては、約２時間

かかっておりますが現在の状況でございます。 

町民バスの利用者数につきましては、町民バスは平成19年11月から運行開

始をさせていただきましたんですが、年間約、延べで約４万人ほどの利用者

がございます。平成25年度がですね、年間で約延べ３万9,000人でございま

したが、平成26年度は延べ約２万7,000人ということで、前年度と比べまし

て30％の減ということになっております。 

27年度はですね、ほぼ横ばいでございます。特にですね、この26年度に減

した要因といたしましては、平成25年11月からですね、イオン明和への無料

シャトルバスが運行されたということで、大幅に利用者数が減りました。昨

年ですね、町民が利用しやすく、よりよい運行をするために、基礎資料とす

るためにですね、アンケートを実施いたしました。 

アンケートの用紙と回収箱をですね、公共施設やコミセン、あるいは町内

の病院等にですね、ご協力をいただきまして、町内18箇所に設置させていた

だきまして、アンケートにお答えいただく形で、実施させていただきました。

アンケートは394名の方の回答をいただいておりまして、回答につきまして

は、町内にお住まいの方だけではなくてですね、町外にお住まいの方々から

もいただいておりまして、町外の方も利用されているというようなことを伺

わさせていただいております。 

また、利用したことがないという方もですね、からも回答をいただいてお
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りまして、利用目的といたしましては、やっぱり駅までのアクセス、あるい

はスーパーへの買い物で利用される方が多く、また通院に利用される方も多

い状況でございます。利用しない理由といたしましては、やはり運行時刻と

本数の関係が多くを占めておりました。 

利用したい目的地は、やはりスーパー、病院で日常生活に密着しているこ

とが伺えます。利用したい時間帯につきましては、やはりお昼前が多く、買

い物に利用されるということだと推測されます。 

また、２番目には８時から９時というのが多くてですね、通学、通勤に利

用されている方が多いようでございます。 

自由意見といたしましては、やはり本数を増やして欲しいというのが、多

くを占めておりまして、目的地への所要時間が、先ほど現在２時間かかって

いるということでございますけども、所要時間がかかりすぎるという意見も

いただいております。 

やはりですね、交通手段を持たない若年層と高齢者が多く利用されている

ということで、より利便性を向上させるためにはですね、本数を増やすとい

うことと、現在、バスが回っていないスーパーとかですね、病院へ運行経路

の変更など見直しが必要ではないかという結果で、廃止するというのではな

くてですね、やはり利便性の向上を図る方向でですね、検討していかなけれ

ばならないというような結論を、判断をさせていただいたところでございま

す。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

西岡議員、再質問はございませんか。 

○２番（西岡 厚） ありがとうございます。アンケートの内容で、やっぱ

り１ルート時間が非常にかかるだったりとか、本数が少ないというふうなこ

ともあると思います。各地域、大淀、上御糸、下御糸や斎宮、明星、その地

区、地区によって行きたいところが違ったりであったりとか、目的は買い物

だったりとか、病院へ行かれるだったりとかというふうなことで、目的は一
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緒なのかわからないですけど、行きたい場所が違っていたりとかするという

ふうなことも、アンケートの中から読み取れると思います。 

利用者数の推移だけを見てみると、無料シャトルバスの運行が始まってか

ら、町民バス自体の利用者数は激変しているんだと思いますけども、全体的

にバスの利用者というのを見てみると、シャトルバスと町民バスの総体的に

見てみると、利用者数というのはすごく増えている数字が出ていると思うん

です。 

ということは、利用しないよというふうなアンケートもあるとは聞きまし

たけども、目的さえしっかりすれば、利用者数というのは増えているし、利

用したいと思っている方というのはたくさんみえると思います。その中でシ

ャトルバス、無料というふうなところもありますけども、シャトルバスと町

民バスとの違いがどこにあって、町民バスがどういうふうに劣っているとい

うか、ニーズに応えられてないのかというふうなことを、どういうふうに考

えるかというのをお教えください。 

○議長（辻井 成人） 西岡議員の再質問に対する答弁、人権生活環境課長。 

○人権生活環境課長（世古口 和也） 無料シャトルバスとの違いというこ

とでございますけども、やはりご承知のとおり町民バスの利用者は、横ばい

ということでございますけども、シャトルバスの利用者は増えておりまして、

町民バスとあわせても、全体としては増えているような状況ではございませ

ん、利用者のほうがですね。 

無料シャトルバスの利用者は、町外からの利用者もそうなんですけども、

町外からの利用者も多くですね、特に交通手段を持たない高校生とか、中学

生が多くを占めているようでございます。 

町内の方も高校生や中学生に限らずですね、多くの利用されているような

状況でございます。やはりシャトルバスはですね、やっぱり目的が決まって

利用できるということでですね、駅から目的地まで直通であるということで

すね、９時から約夕方の６時ぐらいまで、ほぼ１時間１本運行されていると
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いうことでですね、利用者にとってですね、大変利用しやすくなっていると

いうことは伺えることでございます。 

そういうような町民バスの違いがあるのかなと感じております。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

西岡議員、再質問はございませんか。 

○２番（西岡 厚） シャトルバスというのは直行便であって、時間も早い

し、そこへ行きたいというふうな目的がはっきりしている、本数も多いとい

うふうなところで、やっぱり町民バスと比べると、利便性というふうなとこ

ろでは、優位に立っているし、町民バス自体がそれに対応するというのは、

なかなか難しいとは思いますけども、町民バスをこれからも運行していくと

いう中で、シャトルバスとのなんていうんですか、相互じゃないですけども、

うまくかみ合わせていくような、考え方だったりとかいうのはないのか、ち

ょっとお聞きしたいんですけど、よろしくお願いします。 

○議長（辻井 成人） 西岡議員の再質問に対する答弁、人権生活環境課長。 

○人権生活環境課長（世古口 和也） 今回ですね、町民バスの経路等の見

直しを、検討しておるわけでございますけども、シャトルバスも一つの町内

を走る移動手段の１つとしての考えの中でですね、シャトルバスも含めてで

すね、シャトルバスは明和病院、明星駅、役場、イオンということでござい

ますけども、そちらの停留場でですね、町民バスでそちらへ向いて、そこか

らシャトルバスに乗り換えるというような、そういう町民さんにとってもで

すね、より利便性の伴ったですね、運行、町民バスの経路なり運行をですね、

一つ考えております。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

西岡議員、再質問はございませんか。 

○２番（西岡 厚） 無料シャトルバスがそれだけ利用者数が多いバスが明

和町内に走っていますので、そこをうまく利用するというか、うまく話し合

いができるのかどうかわからないですけども、うまく明和町の町民バスも時
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間帯だったりとか、こう利用してもっともっと明和町の町民バスも使ってい

ただけるように、したっていけるように、時間帯だったりとかのは、考えて

いただきたいなと思います。 

先ほど２台で今はバスの運行をされているというふうな、２路線でやられ

ているということですけども、今後そのバスの台数を増やして、ルート本数

だったりとか、増やしてもっと利便性をあげていくという考え方はあります

か。よろしくお願いします。 

○議長（辻井 成人） 西岡議員の再質問に対する答弁、人権生活環境課長。 

○人権生活環境課長（世古口 和也） 先の教育厚生常任委員会協議会、あ

るいは全員協議会でもご報告させていただいておりますけども、アンケート

の結果を踏まえましてですね、本年10月の運行開始を目的にですね、見直し

を検討しておりまして、運行形態とかですね、車両の大きさ、あるいは運賃

とか、シャトルバスの関係などですね、総合的に検討を行いましてですね、

現在、回っていない箇所への乗入れ、スーパーとか病院等ですね、乗入れも

考慮しつつですね、路線の見直しをしてですね、所要時間短縮をですね、図

るとともにですね、バスの台数を１台増やしてですね、３台での運行をとい

うことをですね、させていただいて、より本数をですね、増やす考えを検討

しております。以上でございます。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

西岡議員、再質問はございませんか。 

○２番（西岡 厚） 委員会でも発表はありましたけども、２台から３台に

増えると。ルートは２ルートから４ルートに増えるということでよろしかっ

たですかね。１ルートの所要時間も２時間から１時間程度に少なくなるとい

うことで、町民さんの不安な部分というのも、これでより解消できていくん

じゃないかなと思います。ただ、最終的な目的地に行くのに、乗り継ぎをし

たりとかいうことで、多少時間はかかるんだと思いますけども、そこから違

う場所へいったりとかいうふうなとこで、すごく利用はしやすくなると思い
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ます。 

その中でですけども、どうしていくかというところで、お聞きしたいんで

すけども、その中でも特に利用者数の少ない停留場なんかは、これからどう

いうふうに考えていくのか。少ない利用者がいくら少ないといっても、乗ら

れる方がおるんだったら、止まってあげたいなというのはありますけども、

やっぱりシャトルバスとの戦いというわけじゃないですけども、無料バスと

の比較があったりとかで、利用者数をこれから増やしていくのに難しい問題

もたくさんあると思いますけども、そういった利用者数の少ないところから、

もっともっと利用者数、利用したいよという方が多いところへ、停留場をつ

くっていくというのも、この町民バスの運営をしていく、今後運営していく

中で、考えていかないといけないことだと思いますし、やっぱり利用者数は

どんどん増えていかないといけないと思いますので、その利用者数の少ない

停留所はどうしていくかというふうな考え方も、ちょっとお教えください。 

○議長（辻井 成人） 西岡議員の再質問に対する答弁、人権生活環境課長。 

○人権生活環境課長（世古口 和也） 利用者の少ない停留所でございます

けども、やはり利用者がいる以上ですね、その停留所を廃止するという考え

はもっておりません。ただですね、ルートを路線も変更する部分がございま

すので、場所によっては停留所の位置を変更するということも、考えられま

すけれども、基本的には停留所は今現在の停留所は廃止しない、バスの変更

は若干出てくるかと思います。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

西岡議員、再質問はございませんか。 

○２番（西岡 厚） 停留所というのは、やっぱり廃止してかないというこ

とですけども、今後、今回これ10月だったかに、運行の変更があると思うん

ですけども、これからまた１年、２年と運行していく中で、また変更もして

いかないといけないと思いますけども、そういった時には、苦渋の決断でし

ょうけども、そういったところも統合していくというわけ、統合していくよ
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うな形で、より利用者さんのニーズにあうように、時間短縮ができて、なお

かつ利用者数も増えていうふうな形の流れをつくっていただきたいなと思い

ます。よろしくお願いします。 

それと、バスの内容というか、バスのことなんですけども、車両というん

ですかね、車椅子の利用者、車椅子利用者への対応なんかを考えた車両をつ

くられるというふうな考え方があるのか。それは別のふうな対応をしていく

んだというふうな考え方があるのであれば、そこもお聞かせください。お願

いします。 

○議長（辻井 成人） 西岡議員の再質問に対する答弁、人権生活環境課長。 

○人権生活環境課長（世古口 和也） 車椅子対応の車両といいますと、改

造費等も経費的ものもございますけども、別途ですね、現在、法改正がござ

いまして、バスの運行については、そういったバリアフリーの設備を装備し

なくても構わないというような改正がございまして、そこら辺を考慮させて

いただきましてですね、今、考えておりますのは、車椅子利用者につきまし

ては、別途ですね、予約制をとらしていただいて、バス停から目的地のバス

停まで、別途送迎させていただくというような方法で、対応させていただき

たいなということで考えております。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

西岡議員、再質問はございませんか。 

○２番（西岡 厚） 車両バス、バス自体を福祉車両にするというのは、す

ごく費用もかかることでしょうし、大変なことだと思いますので、そういっ

た別の対応でやっていただけるという形をとっていただけるんであれば、車

椅子の方なんかも安心して使っていただけるのかなと思います。 

次ですけども、次というか、バスのお話なんですけども、以前に大淀の自

治会より伊勢市のおかげバスの乗入れのお話があったと思いますけども、今

現在というか、これからですね、伊勢との協議がどうなっているのかという

のを教えてください。 
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○議長（辻井 成人） 西岡議員の再質問に対する答弁、人権生活環境課長。 

○人権生活環境課長（世古口 和也） 伊勢市はコミュニティーバス、おか

げバスでございますけども、現在、東大淀町の大堀川橋の手前まで、ルート

がございまして、大淀地区の自治会からですね、山大淀まで延伸をというこ

とで、ご要望いただきまして、伊勢市との協議もですね、昨年度からさせて

いただきまして、既に伊勢市と協議も行い、合意に至っておりまして、今年

の10月からですね、運行開始を目標にですね、手続きを進めさせていただき

たいと思っています。 

町民バスの見直しの運行開始と同時にですね、おかげバスの延伸について

もですね、お話をさせていただきたいと思っています。これまで２回、伊勢

市との協議を行いましてですね、バス停をですね、大淀と山大淀の２箇所設

置ということで、協議で決まっております。大淀バス停は、森田ダスキンで

ございます。山大淀は旧山大淀バス停でございます。ダイヤとか能率の調整

協議も行っておりまして、10月からの運行ということで、今のところそうい

うスケジュールで協議が進んでいるところでございます。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

西岡議員、再質問はございませんか。 

○２番（西岡 厚） 協議ありがとうございました。10月には乗入れも実現

するということで、大淀地域の方は、今までは東大淀のバス停まで歩いてい

かれて、そこから伊勢市のほうに行っていたというふうなところがあります

ので、出た要望なんですけども、これで大淀の方も伊勢のほうへ行きやすく、

より行きやすくなるんじゃないかなと思います。ありがとうございました。 

反対にいうと、伊勢からこちらへ入ってこられる方というのも、みえると

思うんです。先ほど町民バスとの相互性というか、時間帯の調整もさせてい

ただきますということでしたけども、大淀ルートで走っていて、たぶん明和

のイオンまで行かれると思うんですけども、基本的に伊勢から来られる方は、

イオンへ行きたいという方だったりとか、あとはハートセンターですか、ハ
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ートセンターにもバスが通っている、今回、停留場ができるんで、そこら辺

うまくリンクはさせてもらっているのかなとは思いますけども、時間帯とか

の調整というふうなところで、どういうふうになっているかというのは、ち

ょっと教えていただきたいです。 

○議長（辻井 成人） 西岡議員の再質問に対する答弁、人権生活環境課長。 

○人権生活環境課長（世古口 和也） おかげバスと町民バスの乗り継ぎに

ついてでございますけども、やはり伊勢市の方にとってはですね、イオンの

ほうへ行きたいというようなことでございますけども、実現すればですね、

伊勢市の住民さんにとっても、大きなメリットがあるということが考えられ

ます。ただですね、おかげバスは現在、３往復運行されておりまして、それ

ぞれのバスの車両の運用とか、ダイヤの関係でですね、どうしても町民バス

との乗り継ぎがスムーズにできるのは、そのうちの１本が限度でございまし

て、一応１本については乗り継ぎで、そのままおかげバスへ乗っていただい

て、大淀へ行かれて、イオンへというような運行の時刻設定で調整をさせて

いただいております。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

西岡議員、再質問はございませんか。 

○２番（西岡 厚） ありがとうございます。そういった時間帯をちょっと

調整していただいて、イオンさんが使える時間帯で、イオンさんへ行ってい

ただいて、帰りは町民バスを使って、また、大淀のバス停まで戻ってこれる

というふうな形で、たぶん時間調整はしていただいていると思いますので、

よりちょっと利用者さんが増えるように、ＰＲというか、伊勢市の方たちに

も周知をしていただけたらなと思います。 

それとですね、伊勢市のおかげバスと明和町の町民バスというのは、確か

利用するための料金が違ったような気がするんですけども、その点はちょっ

とどういうふうにちょっと調整されるのかなというのを、ちょっと教えてい

ただいてもよろしいでしょうか。 
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○議長（辻井 成人） 西岡議員の再質問に対する答弁、人権生活環境課長。 

○人権生活環境課長（世古口 和也） 明和町の町民バスの運賃は、現在100

円でございます。伊勢市のおかげバスにつきましては、基本的にはおかげバ

スは200円が運賃でございます。ただ、65歳以上の方については、100円とい

うことを聞かさせていただいております。そこら辺のどうしていくんかとい

うことでございますが、現時点ではですね、10月時点ではですね、現状の金

額でですね、そのままでいかさせていただきたい。それで、総合的にですね、

運賃が違う部分については、今後どうしていくかというのは、それ以降のま

た伊勢市とのまた協議も続けていきたいなということでございます。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

西岡議員、再質問はございませんか。 

○２番（西岡 厚） すいません。僕も自分で聞いたものの、その通りだと

思います。今後、協議をしていただいて、料金的なものをどうしていくのか。

明和町自体、伊勢市にあわすということになると、ちょっと上がっちゃうと

いうふうなことになりますし、財政上、結構厳しい問題やと思いますので、

上げたいと思いますけど、町民さんの意向もあると思いますので、ここら辺

は伊勢市とも話し合いながら、調整をしていってください。よろしくお願い

します。 

それで、このバスのことなんですけども、今回、改正が行われて、町民さ

んの意向というのは、すごく取り入れていただきましたので、これからどん

どん、どんどん利用者も増えていくんじゃないかなと思います。ただ、その

中で、町民さんの意向を聞き入れるというだけじゃなくて、明和町自体がこ

の町民バスというふうなものを利用して、人をどういうふうな形で、人の流

れをつくっていくかということも考えて、運行をしていくと、より明和町の

今後のまちづくりの１つになるんじゃないかなと思いますので、そういった

方面でもちょっと考えて、町民バスの運営運行をしていっていただきたいと

思います。よろしくお願いします。 
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次にですね、選挙権の18歳への引き下げについての、明和町の対応につい

て、ちょっとお聞きをしたいです。 

18歳まで選挙権が引き下げられることになって、より若い世代に政治への

興味を持ってもらい、選挙にも積極的に参加してもらわないといけないんだ

と思います。そこで、明和町には直接、18歳未満の子たちが通われる高校と

いうのがないんですけども、若い世代に対する、これからの選挙に対する教

育というのは、どのように行っていくかというのをお聞きください。よろし

くお願いします。 

○議長（辻井 成人） 西岡議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） ご案内のように、今回、18歳、19歳、年齢が引き下

げられました。この７月10日の参議院選挙にですね、18歳の有権者は今度、

新しく237人、それから19歳が220人、20歳の有権者が今度234人という、18

歳に引き下げられたことによって、457人の方が新しくこの新制度で選挙権

を有することになります。 

基本的に高校の部分は、県の設置でございますので、県の方でそれなりに

選挙に対するいろんな啓発等々をやっていただけると、そのように思ってお

ります。じゃあ先にご質問ありましたように、町としてどうやっていくのか

ということになりますが、当面はですね、いろいろなパンフレットを直接で

すね、今回の場合、今回の場合ですけれども、こういったパンフレットを直

接、有権者の新しく有権者になられた方に送るとかですね、今回いろいろ考

えておりますのは、入場券の配付とともに、いろいろな18歳、それから19歳、

20歳の新たに有権者となられた皆さんへという形で、直接的にこういう文書

を配付をさせていただこうかな、そのように思っております。 

それからですね、できるかどうかちょっとわからないんですけども、暑中

見舞いという形でですね、選挙管理委員会のほうからダイレクトに、先ほど

言いました18歳、19歳、あるいは20歳の有権者の方に、制度が変わりました、

あなた方にもそういう選挙権が与えられますので、そういった投票に家族と
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ともに行きましょうというような、そういうアピールもですね、していきた

いというふうに考えております。 

ただダイレクトに18歳以上の方々に、そういう啓発ということはできませ

んので、我々としてできる範囲といいますと、中学生、中学生に対してです

ね、これからの教育委員会といろいろ相談していかなければなりませんが、

そういった啓発を中学生の総合学習か、いろんな形の中でですね、やっぱり

啓発的にやっていかなければならないと、そのように思っておるところです。 

これは息の長い話でありますが、ただ日常的にやれるのかどうかというの

は、非常に難しい部分がありますが、十分に教育委員会と相談しながら、対

応を考えてまいりたいと、そのように思っています。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

西岡議員、再質問はございませんか。 

○２番（西岡 厚） 直接関わりのある18歳、19歳というふうな方々と直接

ふれあうというか、直接ダイレクトに啓発していくということが難しい地域

だとは思いますけども、中学校、小学校といったら早いですけどね、中学校

の間からそういった選挙に対する考え方であったりとか、政治に対する考え

方であったりとかというのも、教育していくべきなんじゃないかなと思いま

す。 

実際、自分がそれぐらいの時に、どうやったかといったら、まったく興味

もなかったですし、そういった教育も受けた記憶がないですけども、やっぱ

りこれからは、やっぱり少子高齢化というふうな、お年寄りの方もたくさん

みえますけども、若い子たちの力をもっともっといろんなところへ活かして

いかないといけないと思いますので、そういった中で、政治やったりとかと

いうふうなものに、もっともっと興味を持ってもらって、もっと参画をして

いっていただきたいなと思いますので、そういった教育をしていっていただ

くように、よろしくお願いします。 

それと選挙権の話になりますけども、ここはないですけども、18歳237人、
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19歳220人、20歳になる方が234名、そういった方に対する啓発というふうな

中で、文章で案内をしたりというふうななんかがありますけども、そういっ

たところの家族、親御さんもひっくるめてのセミナーというか、講習ってい

うかね、そういったものもしていただけると、今後もっともっと興味が湧い

てくれるんかなと思いますけども、そういった動きをしようかなという考え

方はあるかどうか、お聞かせください。お願いします。 

○議長（辻井 成人） 西岡議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 選挙管理委員会の皆さん方とも相談しながらですね、

この啓発事業というのは、今回の参議院選挙はちょっと間に合いませんけれ

ども、通常の衆議院選挙、あるいは身近な町議会、あるいは町長選挙、それ

らをとらまえた中でですね、やはり若い人たちに、これから選挙の意義とか

ですね、若い人たちがこれからこの世の中をどう見ていくのか、どう動かし

ていくのか、そういった社会情勢も含めてですね、やはりいろんな方法で、

政治に関心を持っていただく、そういう取り組みというのは必要ではないか

なと、そのように思いますので、先ほども申し上げましたように、中学生の

部分は教育委員会等々での相談しながらやりますが、一般向けのいわゆる高

校生あるいは20歳の選挙権を有する方々に対する部分の啓発ということにつ

いては、改めてですね、どんな方法があるのか、専門家のご意見等も賜りな

がらですね、１回、考えていきたいと、そのように思いますので、よろしく

お願い申し上げたいと思います。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

西岡議員、再質問はございませんか。 

○２番（西岡 厚） ありがとうございました。ちょっとまた話は重複する

のかわかんないですけど、若い世代の方にもっともっと積極的に、政治や行

政というふうなところにも、いろいろお話をしてもらって、力になってもら

わないといけないと思いますので、そういうふうな力が入ることによって、

より魅力的な明和町のまちづくりができるんじゃないかと思いますので、若
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い世代の方たちに、もっともっと政治に関心を持ってもらえるような明和町

になっていただいて、そのＰＲをしっかりしていただくようにお願いして、

私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（辻井 成人） 以上で、西岡厚議員の一般質問を終わります。 

 

８番    江   京 子  議員 

 

○議長（辻井 成人） ３番通告者は、江京子議員であります。 

質問項目は「熊本地震から学ぶ、明和町の防災、減災対策」の１点であり

ます。江京子議員の登壇願います。 

○８番（江 京子） よろしくお願いします。議長より登壇の許可をいただ

きましたので、質問をさせていただきます。熊本地震から学ぶ明和町の防災、

減災対策の１点でお願いいたします。質問に入る前に、４月14日、熊本を中

心に発生した地震により多くの方々が被災されました。この地震により亡く

なられた方々のご冥福をお祈り申し上げるとともに、１日でも早い復興と安

心が取り戻せることをお祈りいたします。 

さて、今回の熊本地震では、今まで体験したことのないような、４月14日

の地震発生から、震度１以上の地震の回数が1,500回超の状態が未だに続い

ています。一連の地震による死者は49名、行方不明者１人、関連死疑いは20

名に達しました。余震が続く中、テントや車中での避難生活で、エコノミー

症候群や感染症が多発しているようです。 

今回の地震では、最初の14日の地震の後、家に戻られて亡くなった方が多

くみえました。まさかはじめの地震より大きな余震が来るとは、専門家でも

予測できなかったんだと思います。その証拠に本震を16日の発生にした地震

に訂正しました。その死者の数は、死者全体49名中12名、４分の１にあたり

ました。もし初めの地震の後に、同じクラスの地震発生の予測報道があれば、

２回目におそった地震で亡くなる方は、もっと少なくてすんだのではないか
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と悔やまれてなりません。 

さて、明和町でも東日本大震災以降、三重大の川口准教授を中心に、特に

自助、共助の大切さを、防災・減災につなげるための取り組みを進めている

ところだと思います。ですが、私は防災・減災にはもっと公助の部分での取

り組むべきことがあるのではないかと思います。 

今回の地震に町長は何を思い、考えられたのか、お尋ねします。 

○議長（辻井 成人） 江議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 江議員のほうから、今回の熊本地震から何を学ぶの

かという、明和町の問題点とか課題、そういったものをというご質問に出会

ったように受け止めました。 

今回の熊本地震の特徴は、先ほどお話がありましたように、14日の日にマ

グニチュード6.5の、これは最初本震とテレビ等でも報道されましたが、そ

の次に16日の未明に、またマグニチュード7.3の今度、これが本震で、14日

のやつが前震というふうな、そういう２度の震度７の地震が起こったという、

それこそ想定外の揺れであったということを、これは過去に例のない地震で

あるというふうに受け止めていかなければならないのかなと、そのように考

えているところです。 

この新しい課題として、震度７の揺れが、２回も起きたということであり

ます。建物の実は最低基準であるという、こういう表現でありますけれども、

これの耐震基準は１回目の地震に、実はどれぐらい耐えられるか。そういっ

た基準で実はあります。例えば震度５クラスの地震であればですね、小破、

中破程度ですみます。 

従いまして、今度修理をすればですね、今後、修理をすればまた使えると

いうような状況でありますけれども、今回の場合は２回目の震度７、これの

地震でですね、大破あるいは倒壊してしまった家屋が、ほとんどであります。 

現実には、今までの地震の例で、あまり見なかった例でありまして、国の

耐震基準、これらをですね、見直しする必要が生じてきたのではないか。国
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のほうも課題として残ったのではないかと、そのように感じているところで

す。 

ご案内のように、21年前の阪神淡路大震災のあの時の神戸の市街地と益城

町のいろいろな状況、よく似た状況であったのではないかなと、そのように

感じているところでありまして、益城町の批判をするわけではありませんけ

れども、あの阪神淡路大震災の直下型地震、これらの地震に対する対応、こ

れらを個々の耐震化意識、どこまでお持ちであったのかなというようなこと

で、とにかくその地震対策があまり意識されなかったのではないかなと、そ

んなふうに思われて仕方がない、今回の熊本の地震であったように思います。 

あの熊本県というと、実は過去に何度も水害がたくさん起こった地域であ

るというふうに聞かされております。そういった意味で水害という部分の災

害には、いろいろな対策を講じてきたというふうな思いでありますが、地震

に対する対応、対策が進んでいなかったというのが、浮き彫りになったので

はないかなと、そういうふうな思いであります。 

ただ、我々がこれからこの熊本地震から学ばなくてはなりません。大きな

地震、阪神淡路大震災、それから東日本大震災、そして熊本の大震災、そし

て我々が一番危惧するのが、南海トラフの地震であります。熊本で起きた地

震というのは、いわば局所で起きた地震でもあります。阪神淡路大震災とよ

く似たところでありまして、実は助けてくださいといえば、回りからですね、

直ぐに救援の応援の手が届きますが、明和町で想定される南海トラフの地震、

これはですね、１都13県にわたる範囲が東日本よりか広がる広域的な地震で

あります。 

従いまして、助けを求めても直ぐに応じていただけるかどうか。これは可

能性はあまり期待が持てないのではないかと、そのように思います。従いま

して、ある程度、明和町だけで生き延びられることができる方策、これをも

う一度ですね、新たに見直していかなければならない、そのように思うとこ

ろです。今回の熊本地震からですね、改めて考えさせられるのは、地震対策、
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特に昭和56年の旧耐震の木造、これらの家屋の倒壊が多かったようにも思い

ます。 

それらの地震対策、耐震対策、これらの強化と、それから地震後の復旧、

復興に向けた取り組み、先ほどいいました明和町だけで、生き延びられる対

策、これらの必要性を改めて感じたところであります。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

江議員、再質問はございませんか。 

○８番（江 京子） 町長もおっしゃられたように、熊本の地震は本当に予

想していなかったというのに至ると思います。平成23年度に熊本県の断層、

活断層の状況という資料がありますが、この時の関係者の話では、30年以内

にこの熊本の地域に起こる地震の確率は０％から６％というような確率とい

うふうに出ていたので、本当に熊本の方々には、そういう地震に対しての教

育もさほどされていなかったんじゃないかと思います。 

ただ、明和町においてはもう南海トラフが何十年後に起こるというふうに

言われている中で、確かに沿岸部の津波対策の避難タワーについては、今年

２基が着工、あとの４基が計画なされています。ですが、避難路の確保とい

うことについては、話が住民説明会の中でも、あまりないように思います。

ある海岸べりではない住民の方は、津波の関係しないところは、自助、共助

の話ばかり、説明ばかりで何もしてくれへんやないかというようなお話を言

われています。 

熊本地震では、建物の倒壊が昭和50年以降に建てられた住宅でも、多く被

害にあいました。大丈夫だと思っていた我が家が倒壊した住民のショックは、

計り知れないと思います。お尋ねします。今、明和町の耐震診断の無料診断

は、昭和56年５月31日以前に建築された木造住宅に限られていますが、今回

の地震を受け、もっと無料診断の幅を見直す考えはないか、お答えください、

お願いします。 

○議長（辻井 成人） 江議員の再質問に対する答弁、町長。 
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○町長（中井 幸充） 建物の耐震診断の見直しということにつきましては、

一応防災企画課長のほうから、答弁をさせていただきます。 

○議長（辻井 成人） 防災企画課長。 

○防災企画課長（中谷 英樹） 失礼します。建物の耐震診断の耐震物件に

つきましては、三重県の建築物耐震改修促進計画、こういった計画がござい

まして、それに沿って進められております。補助対象を昭和56年５月31日以

前の木造住宅と定められておりまして、実は昨年度、平成27年度でございま

すが、計画が見直される機会がございました。 

しかし、県内のいずれの市町におきましても、昭和56年以前の木造住宅の

耐震化が進んでいないということで、県の見直しは見送られた結果となって

おります。明和町におきましても、同じでございまして、県内市町と同様に

昭和56年以前建築の耐震性のない木造住宅が、現在、23％を占めております。

まずは旧耐震基準の住宅を優先して進めていきたいということを、県と県内

の市町と同様の足並みを揃えまして、進めているという状況でございます。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

 

 

○議長（辻井 成人）  江議員、誠にすいませんが、皆さんにちょっとお諮

りをしたいことがございます。 

 昼食のため、暫時休憩いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

           （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（辻井 成人）  異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 お昼は１時からということで、よろしくお願いいたします。 

                        （午前  11時  50分） 
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○議長（辻井 成人）  休憩を解きまして、休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

                        （午後  １時  00分） 

 

 

○議長（辻井 成人）  江議員の質問に対する答弁が、防災企画課長からご

ざいましたので、江議員。再質問ございませんか。 

○８番（江 京子） 課長のほうから、私が尋ねた耐震診断、無料診断を平

成56年５月31日以降の建物への見直しという答えに対して、昭和56年以前に

建てられた建物の耐震化率が、まだまだだということで、見直しも見送られ

てしまったというお話でした。とても残念だと思います。 

というのは、昭和56年５月31日以前に建てられた建物に住んでみえる方々

は、どういう方々というのを一度調べてもらいたいと思います。ほとんどが

親世代で、子どもの家は別に建てて、今、住んでいる古い建物は、私たち老

夫婦、親世代がいなくなったら、住む人がいないという建物が結構多いと思

います。そういうふうに思ったら、耐震の工事に100万円、200万円平均でか

かると言われるお金を出すかといったら、なかなか難しいものがあると思い

ます。 

この間、６月８日に下御糸地区で行われた防災懇談会で、熊本地震の報告

を川口先生からいただきました。築３年目の住宅が倒れたというのが、特別

といたしましても、平成12年に大幅に見直された建築基準法改正の以前の住

宅への耐震診断への一部助成だけでも、明和町として考えてもらえないか。

一度お答えください。 

○議長（辻井 成人） 江議員の再質問に対する答弁、防災企画課長。 

○防災企画課長（中谷 英樹） 失礼します。先ほどの答弁の中でですね、

旧耐震基準、昭和56年５月31日以前の木造住宅については、昨年の三重県の

見直しの際にですね、まだまだ旧耐震化基準に基づく木造住宅が多いという
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市町の意見が取り上げられて、今回、見送りになったわけでございます。 

この無料診断につきましては、当然、国からも１棟あたりですね、４万

6,320円かかるわけなんですが、ただではございません。国から２万3,160円、

県と町が１万1,580円ずつお支払いをして、その診断を受けていただくこと

になります。１つの基準というのが、やはり必要でございまして、江議員お

っしゃられますとおり、熊本地震の中でも築３年の木造住宅が倒壊したとい

ったこともございましたが、これは本当に観測史上、類のない震度７が２回

きたといった地震でございましたので、新しい建物も倒壊したものが多かっ

たという報告は受けております。 

ただ、明和町にも依然としてですね、23％の旧耐震基準に基づく木造住宅

がございます。その属性と申しますか、親世代から受け継いだ木造の住宅で

あってもですね、そこにお住まいになっておるんが、これ現実のことでござ

いますので、やはり町といたしましても、旧耐震基準と線引きが引かれてい

る以上は、なかなか独自の考えで、単費を持ってですね、新しい家の診断ま

で、踏み込むというのは、今の現時点ではですね、なかなか難しいことでは

ないかと考えておりますので、その点はご理解いただきたいというふうに思

います。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

江議員、再質問はございませんか。 

○８番（江 京子） わかりました。なかなか難しいというお話でしたので、

また、ちょっと考えさせてもらいます。まずは自分の住んでいる家を知るこ

とが大切だと思います。かなりの高額ではありますが、また、将来一部助成

も考えてほしいと思いますので、お願いします。 

自分の家を知るということは、自分自身の体を知るための特定健診にも似

ていると思います。きちんとすることで、次の一歩が踏み出せるのではない

かと思います。軽症の治療は安価で済みますが、重症の治療には、とてもお

金がかかると思いますので、まず地震で家の中で命を守ることが基本と考え
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ております。 

それに絡みまして、次に昨年の３月の定例会の質問で、住宅シェルターに

ついて質問しました。あの時の課長のお答えは、シェルターはそれだけの工

事以外にも、基礎の工事が必要となるため、補助の対象としないというお答

えだったと思います。しかし、今回の熊本地震以降、すでに近隣でシェルタ

ーの補助をしている市町では、多くの問い合わせがあったと聞いています。 

補助をどのように選ぶかは、住民の側にあります。今後、シェルター補助

の考えられないか、是非ともお聞かせください。 

次に、５月に出された議会だよりのＱ＆Ａでも、なおかつシェルターの補

助への答えが対象以外となっていましたのが、がっかりしました。３月の町

長の答弁でも検討するとのお話で、それを聞いていましたが、住民を主体に

した検討だったのか疑問です。 

さっきもお話しましたように、56年以前の建物に住んでいる方は、結構、

高齢な方が多いということで、このシェルター１つ30万から50万という、結

構、安価でありますし、だんだん開発も進んでいまして、基礎工事なしでも

１、２時間で工事が済むようなことも情報に出ています。今後シェルターに

ついて、もっともっと考えていただいて、補助の対象にしてほしいと思いま

すが、その点お答えください。 

○議長（辻井 成人） 江議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） シェルターの話が出てきておりますが、寝室で命を

守る、それがシェルターは有効ではあるが、全てではないということを、ま

ずご認識をいただきたいなと、そのように思います。これは、先日のある新

聞の記事でございますが、確かに寝室でシェルターをつくって、耐震をやる

ことについては、それはそれで有効ですけれども、これは専門家の意見です

けれども、命を守るのにシェルターは有効ではあるけれど、古い住宅に住ん

でいる人は、まずやはり先ほど来、お話がありましたように、耐震診断をき

ちっと受けていただいて、そして自分の家がどういう状態なのかということ
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を、はっきりつかんでいただいて、その上で、いわゆる対策をですね、例え

ば耐震工事にお金がかかる。かかるから、じゃあ少なくとも家が倒れないと、

だったらシェルターにしようかとかいう、そういう選択をいろいろやっても

らわなければなりません。 

ですから、シェルター、イコール命を守る、それが全てというふうな理解

ではないということだけはですね、ご理解いただきたいなと、そのように思

います。いろいろなシェルターの検討をしたのかということについては、担

当課長のほうから答弁をさせていただきます。 

○議長（辻井 成人） 防災企画課長。 

○防災企画課長（中谷 英樹） 失礼します。昨年３月の定例会の中でも、

シェルターについてのご質問いただいたところでございます。その時にちょ

っと私の言葉足らずで、全てお話できなかったかもわかりませんが、どのよ

うな検討をしたのかということで、ご質問をいただきましたので、かい摘ん

でお答えをさせていただきたいというふうに考えます。 

まず、耐震シェルター制度を設けておりますのは、県内29市町のうちで16

市町でございます。それと、三重県がシェルターの補助を始めましたのが、

平成21年度からでございます。27年度までの７年間で、市町で行った補助の

実績は、31件でございます。住宅シェルターの補助要件につきましては、先

ほどの耐震診断の要件に加えましてですね、判定が0.7未満と判定された住

宅で、１世帯１箇所になります。また、助成対象者は65歳以上の高齢者のみ

の世帯か、身体障害者手帳１級から３級まで、要介護認定３以上、あるいは

療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級を所持している方が同居する世帯

というふうなことになります。非常に幅がだんだん狭くなってまいります。 

それと、明和町ではシェルターの補助制度は設けておりませんが、簡易耐

震補強工事補助といったものを、明和町は設けております。これにつきまし

ては、30万円の補助をさせていただいております。本来なら耐震診断をして

いただいて、評点が0.7以下と判定された住宅につきましては、評点を1.0以
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上にあげていただく補強工事をすることで、最大耐震の補助金としてですね、

121万1,000円の補助が受けることができるわけなんですが、そこまでのこと

はできないと。0.7以下のものを、0.7以上にあげていただいて、1.0までに

とどめるという簡易補強という制度がございます。明和町ではこの制度を活

用していただきたいと考えているところでございます。 

これに対しまして、先ほど町長も新聞記事からですね、いろいろご説明い

ただいたわけでございますが、耐震シェルターの場合は、木造住宅の耐震補

強のあくまでも代替措置でございます。地震に襲われて住宅自体が倒壊して

も、シェルター部分だけは安全な空間ができて、命を守ることができる。そ

ういったことを目的としたものでございまして、熊本地震でも倒壊した家屋

から、いろいろな何人も助け出されておりますが、自力ではなかなかどうの

こうのという部分ではござません。 

それとですね、もう１点、補助対象となる耐震シェルターが、三重県の中

で13種類定められております。部屋に置くタイプ、先ほどご紹介いただきま

した部屋に置くタイプのベッド型シェルターでは、だいたい25万円から55万

円ぐらいの幅がございます。１部屋を覆う安全ボックスタイプというのがご

ざいまして、これでいきますと４畳半が約105万円、６畳で137万円、８畳で

160万円、これ消費税は抜いておりますんで、それ以上かかってくるという

ことになります。 

こういったことからですね、価格帯からみても、相当な部分がかかります。

先ほどご紹介いただきました簡易耐震補強といった部分であれば、同程度の

額でもですね、さほど変わらない形で、ばたっとは変わらない簡易補強がで

きるわけでございますので、町といたしましては、そういった形のまず家屋

自体を見直していただく、そういった制度を今のところ活用させていただい

ているところでございます。 

また、先ほどご紹介の中で、近隣市町の状況ということで、熊本地震以降

いろいろよその補助制度がある町では、問い合わせが多くなっておるのやと
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いうようなで、ご紹介いただきましたので、私もちょっと心配になりまして、

近隣市町ちょっと調べてみました。松阪市ではですね、平成28年度当初２件

の予算を見込んでいたそうでございます。問い合わせが７件ございまして、

補正対応していくかどうかといったことを検討されているようでございます。

また、伊勢市のほうでは５件の問い合わせがあったということでございます

が、その問い合わせの主と申しますのが、申請者自体がですね、先ほどの補

助対象以外の方たちでございましたので、補助していかないということでご

ざいます。また、多気町につきましても、１件の問い合わせがあったという

ようなことでございます。ただ、明和町はそういった制度がないということ

かもわかりませんが、そういった問い合わせについては、私どものところに

はかかってきていないということでございます。 

くどいようでございますが、耐震補強工事設置補助の場合の要件と申しま

すのは、先ほど申しました対象物件が0.7以下であれば利用できる制度で、

高齢者等の世帯だけでなく、評点が0.7以下であれば多くの方が利用できる

制度となっております。住宅の間取り、大きさにも関係いたしますけれども、

大破、倒壊を避けていただくための簡易な補強であれば、こういった制度を

ご利用いただきたいと考えているところでございます。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

江議員、再質問はございませんか。 

○８番（江 京子） よくわかりました。でも、やっぱり１つ一番大事なの

は、地震が起こった時に、家の中で死なないというのが、一番大事だと思い

ますので、また、いろいろ考えてほしいと思います。それと、やっぱり補助

は住民側が選ぶわけですので、いろんな項目がたくさんあるほうが、住民側

の方にもいいと思いますので、よろしくお願いします。 

次に、熊本地震以後、住民さんからの不安の声を、よく耳にします。阪神

淡路大震災の時は、私の年齢だった方が80歳を超えられ、自助が大事なのは

わかるけど、具体的な対策０の住民の方が、まだまだ多いのだと実感する毎
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日です。防災懇談会は論理上のお話が多く、それでは住民さんが金槌をもっ

て、行動には結びつかないと思います。 

町の思いはいかにして、皆が自分の命は自分で守る行動をとってくれるか

ということではないでしょうか。面倒であっても、共助の力をつけるために

も、一度各地区での家具の固定の体験学習をお願いします。減災のグッズも

日々進化していますので、お願いしたいと思います。その点について、そう

いうことをする予定がないか、お聞かせください。 

○議長（辻井 成人） 江議員の再質問に対する答弁、防災企画課長。 

○防災企画課長（中谷 英樹） 失礼します。住民の不安を取り除くための

対策はというようなご質問の内容であると思います。 

まず、阪神・淡路大震災以降、自助、共助、公助といった言葉が使われ始

めたわけでございます。一般的に言われますのは、その割合につきましては、

自助が７、共助が２、公助が１と言われているところでございます。いかに

自助が重要であるかが問われていることでもございます。 

東日本大震災後、５年が経過いたしまして、発災直後に比べて町民の防災

意識というのは、非常に低下したものがあるんではないかと考えておった矢

先に、４月14日熊本地震が起こったわけでございます。その中でですね、そ

の地震、南海トラフ、いろいろな想定されるリスクからですね、不安を取り

除くために、どういった対策を講じておるのやというようなことでございま

す。 

防災につきましては、あくまでも人に頼って何もしなければですね、減災

にはなかなかつながらないということでございます。とにかく少しずつでも

結構です。自分のやれることから、防災対策を講じていただく必要がござい

ます。その周知を図っていくことが必要であると考えているところでござい

ます。 

現在では、先ほどご紹介いただきました地区防災懇談会、平成24年度に設

置しましてから、長いところで５年間、継続して起こっております。非常に
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内容的には難しい話もあろうかと思いますが、やはり防災について興味を持

っていただくという一助にはなっているのかないうふうに感じております。 

また、その地区の代表者の方だけではなしにですね、老人会あるいは消防

団、いろいろな団体の方にご参加いただきながら、いろいろなお話を聞き、

いただいた意見を町の施策、指標として対策に、私どもの町の防災対策に反

映しているところでもございますし、そういったことでいただいた意見を積

み上げながら、対策を進めている。町としては進めております。 

ほかにもですね、広報めいわ、これも私ども当課の仕事でございますけど

も、この中で毎年、防災の特集記事を組まさせていただいております。大規

模災害に備えていただくよう掲載しておりまして、今年度につきましては５

月号に防災の特集を組まさせていただきました。町の中でどういった備蓄品、

どの量確保しているのかとか、どういったことをしていただく減災につなが

るのかといったことでございます。 

私どもこういった広報を通じて、町民の皆様に防災対策を推進していくと

いうのが、現在の取り組みの内容でございます。ご質問いただきました、以

前、家具の固定でいろいろ計画、私ところの計画ではございませんでしたが、

やっていただいたこともございます。それぞれの団体が、いろいろな形でで

すね、減災に向けての取り組みを進めていただいております。それはその組

織組織でいろいろ活動の仕方は違えども、その減災に向けた考えは、同じや

というふうに考えております。 

現在のところは、そういった各地区に対してですね、どういう形で家具の

固定をしなさいとか、どうのこうのという、一番大事なことではございます

けれども、これを町が率先して各地区を回るという考えではなしに、あくま

でも地域防災懇談会を通じて、いろんな意見に答える形、またいただいた意

見を施策に反映していく形、こういった形で町の防災施策を進めさせていた

だきたいと考えているところでございます。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 
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江議員、再質問はございませんか。 

○８番（江 京子） 人に頼っていては前に進まないというようなお答えで

した。以前にもＮＰＯ明和市民活動サポートセンターの主催で、体験型防災

減災対策のワークで、ガラスの飛び散り防止の体験をされた方から、思って

いたより簡単にできたので自信がつきましたというお話をいただきました。

このワークは明和市民活動サポートセンターの登録団体、防災ボランティア

プラス１が中心になって、家具の固定の方法、飛散防止のフィルム貼り、新

聞紙での簡単スリッパづくりと、自分自身で一度は全部やってみるというよ

うなワークでした。 

誰がやってみることで、次の減災の行動につながるのではないでしょうか。

大事なのは観客にならないことだと思いますが、町長はどのように思われま

すか、お答えください。 

○議長（辻井 成人） 江議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 先ほども言いましたように、そうです、江議員がお

っしゃるように、観客にならないこと。ということは自らがやはり防災の意

識をもって、自分でできることを自ら率先してやっていただく、そのことが

私は減災につながる第一歩だというふうに思っております。自分のやれるこ

とから、防災対策をやっていく、この自助の精神、これが一番大切だという

ふうに思います。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

江議員、再質問はございませんか。 

○８番（江 京子） ありがとうございました。防災行政無線でも、夜聞い

ていると、防災に対してのワンポイントというのを放送していただいている

のは、とてもありがたいと思っています。ちょっとこの防災無線なんですが、

全協でもちょっとお聞きしたんですが、私たちはじめ防災無線が取付られた

時の防災無線は、今だにしっかり入ります。 

ですが、この間、全協のほうでお答えいただいた時に、海岸べりというこ
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とで、ちょっといろんなお友達に聞いてみましたところ、やはり移動式の防

災行政無線になってから、明星でも斎宮でも入りが悪いというのを聞いてい

ます。今直ぐにとは言いませんが、一度きちんと防災無線の入りにくい地域、

どの防災無線の器具が入りにくいかというのを、また調べておいてほしいと

思いますので、要望でお願いします。 

次に、熊本地震では多くの町で災害対策本部を置くべき庁舎が被災しまし

た。明和町の庁舎は老朽化しています、大丈夫ですか。また、今、22箇所あ

る避難所は大丈夫でしょうか。多気町では見直しにより、耐震調理場などの

調査をして、以前60箇所あった避難所を18箇所に。優先開設する避難所を８

箇所に。優先開設する避難所の定員を超えた場合の開設する避難所を10箇所

に指定されたそうですが、明和町もそういった見直しはされたのか、お答え

ください。 

○議長（辻井 成人） 江議員の再質問に対する答弁、防災企画課長。 

○防災企画課長（中谷 英樹） 避難所の見直しについて、ご質問いただき

ました。今回、多気町における避難所の見直しと申しますのは、見直しの理

由と申しますのは、多気町が１次避難所として指定していた各自治会の公民

館、集会所などでございます。耐震工事がされていないということで、逆に

外さざる得なかったというのが内容でございます。 

そういった中でですね、精査して60箇所から18箇所に減らしたよという新

聞記事の内容なんです。町は、明和町はそれではどうかということでござい

ますが、明和町の場合は公設避難所25箇所ございまして、災害対策基本法の

規定に基づきます、指定避難所に指定されております。ですので、今後、私

どもの考え方の中ではですね、まだまだ公設避難所の収容人数が足らない部

分がございますので、自治会等の集会所、こういった中でですね、耐震性の

ある建物については、逆に自主運営避難所として登録をさせていただきたい

ということで、今年度いろいろ働きかけをさせていただきながら、そういっ

た避難所の数を揃えていくという取り組みをしてまいりたいと考えていると
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ころでございます。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

江議員、再質問はございませんか。 

○８番（江 京子） わかりました。ずいぶん避難所の設定の仕方が違った

ということで、新しく建てた各地区の集会所が使えるものなら、避難所を増

やしていくというようなお考えであるというのがわかりました。それはとて

も大切だと思います。やはり避難所は近場であるほど、住民さんは安心して

そこに行けるわけですので、その見直しのほうよろしくお願いいたします。 

明和町の庁舎においては、震度６弱の２度の揺れで、倒壊するというよう

な一度新聞の報道があったようなことも聞きました。大切な町の仕事をする

庁舎です。国からの建設補助は０ですけど、早期の建て替えを考えなくては

いけないと思いますが、町長は庁舎に対してどのようにお考えか、お聞かせ

ください。   

○議長（辻井 成人） 江議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 熊本の地震で、それぞれ市役所あるいは役場が使用

できなくなったというお話も聞いております。明和町の場合は、今、公共施

設の特別委員会でいろいろとご議論いただいておりますので、もう少し議論

を煮詰めた中で、対応策を考えていきたいと、そのように思っております。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

江議員、再質問はございませんか。 

○８番（江 京子） 私たち議員もしっかり受け止めて考えていかなくては

いけないことだと思いますので、よろしくお願いいたします。現在、大淀地

区と浜田、八木戸地区の避難タワーの建設が始まりました。その進捗状況と

今後の運用方法について、お聞かせください。 

○議長（辻井 成人） 江議員の再質問に対する答弁、防災企画課長。 

○防災企画課長（中谷 英樹） 現在、工事をしております避難タワーの進

捗状況と、今後の運用方法ということでございます。大淀津波避難タワー、
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浜田・八木戸津波避難タワー、いずれもですね、３月末に造成工事、請負契

約を締結いたしまして、６月末を工期として工事を実施しております。また、

建設工事につきましては、６月に入札を行いまして、年内の完成をめざして、

事業推進していきたいと考えているところでございます。 

今後の運用方法等につきましては、まだ大まかでございまして、大まかな

中で詳細には決めておりません。ですので、今後、建設の進捗度合いとあわ

せて、自治会等といろいろ協議をしてまいりたいと考えているところでござ

います。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

再質問はございませんか。 

○８番（江 京子） 住民側の方にもよくお話しをして進めていってほしい

と思いますので、よろしくお願いします。 

それから、あと４基についても、これから用地を決めていくと思います。

半径850ｍの基準も大切だと思いますが、用地を決める場合、逃げ遅れる地

区はどこなのかというのも、現実的に調査をお願いしたいと思います。 

そして、大切なのは昔からの言い伝えも、１つ土地を選ぶのに入れていっ

てほしいと思いますので、お願いいたします。 

次に、災害時のボランティアの受入対策について、お聞きします。28年度

のＮＰＯ明和市民活動サポートセンターの定例総会で、町長は役場、社会福

祉協議会、ＮＰＯ明和市民活動サポートセンターの３者が話し合いをもって、

災害時のボランティアの受入対策を検討できたらと、お話してくださいまし

た。 

熊本地震でもやはり地元の災害時に動いてくれるボランティアの大切さを

感じたところです。皆が被災する中で、それをどう動かすかは課題はたくさ

んあります。でも、３者の気持ちを共有することは、まず一歩だと思います

ので、よろしくお願いします。 

では、町長にお聞きします。今、明和市民活動サポートセンターは、町の
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中でどういう位置づけになっていると思われるか、お聞かせください。 

○議長（辻井 成人） 江議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） ボランティアの受入体制につきましては、一時的に

は明和町社会福祉協議会が窓口となりまして、現地の災害ボランティアセン

ター、これを設置することになります。そして、関係機関との相互協力によ

りまして、地域内外からのボランティアを受け入れるという、そういう体制

に相成ります。災害時に設置される災害ボランティアセンターは、まず明和

の里が基本になるというふうに思います。状況によって明和町の総合体育館

やその他中央公民館、あるいは福祉センターというような格好になろうかと

思います。 

そういう場合に、市民活動サポートセンター、これは補完的な機関として、

開設時にご支援いただけたらと、そのような思いでございますので、サポー

トセンターの皆さん方には、是非そういった災害時の場合にですね、ボラン

ティアの受入体制の中に加わっていただいて、この業務が円滑にいくようご

支援いただきたいと、そのように考えております。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

江議員、再質問はございませんか。 

○８番（江 京子） ありがとうございます。なかなかまだ未熟な市民活動

サポートセンターでありますが、とても人の出入りが多く、登録団体も増え

てきました。これからも発展的な話し合いが持てるようにお願いしたいと思

います。 

次に、液状化現象についてお聞きします。液状化現象は地震の際に、地下

水位の高い砂地盤が、振動により液状化になる現象です。これにより比重の

大きい構造物が埋もれ、倒れたり、地中の比重の小さい構造物、下水道管な

どが浮き上がったりする現象です。 

国内では1964年に発生した新潟地震による液状化で、県営河岸アパートが

大きく傾いて注目されました。東日本大震災でも、ディズニーランドのある
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埋立地域でいたるところで液状化が見られ、以前は発生する場所は、砂丘地

域や三角州、湾岸地域の埋立地などと、ほとんどとされていましたが、近年

の研究で、旧河川跡や池の跡、水田跡なども発生しやすい地質であることが

わかってきました。 

水田で囲まれている沿岸部は、以前から液状化が起こりやすいといわれて

きましたが、避難所に指定されている小学校や、イオン明和などの液状化の

調査はされたのでしょうか。また、明和町はインターネットで調べましたと

ころ、液状化が極めて危険という情報も出ていました。今後、液状化現象の

発生危険場所をとりまとめたハザードマップなどの整備のお考えはないか、

お答えください。 

○議長（辻井 成人） 江議員の再質問に対する答弁、防災企画課長。 

○防災企画課長（中谷 英樹） 失礼します。まず、液状化の調査はされて

いるかということでございます。液状化危険度の指標となる、土の固さ、土

中の固さの値を示すＰＬ値というのがございます。これにつきましては、三

重県が調査しデータ化されております。明和町のＰＬ値の分布につきまして

は、値15を超える地域がほとんどとなりますが、液状化が起こるメカニズム

につきましては、３つの要素がございます。緩い地盤、緩い砂地盤、それと

地下水の位置、大きな地震の揺れ、一般的には震度５以上の地震があるとで

すね、揺れる時間が長くなればなるほど、その液状化が起こる可能性は高く

なってまいります。 

そういった中でですね、町内の液状化を示すハザードマップ、こういった

ものをつくってはどうか、考えはないかということでございます。液状化が

起きるかどうかというのは、あるポイント、地点を決めて、震度５で30秒以

下の揺れなら大丈夫である、問題はないが、１分以上揺れてしまうと液状化

の恐れがあると、こういった推定はポイントを決めて行えば可能となるわけ

なんですが、こういったことは地盤のデータから求めることはできます。 

ただ、次に起こる地震というのは、これは震度５が来るのか、震度６が来
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るのか、７なのかというのは、誰にもわからないことでございます。ですの

で、次に来る地震の大きさがわからないのに、それを推定してそういったハ

ザードマップ、液状化のハザードマップをつくるということは、非常に難し

いと申しますか、ちょっと無理がございます。土壌の強さを表すＴＬ値を示

すということは、これは町の中で色塗りして、赤いところは危険ですよとい

うことはさせていただけると思いますので、さっそく三重県の数値のデータ

等からですね、ホームページ上で公開させていただくという手続きはさせて

いただくことはできますが、震度何を想定しての、震度いくつを想定しての

地震の場合、その地域が危険やというハザードマップについては、ちょっと

つくりかねるということでございます。 

その点についてはですね、三重県も他の市町もですね、そういったハザー

ドマップについては、たぶん公開なり何なりはしていないはずでございます

ので、そういったことはちょっとご理解いただきたいというふうに思います。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

江議員、再質問はございませんか。 

○８番（江 京子） 液状化は直接命に関わるものではありませんけど、や

はり避難する場合に、浮上したものなんかで、避難の妨げになる可能性は大

だと思いますので、またそこら辺ハザードマップなどつくっていただけるな

らいただきたいと思います。 

今回の熊本地震での液状化現象は、1.8平方キロメートルにわたると言わ

れていまして、東京ドームおよそ40個分の液状化が起こったというような報

道もされています。また、なにしろ明和町って、大きな川じゃないけど、小

さな川に囲まれたところというのは、川は移動していますので、三角州であ

ったところが多いのではないかと思いますので、その点もまた調べるところ

でいただきたいと思います。 

次に、６月11日に、三重大学であった三重県、三重大、三重防災・減災セ

ンターの研究成果発表のシンポジウムに、この間、参加してきました。当日
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は会場が満員状態でしたが、やはり熊本地震の報告では、14日に起こった地

震の後に、応急危険判定の大切さというものが言われていました。熊本の地

震では阪神・淡路大震災をはるかにしのぶ危険という判定をされたところが、

この赤いマークで記された住宅がものすごく多かったというのを、報告の中

でされていましたし、その判定する専門家がすごく少なくて、全国から集め

てもすごく大変な仕事であったというようなご報告を、三重大の方から報告

いただきました。 

たくさん興味を持つ発表ではありましたが、発表者の共通課題は、人が集

まらない、防災意識が高まらないというのが、共通な課題のような感じがし

ました。やはり明和町でやっている防災懇談会、いろんな方に集まってきて

いただいてはいますが、住民が自分で行動に移せるようなものにしてほしい

と思います。お話を聞くだけで、自分がじゃあ次をしようというのは、なか

なかできないと思います。 

それと、もう１つは先ほどから課長が言われています、明和町の補助事業、

ここに持ってきたんですが、木造住宅耐震化の流れ、ブロック塀等の除去改

修の補助、それから住宅内の家具の無料固定化というような、こんなチラシ

がネットで調べると出てきます。こういうチラシ、情報も知らない方がまだ

まだたくさんみえると思いますので、そういう懇談会の時に、懇談会って意

外に資料が何もなしでお話を聞くことが多いんですが、配っていただくとい

うのも、１つの行動に移せる資料というか、ジャンプになると思いますので、

その点、考えていただきたいと思いますのでお願いします。 

最後に、５月24日に海上保安庁が、平成18年度から９年間かかけて南海ト

ラフの15箇所の海底にＧＰＳの観測点を設置して、海底の動きを直接調べ、

どこに歪みが溜まっているか、解析を進めてきて、このほど報告がありまし

た。以前から歪みよる沈み込みが、大地震につながると聞いていました。今

後も正しい情報をつかんで、明和町の防災・減災につなげていってほしいと

思います。この南海トラフ、四国や東海沖で、特に歪みというようなことに



 79

関しては、専門家も巨大地震の揺れや津波予測の重要なデータというふうな

評価をされています。新聞やテレビでも、こういうふうな歪みの分布のデー

タが出ていました。 

まだまだ研究の余地はあると思いますが、その研究結果などもデータなど

もしっかりつかんでいただいて、明和町の防災・減災に活かしてほしいと思

いますので、よろしくお願いいたします。これで私の質問を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。 

○議長（辻井 成人）  以上で、江京子議員の一般質問を終わります。 

 

          ７番    乾  健 郎  議員 

 

○議長（辻井 成人）  ４番通告者は、乾健郎議員であります。 

 質問項目は、「明和町のいろんな環境問題について」の１点であります。 

 乾健郎議員、登壇願います。 

○７番（乾 健郎） 本日の一般質問の指名をいただきました。斎宮の乾健

郎でございます。よろしくお願いいたします。熊本地方の地震に対して大変

なことになっていますし、まだ今でも地震が続いています。本当に大変だと

思います。お見舞い申し上げます。また、お亡くなりになられた方、ご冥福

をお祈り申し上げます。 

伊勢志摩サミットが終わり、斎王まつりもさいくう平安の杜での新しい趣

向での催しも、好評に終わり、関係者の１人として嬉しく思っております。

また、これから参議院選挙がありますが、今後どのようになるのか、そして、

消費税がアベノミクス問題や社会保障問題を含めて、どのように影響するの

か行方が大変気になるところでございます。 

それでは、本題に入らさせていただきます。明和町のいろんな環境問題に

ついて、お聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

まず最初に、町行政の環境基本計画策定の目的について、推進について、
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そして、今の運用状況について、お教えください。環境基本計画に実行性の

ある計画とするため進行管理を行うにあたって、中間年度の2014年の具体的

目標を定めますと書かれています。 

そして、明和町を取り巻く環境や社会的状況の変化、科学技術の進展等を

踏まえ、必要に応じて適時、計画の見直しと修正を行い、社会経済の状況や

町民意識の変化に適用できるようにします。環境の保全及び創造に関する施

策を計画的に推進しますと書かれています。 

見直しの経緯について、変化に適用できるようについて、どのようなとこ

ろを重点に見直されたのか、お聞かせください。 

○議長（辻井 成人） 乾議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 環境基本計画の見直しについて、ご質問をいただき

ました。ご案内の明和町の環境基本計画につきましては、平成12年に国や県

において環境基本法が制定をされました。それに基づき持続可能な社会をめ

ざした環境基本計画、この策定を遅ればせながらですね、平成16年に策定を

いたしております。 

これはですね、その中身につきましては、１つは、環境は広い分野にわた

っておりまして、１つは資源エネルギー、いわゆるごみの減量、あるいはリ

サイクル、いわゆる循環型社会の形成に向けた取り組みということでござい

ます。それから、２つ目はですね、地球温暖化対策、いわゆる省エネとか、

今、盛んに行われております太陽光発電などのいわゆる地球温暖化対策、新

エネルギー対策に対する考え方、計画、そういったものが盛り込まれており

ます。 

３つ目は、自然環境、あるいは森林とか河川とか、そういった自然の生態

系を含めてのいわゆる自然環境の環境対策、こういったものがこの中に盛り

込まれております。 

もう１点は農村環境の保全ということで、明和町の場合は水田、農業、農

村地域であります。そういったものの中で、農業の保全、農村の環境保全と
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いう問題が、この中にも盛り込まれております。 

５点目としては、歴史、文化的な環境保存、そういったものも、この計画

の中にあります。また、公害防止などの、いわゆる人間生活においてですね、

健康で安心して暮らせる環境づくり、そういった点がこの計画の中に盛り込

まれておるところであります。その中で、この計画は2004年から2024年まで

の20年の１つの計画という形の中で、平成16年に計画をされたわけでありま

すが、町としましては３年ごとに実施計画を策定しながら、さまざまな環境

問題に取り組んでおるところであります。 

その中で、平成19年にはいわゆる地球温暖化対策、省エネという形の中で、

エネルギー対策についての見直しを行っております。ただ、それ以外には、

大きな環境の変化というのが見出せなかったということの中で、将来にわた

って持続的に発展していく可能性のある自然環境の保全、これは特に祓川の

環境保全という意味合いからも、そういったところに力を入れてきたところ

であります。 

今後もですね、そういった時代に即応した見直しというのを考えながら、

この環境基本計画、もう一度ちょうど10年を一応経過しているわけでありま

すので、その中で再度ですね、見直すこととしております。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

乾議員、再質問はございませんか。 

○７番（乾 健郎） ありがとうございます。やはり今、町長さんが言われ

ましたように、明和町の環境問題、環境基本計画の意識向上が、少し薄いよ

うに思います。やっぱり環境というのは幅が広い問題でもありますし、案外

なんていうんですか、気にならんとこでもあるし、すごく気になるところで

もあるように思います。そういう環境問題の教育または啓蒙、環境問題の意

識向上を、これからどのようにされていかれるのか。この環境基本計画を今

後どのように取り組んでいかれるのか、お聞かせください。 

特に明和町は、文化都市という位置づけで進んでいますので、環境問題は
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大変重要だと考えています。今現在も大淀地区の牛舎問題とか、いろいろ環

境に関わる問題も発生していますので、そういう点からもお聞かせいただけ

れば幸いでございます。 

○議長（辻井 成人） 乾議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 基本的にはですね、今年から第５次の明和町の総合

計画、これの第３章の中でですね、環境保全ということを重点的に捉えまし

て、まずは安全で人に優しい環境のまちづくりという、環境保全の推進、特

にいわゆる自然環境の保全という形で、いわゆる祓川とか、笹笛川とか、い

わゆる水質の保全、これを重点に置くこととかですね、それから、ごみ処理

と減量化という形の中で、資源の再利用、そういったところをですね、中心

にやっていきたいという、そういうことでございます。 

それから、環境美化の活動の促進という、いわゆる我々の生活の中での１

つの取り組み、不法投棄も含めての話ですが、そういったところの部分をで

すね、力を入れていく、そういう取り組みを行っていきたい。また、あわせ

て地球温暖化対策というのは、これは明和町だけの課題ではありませんけれ

ども、このように明和町太陽光発電、いろいろな形の中で、多くの場所でで

すね、太陽光発電、住民の方が取り入れていただいております。先ほどご指

摘いただきました牛舎の問題もですね、場合によってはそういった方向にと

いうようなこともですね、これからの課題ではありますけれども、検討がな

されるんではないかと、そのような期待も持っておるところでございます。 

いずれにしましてもですね、環境といえば非常に分野が広うございます。

それぞれの個々の分野において、具体的にどう進めていくかは、各課でです

ね、それぞれ英知を絞りながら、対応策を今後も考えていきたいと、そのよ

うに思っております。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

乾議員、再質問はございませんか。 

○７番（乾 健郎） ありがとうございます。本当に大事なことですので、
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よろしくお願いしますし、町のホームページにも環境白書、公表していただ

いています。その環境基本条例の中にもですね、第９条に町長は環境の状況

並びに環境の保全及び創造に関して講じた施策の実施状況を、毎年公表しな

ければならないと書いてもろてあります。 

そして、10条には環境保全上の支障を防止するため関連する上位法及び基

本条例に基づき必要な規制措置等を講じるものとすると書いてもろてありま

すので、やはり環境と言われました、第５次計画で書いてもろてあるのは、

よくわかりますけど、町民の皆様により知らせていただくためにも、ホーム

ページ等の更新をなるべく多くしていただいて、皆さんに周知をしていただ

ければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

また、今の牛舎問題についてもですね、やはり必要な数値等もあげてです

ね、措置を講じていただくべきところもあるんじゃないかと思いますので、

その点は方向性はどうなるのか、教えていただきたいと思いまして、また、

なんていうんですか、今、基本方針をいろいろお教えいただきましたけど、

もう少し具体的な施策も、これに盛り込んでいただくほうが、よりわかりや

すいんじゃないかと思いますが、例えば緑地計画をこういう条例に入れると

か、そういう問題のお考えを教えてください。 

○議長（辻井 成人） 乾議員の再質問に対する答弁、町長、どうですか。 

○町長（中井 幸充） 緑地計画というのは、斎宮跡に関してということで。 

○７番（乾 健郎） 全体的にこういう項目を入れていただくのがいいんじ

ゃないかと思いますので、こういう意味。 

○町長（中井 幸充） 25％という数字につきましては、例えば開発の部分

につきましてはですね、都市計画法に基づいて緑地を、それだけ確保しなけ

ればならないとか、そういう決めが別途ございます。 

ただ、環境基本計画の中でですね、緑地の保全とか、そういったことはう

たうことは可能でありますけども、それぞれの中でですね、どれだけという

のは各法律の下にですね、ある一定その制度が設けられておりますので、そ
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れを準拠するような格好になろうかと、そのように思います。先ほど言われ

ました斎宮跡に関してもですね、これは植栽計画が一応、公有化の中で建て

られておるわけでありますので、それらに基づいて緑化を図っていくという、

これがすなわち環境になんていうんですか資するというふうに思いますので、

先ほども申し上げましたように、個々のそれぞれの担当部署なり、あるいは

それぞれの事情の中でですね、そういったものを念頭に置きながら、そうい

うなんていうんですか、環境ということをベースに置いてですね、やってい

くということは必要だというふうに思いますが、ただ、おっしゃるようにで

すね、ここをこんなふうに数値化して、目標これだけ、どうのこうのという

のはですね、多少ちょっと検討をしてみないとですね、はいわかりました、

そうしますということにはならない部分も、多々あるように思いますので、

そこら辺のところにつきましてはですね、少しばかり検討をさせていただか

ないといけないのかなと、そのように思っております。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

乾議員、再質問はございませんか。 

○７番（乾 健郎） ありがとうございます。そういうご検討と、町のホー

ムページのほうもよろしくお願いいたします。 

それでは、教育環境の安全・安心な、教育環境の構築に取り組みついて、

お聞かせいただきたいと思います。学校施設の耐震対策の推進、防災機能強

化の推進、学校施設の老朽化対策の推進の件なんですが、学校施設は児童生

徒などの学習、生活の場であるとともに、災害時には応急避難場所ともなる

ことから、安全性の確保は極めて重要です。文部科学省では、学校施設の耐

震化の推進を、最重要課題として、できるだけ早い時期に耐震化を完了させ

ることが、天井材等の非構造部材の耐震化を推進するという目標をあげてい

ます。 

中学校では建設に向けて、明和中学校は進んでおる今の状況でございます。

東日本大震災では多くの学校施設が、応急避難場所として使用され、地域住
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民の避難に大きく貢献しました。学校施設は子どもたちや地域住民の応急避

難場所として利用され、地域防災計画の元となる防災基本計画において、教

育委員会と、防災担当部局が十分に連携をし、学校施設に求められる施設、

整備等を明確にしていく必要があります。 

防災タワーも大事かと思いますが、そこでの避難生活は難しいのではない

かと思います。その中で、明和中学校施設は校舎等も老朽化して、これから

建設にあたっていただくわけですけど、子どもたちの安全確保は勿論のこと、

地域の応急避難場所となり、防災機能強化の観点からも、防災的施設を考え

た校舎をどのように考えてみえるのか、お聞かせください。 

○議長（辻井 成人） 乾議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 明和町の各小学校につきましては、平成９年からで

すね、10年、15年、16年と、各小学校いわゆる耐震化工事をですね、一応全

部済んでおります。 

従いまして、今、言われておりますＩＳ値は全て満たしておりますので、

耐震化工事は済んでいるという形になっております。ただご指摘いただきま

したように、これからですね、整備をしていく公共施設については、おっし

ゃるようにですね、避難所あるいはそういったものに、なんていうんですか、

提供していかなければならないということでありますので、当然防災対策を

十分念頭においてですね、整備をしていくことに相成ろうと、そのように思

います。 

今、計画をされております中学校、一応あの中学校におきましても、平成

９年に、一応耐震工事は行っておりますが、今度、老朽化という視点の中で、

地震には大丈夫ですけども、老朽化という観点の中で、改築の計画をご論議

いただいているところでありますが、これらについてもですね、防災上ある

いは当然のことですが、避難所ということも念頭におきながらですね、整備

を一応考えていかなければならないと、そのように思っております。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 
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乾議員、再質問はございませんか。 

○７番（乾 健郎） ありがとうございます。本当に中学校が一番、明和町

の場合、防災にしろ、何にしろ、中心的な施設になると思いますので、そう

いう多面的な機能を持たせた形で、計画を進めていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

それと、小学校なんかで天井材等の非行構造部材の耐震化が、どこまで進

んでいるのかを、ちょっと教えてください。  

○議長（辻井 成人） 乾議員の再質問に対する答弁、教育総務課長。 

○教育総務課長（西口 竜嘉） 体育館の天井材につきましてはですね、未

整備のところを申し上げますと、大淀小学校、上御糸小学校、それから下御

糸小学校、明星小学校でございます。ほかの小学校については整備は済んで

おります。現状は以上でございます。教室は特に天井材の部分については、

耐震の工事の時にも、補強の時にもしていますので、校舎のほうは問題ない

と思います。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

乾議員、再質問はございませんか。 

○７番（乾 健郎） ありがとうございます。引き続き耐震化を進めていた

だきますよう、よろしくお願いいたします。それでは、学校安全について、

通学路の安全について、お聞かせください。昨今、登下校中の子どもが巻き

込まれる交通事故や学校内外における子どもの安全を脅かす事件が発生する

など、学校における子どもの安全の確保が、喫緊の課題となっています。 

国では、総合的かつ効果的な学校安全に関する取り組みの推進、文部科学

省では、子どもの安全を守る環境の整備等、学校安全の充実に総合的に取り

組んでいます。国土交通省、文部科学省及び警察庁が連帯して、平成24年、

25年、26年度に引き続き、今年度も国土交通省、文部科学省及び警察庁が連

帯し、通学路の交通安全確保の一環として、学校、道路管理者、警察、保護

者等の関係者が参画して、合同点検を実施しましたと書かれています。 
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地域レベルの関係機関による連携体制の整備として、各地域における通学

路の安全確保に関し、教育委員会、道路管理者、警察等の関係機関や保護者、

地域住民を交えて、連帯整備すること、緊急合同点検の実施として、こうし

た連帯体制の下、通学路の緊急合同点検を実施するとともに、点検結果を受

けて、関係機関が連帯して、対策を検討することと書かれています。 

明和町斎宮小学校の東野地区の生徒は、自転車通学を勝見集会所までして

います。その中で町道明和中央線を横断して、通学しなければなりません。

今の中央線はサニー道路と接続して、大変な交通量です。その信号もない交

差点を、小学校１年生、６歳から７歳の子どもが１人で横断することを、ど

のように思ってみえますか。 

通学路の安全をどのように考えてみえるのか。町長、教育長、教育委員会

のお考えをお聞かせください。 

○議長（辻井 成人） 乾議員の再質問に対する答弁、教育長。 

○教育長（西岡 惠三） 一人でという中身もあると思いますが、朝の通学

時点には、通学団で６年生が先頭で、指導しながら通学しているという状況

もあります。この東野平尾地区の斎宮小学校の子どもたちは、40年前から自

転車通学を続けておるんです。その間に、私も校長時代がありましたので、

どういう方法が一番安全かという中身も検討させていただいたことがありま

した。 

保護者の皆さん等も話をする中で、一番心配だと言われる方は、入学時の

時に、１年生の母親が、子どもが小さいので心配やわという声は聞かせてい

ただいております。ただ、それじゃ６年生の子がしっかりとみてもらって、

通学していく様子を見てくださいというふうな話をさせてもらったりするわ

けで、その後、どういうふうな形をとれという形は、私のほうでもきており

ませんでした。 

あそこの道路を横断して、自転車で通学しているということ自身が、問題

が１つあります。信号がある、ないに関わらず、そのことで一度自治会長さ
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んが、斎宮の自治会長会議の中で、それをどう思うんやという話になって、

教育委員会としては、一番近い学校へ行ってもらった、ことは住民の方やと

か、保護者の方がいえば校区の編成はいくらもできますというような形で、

話はさせてもらっていたんですが、その後の話の進展はございませんでした。 

この通学について、いろんな形で検討していかなければならないだろうな

と思っています。あそこのところに信号があったら安全かいうんやなくて、

それだけの自転車通学をしていくことの問題点、根本的な問題をやはり解決

していかないかんのではないかと、私自身は思います。 

本当に地域の人やとか、保護者の皆さんと十分に話し合いをしていく。そ

ういうなげ方は校長にもしてありますし、そういうことを地区懇の中でも言

ってほしいという中身で進めているんですけれども、40年来、こういう状況

が今あるということの事実として、受け止めなければならないだろうと思っ

ています。 

通学路における点検の取り組みの中でも、随分とその問題で、信号機につ

いては教育委員会、それから、合同点検の中でも、町長にお願いして、通学

路の第１部の希望として、信号機をつけてもらうということは、議員おっし

ゃるように、10年ぐらい前からですね、もう常に一番の要望事項としてあげ

ているんですけども、一向にそれができないというのは、これはこちらがや

るわけではないので、やっぱり公安委員会がそれを良しとしなければできな

いわけですから、なぜかという原因もあると思います。 

それと、それではなくて、やはりあの交差点をカラー舗装を少しさしても

ろて、安全に気をつけてもらうような手立てやとか、そういうことは我々と

してはしていく最大限の努力はしていくということに、今なっているところ

です。 

根本的にどう考えていくかというのは、これから我々発信をしていきたい。

いろんな方法があると思うんです。通学方法については、あると思いますの

で、また、そういうことを発信していきたいなというふうに思っています。
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以上です。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

乾議員、再質問はございませんか。 

○７番（乾 健郎） 今、教育長さんのご意見を聞かさせていただきまして、

40年放っておいてある。これはいかがなもんかと思います。斎宮自治会連合

会でも、10年以上前から信号機の設置を要望していただいていますし、最近

は斎宮地区の第１要望として、書いていただいてあることは承知していただ

いてあると思います。 

そして、今、特に朝の通学自体、６年生が１年生を誘導して通学している

と言われましたけど、教育長、現状をご存知ですか。父兄の方が何人あそこ

で、毎日ね、誘導をしてみえるか。そのことを考えていただいて、今のまま

でよろしいか。もう一度ご返事ください。 

○議長（辻井 成人） 乾議員の再質問に対する答弁、教育長。 

○教育長（西岡 惠三） 大変お世話かけていると思います。それは事実だ

と思います。だから、いろんな場所でこの県道を横断する時にも、平尾東野

の方だけじゃなくて、明星でも毎日、通学団についていただいている。上御

糸でもいろいろあるんで、その辺は頭が下がる思いをしております。40年間、

放っといたんだという中身ではないわけで、いろんな形で話をしているんで、

要望には応えていくつもりでおります。 

信号機が付かないというのは、我々が信号機を付けてないという意味では

ないんで、いわゆる信号機は公安委員会が付けるので、公安委員会に毎年、

町長が一番で申請しています。何としても付けよという中ですけども、あの

土地、交差点では信号機は無理ですというふうな言い方をされているように

聞いております。 

だから、抜本的に通学方法を変えなければならない。じゃああの平尾が一

番近いところは、明星小学校です。明星小学校のほうへ校区の編成変えをし

なければならない。それは地域住民の方々と、やはり保護者の方とも相談し
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ながらしていかんとあかんように思います。 

私一度斎宮の時に検討したことがあります。それも提案させてもらいまし

た。スクールバスは無理としても、コミュニティーバスが明星駅へ通学バス

として行っています。平尾を通ります。今も通っていまして、明星駅まで行

くんです。そこから、電車で斎宮駅へ、斎宮駅から乗って行ける方法もあり

ますよ。じゃあ帰りどうするんや、帰りは明星駅まで電車で来て、そこから

コミュニティーバスへ乗れるかというと、時間帯が大変。といいますのは、

低学年、高学年の下校時間が違ってきますので、電車はあるとしても、そこ

からの道がないというのが１つネックになって、ちょっと中断されたことな

んやけど、自転車通学で子どもたちが、これまでも安全安心で、親御さんも

十分注意をされながら来ていたところに、子どもたちの自転車の乗り方等に

ついても、随分と気をつけることについての認識は持っております、子ども

たちにとっては。 

それに乗っかっていって、今まで放置していたのかというご指摘がござい

ましたけれども、やはり、それはやはり一度、こういう問題が議会でも出て

きましたので、平尾、東野の保護者や、それから、地区の方と具体的にどう

すればいいんかと。これ信号機の問題だけと違うんですね。校区やで、例え

ば乾さんは放っておいたんか、何とかせんかということであれば、校区の編

成変えを、これから考えやないかんということも視野に入れながら、検討し

ていきたいというふうに思っています。以上です。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

乾議員、再質問はございませんか。 

○７番（乾 健郎） 今も教育長が言われましたように、信号機を第一候補

として、要望していただいておるとおっしゃいました。その点については、

町長どうなんですか。今までこの問題を、私が質問させていただいてから、

もう３年ぐらいは経つんじゃないかと思いますね。その間に、３基は最低で

も町内で信号はついておると思いますし、今年も信号機の設置が別のところ
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で、計画をされてみえます。そういう状態で、今の教育長の発言と整合性っ

ていうんですか、その辺を教えてください。 

○議長（辻井 成人） 乾議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 毎年ですね、明和町の場合は全町自治会長会議、そ

して、各地区での自治会長さんとの懇談会、これにはですね、単なる信号機

の設置だけではなしにですね、いわゆる県道、国道、町道も含めてですが、

危ない箇所、通学路の改善、スピードを緩めよとかですね、ここを一旦停車

にせえとか、そういうようないろんな要望を、実はいただきます。 

それをですね、まとめて毎年ですね、松阪警察署の署長宛てにですね、要

望書を出させていただいております。特にここの平尾の中央線の部分につい

ても、どうぞよろしくという形で、一番に挙げて要望をさせていただいてお

ります。ただですね、県下の信号機の設置の枠取りですね、これが毎年毎年

減ってきているそうであります。 

松阪管内に、いわゆる松阪警察署管内に配分される信号機の数がですね、

１箇所か、多くて２箇所、そういうような状況であることを、まずはご理解

くださいということで、署長さんはいつもおっしゃられます。そして、松阪

警察署の１つの考え方としては、やはり通行量とか、いろんな状況を考えて、

わかりますが、わかりますがという形の中で、やはり一つ必要なのは、交差

点の改良等々も必要ですねという形の中で、今の状況の中では信号機の設置

は、逆にいわゆるこれは車社会の１つの考え方だろうと思うんですが、信号

機を付けることによって、さらに渋滞が起こると、さらに危険性が増すとい

うようなことも、公式にはおっしゃいませんけれども、どうなのかなという

ような言葉もですね、聞かさせていただきました。 

ただ、我々としての１つのやらなくてはならないのは、要望を出されてい

るところの、これは以前にも申し上げましたけれども、交差点の改良をやら

ないと信号機がつかないというのが、まず私の念頭にありますので、そのこ

とを含めて土地の所有者の方々にもですね、これ協力をいただかないとでき
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ない話でありますので、そういった方向でですね、信号機の設置の要望を、

あわせて交差点改良、これを同時並行で進めていくことにしていかないとで

すね、皆さんの要望に応えられないというのが、今の現実でございますので、

要望としては毎年一番で、要望として松阪警察のほうにさせていただいてお

りますが、なかなか予算も付かないという、そういう返答の中で、我々とし

てもちょっと、なんていうんですか、頭の痛い問題として捉えておるところ

でございます。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

乾議員、再質問はございませんか。 

○７番（乾 健郎） 今まで全然町内に信号機が付いてないんならね、そう

いう言われ方も、ある程度仕方がないといわざるを得んとこもあるかと思い

ますけども、他の箇所についておるわけですし、斎宮地区で第１要望、自治

会長会議でも10年来、第１要望でずっと、第１要望ばかりではないですけど、

最近は第１要望で書いていただいておるわけですのでね、土地の買収も含め

て、そういう方向性を出していただくということはできないんでしょうか、

よろしく。 

○議長（辻井 成人） 乾議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 今後、努力をいたします。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

乾議員、再質問はございませんか。 

○７番（乾 健郎） 何とかよろしくお願いいたします。私も純地元ですも

んで、勝見の集会所へお子さん来ていただいてますもんで、ここでご父兄の

方とちょいちょい話もさせていただきますと、よく言われますもんで、なに

とぞよろしくお願いいたします。 

それから、斎宮跡関係、日本遺産関係で環境問題をどのように整備されて

いかれるか。それと観光産業等の関係の環境は、どのように両立されていか

れるかをお聞きします。 
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ソフトとハード面についての計画をお教えください。ハード面については

そこへ行くまでの動線も含めて、考えをお聞かせ願いたいと思います。そし

て、観光面での環境づくりについて、旧参宮街道沿いに飲食店関係の計画を

進めていけないものか。行政としての行動がとれないものか。土地の整備、

空き家等の方向性、あるいは農協等の共同運営など、いろいろな研究をして

いただきたいと思いますが、そういう方向性は今、考えていただいておるの

かどうか、お教えください。 

○議長（辻井 成人） 乾議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） ご質問の趣旨が、斎宮跡のいろいろな環境というと、

幅がそれぞれ広うございますけれども、現在取り組んでいるハード面、ソフ

ト面、それらについてはご案内のように、歴史街づくり法の部分で、案内板

等々とも含めてですね、取り組んでおりますので、そういった点、担当課長

のほうから若干説明をさせていただきたいと思います。 

○議長（辻井 成人） 文化財保存活用監。 

○文化財保存活用監（中野 敦夫） 失礼します。今、ご質問のありました

整備について、お答えさせていただきます。それで、史跡斎宮跡につきまし

ては、平成24年に歴史的風致維持向上計画の認定を受けまして、25年から整

備を始めております。それで、32年までの計画で、今、実施しておるわけな

んですけど、動線も含めてということで、この計画書の中にはですね、斎宮

跡の整備もそうなんですけど、非常に案内板とか、行き方が非常にわからな

いとかいうようなこともありますので、主要幹線道路の場所にですね、どこ

に案内標識を立てたらいいかとか、そういう計画も含めて進めております。 

そして、ハード面におきましては、国の支援もいただきまして、斎宮駅の

北側の改札口の設置、それから、史跡公園口の休憩所の建設、また歩道、そ

れから、散策道の整備、多目的広場を進めております。 

それで、今、建設中なんですけど、観光案内所の建設、また、それに引き

続いて、いつきのみや地域交流センター、総合案内板の設置等を行っており
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ます。これにつきまして、来訪者がですね、史跡の中を回遊できるように、

実施をしていくという計画で進めております。 

それで、先ほど伊勢街道のですね、お話もどういうふうに観光的なという

ことをお話もあったわけなんですけど、これにつきましては、伊勢街道の歴

史的建造物の調査を25年から進めておりまして、現在、既に今の店舗のとこ

ろにですね、パンフレットとか、そういうのを置いていただいて、仮説的な

案内所は設置しているんですけど、今後ですね、そういう建物または私とこ

の部局じゃございませんけど、空き家調査とかしておりまして、庁舎内ので

すね、調整も含めて休憩所、飲食店などをですね、どういうふうにすれば、

何ができるかとかですね、そういうのを今、検討しているところでございま

す。そういうことで進めているんですけども、それから、ソフト面におきま

しては、日本遺産の関係もございますけど、知名度向上ということで、昨年、

番組の製作とか、プロモーションビデオ等もつくっておりますし、また、日

本遺産をめぐっていただく、地図アプリの斎宮アプリというのも作成いたし

ました。 

それで、今、進めているんですけども、史跡内のところを、そういうアプ

リでですね、していただくＷｉ－Ｆｉの整備も今、実施しております。また、

本年度につきましては、近鉄電車、それから三重交通の観光バス等のですね、

ラッピングをして情報発信をしていくということを進めております。以上で

ございます。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

乾議員、再質問はございませんか。 

○７番（乾 健郎） ありがとうございます。斎宮跡、皆さんにもいつも言

わさせてもろてますけど、ここは飲食施設が少ないなと言われていますので、

何とかそういう面で努力していただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

それから、斎宮跡関係の緑地、先ほど一番最初にも言わさせていただきま
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したけど、やはりこういう公園的な施設には、緑地計画が本当に大事じゃな

いかと、私は常々思っています。緑地化25％、町長言われましたように、そ

の基準をですね、やっぱりつくっていただいて、特に観光地等の緑地整備を

される場合、施設整備をされる場合は、芝生も緑地のうちですけど、なるべ

く木々のある程度の高さの緑地も含めた、緑地計画を進めていただきたいと

思います。 

最近していただきました歴史体験館の前の駐車場といいますか、広場をつ

くっていただきましたが、石とアスファルトが全てで一つも草一本緑はあり

ませんので、そういう事業ごとに、緑地を考えていただくという方向をつく

っていただきたいと思いますが、その辺のお考えをお聞かせください。 

○議長（辻井 成人） 乾議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 個々の事業ごとにという緑地をというお話でござい

ますけれども、基本的にですね、斎宮跡そのものは、史跡斎宮跡の植栽計画

の指針というのが出されておりまして、斎宮跡全体を捉えて緑地、植栽計画

というのがなされておりますので、今回のご指摘いただいた、いつき茶屋の

こちらのほうにつきましてはですね、あれは多目的の部分ということで、大

型バスの駐車場も含めて、多目的に利用ができるという部分でございまして、

それと今ゴツゴツした石と、こう言われましたんですが、あれは一つは噴水

をつくらさせていただいて、子どもたちが親しんでいただけるように、水で

のという意味合いの中でですね、考えさせていただいたことでございますの

で、おっしゃるように無機質かもわかりませんが、ただまだご案内のように、

公有化自体もですね、いつき茶屋とそれから実物大の建物の間も、まだ公有

化もなかなかご理解いただけない部分もございます。 

しかしながらですね、いろいろな形の中で、基本的に植栽計画、その指針

に基づいて緑化は進めていきたいと、そのように思いますので、部分、部分

でご指摘のような点あろうかと思いますが、全体を眺めていただいて、一つ

ご理解いただきたいと思います。 
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○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

乾議員、再質問はございませんか。 

○７番（乾 健郎） 町長さんが言われることも、よくわかっていますし、

いつも斎宮跡の課長さんらとも話をさせていただいておって、いつもああや

こうや言わさせていただいておるわけなんですけど、やはりどこの有名な観

光地へ行かさせていただいても、木々があるのとないのでは、本当に違うよ

うに思いますし、長い目で見ていただくと、そういう緑地計画は本当に大事

じゃないかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

時間がないようですので、それから、斎宮跡施設、建物や小中学校、そし

て役場等を一つのテーマを持った形で、一流の建築家に、明和町全体の建設

計画、施設計画、緑地計画を、明和町にふさわしい形で計画していただいて、

明和町のアイデンティティを築いていくほうが、観光的にもより有効になる

のではないかと考えますが、その辺のお考えはないのか、お教えください。 

○議長（辻井 成人） 乾議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 斎宮跡関係の公共ルーツという、それらについて一

つのデザインとか、そういったものでアイデンティティをもって、やっては

どうかという、そういうご意見だというふうに思います。今の歴史的風致維

持向上計画の中ではですね、一つは色、色彩についてはですね、これは紫と

いうことですが、紫にもいろいろございますので、一つ色彩の方針というの

は、なんかＪＩＳの規格の中でのこの色合いということで、決めさせていた

だいて、色を使う場合はこの色というようなことでは、計画を統一をさせて

いただくようには、させていただいております。 

ただ、その地域内の動線とか、いわゆる便益施設とか、そういったものの

色合いとか、あるいはそういったものについてもですね、これは一定おっし

ゃるようにですね、いろいろ工夫をしながら、配置等も考えていかなければ

なりません。それらがですね、いわゆる公共施設のテーマをもって、一つ整

備を進めていく、一つなのかなというふうな思いでですね、我々も今後、考



 97

えていきたいと、そのように思っておるところでございます。 

斎宮跡全体では建築物の制限とかですね、建物の制限とか、看板とか、そ

ういったものは、これは文化財の関係の法律的に規制がされている、そうい

う部分がございますが、デザイン的には一つですね、ガイドライン的にです

ね、何か決めた中でですね、進めていくことも一つかなと、そのように思い

ますので、我々としては一つの基準を決める中でですね、進めていく、その

方策も今後考えていきたいと、そのように思います。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

乾議員、再質問はございませんか。 

○７番（乾 健郎） ありがとうございます。そういうポリシーを掲げて、

やっぱり進んでいただければ、より良い、少しでもより良いものができてく

るんじゃないかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それともう１つ、斎宮跡関係で、管理環境についてお聞きします。斎宮跡

関係の施設管理は、施設ごとに大変異なった管理体制をされています。やは

り町行政としては、ある程度を基準を設けて施設管理をするべきかと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○議長（辻井 成人） 乾議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 今ですね、斎宮跡関連の歴史博物館は、県の管轄で

すので、それ以外ものについては、指定管理ということで、財団のほうに一

括お願いをしております。今、10分の10の建物の部分につきましては、これ

はですね、１つは歴街関係の部分の中でですね、地元の皆さんのなんていう

んですか、関わり方ということで、実は宿題をいただいております。 

従いまして、町直轄でいわゆる、呉竹倶楽部さんということで、自治会の

自主運営の皆さん方に実はお願いをして、しばらくの間やってみてはどうか

ということでお願いをさせていただいております。 

ただ新しいまた今度、いつきのみや地域交流館、これが完成をいたします。

そうなった時にですね、おっしゃるように、これはこれ、これはこれという
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バラバラでは、町のほうも管理運営につきましては、非常に困る部分もあり

ますし、先ほど来おっしゃっていただいておりますように、統一がとれない

と、またいろいろ問題も生じてくるというふうに思っておりますので、この

体験館ができるあかつきに、一本化をする中で、あと宿題として国や県のほ

うからいただいております、地元の活用というのをどのように考えていくか。

これを一本化する中でですね、きちっとその位置づけを考えた中で、管理運

営体制を考えていきたいと、そのように思っております。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

乾議員、再質問はございませんか。 

○７番（乾 健郎） ありがとうございます。本当に呉竹倶楽部さん、今、

本当に一生懸命に、いろんな形で対応をしていただいてますので、いい方向

づけを今後もとっていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

それから、農業問題についてお聞きします。今後のＴＰＰ問題、米価下落

問題に対応するための環境づくりについて、どのように組織づくりを構築し

ていくのか。明和町の農業を行政として、どのように発展していくのか。農

業は食料の安全保障、景観の維持、国土の保全など極めて重要な産業です。

特に明和町は稲作中心の農業が主産業でございます。今後の稲作農業の行方

は、耕作放棄地がさらに拡大し、人口減少と相まって、条件が不利な集落か

らどんどん消滅していく方向で進んでいます。 

町長はこの状態をどのようにお考えか、お示しください。 

○議長（辻井 成人） 乾議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 農業問題につきましては、先ほど乾議員がおっしゃ

ったようにですね、後継者問題、それらを含めてですね、非常に今もう一度

再構築をしていかなければならないような岐路に立たされているんではない

かな、そのように受け止めております。特にＴＰＰ問題、この国会で決着す

るのかなというふうな思いをしておりましたが、秋の臨時国会に委ねられる

ことに相成りました。 
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ただ、アメリカの大統領選が行われますが、今、２人の候補者はＴＰＰに

ついては、どうもあまり賛成ではなさそうなことが言われているように、新

聞報道でお聞かせをいただきます。そうなると今まで積み上げてきたＴＰＰ

問題、どうなるのかなということは、これは政府にとってももう一度考え直

していかなければならない事項なのかなというふうな、末端で思っていると

ころでございます。 

しかしながらですね、おっしゃるように明和町の課題としては、１つは後

継者問題、今まで60歳まで働いてみえた方が、いわゆるなんていうんですか、

それ以降まだ元気やもんで、いわゆるもう一度農業をやってみようかという

方もたくさんおります。そういう中で、もう体力的に難しい、息子も農業に

就かないということで、いわゆる認定農業者の方にですね、委託される方と

か、その２種類が実は今、我々実感として受け止めております。 

そういう中でですね、全てが担い手にうまく移行していけば、これは農業

農村がおれるということでありますが、その中で一番課題になりますのは、

先ほどおっしゃっていただきました耕作放棄地、それから、これから課題と

なりますパイプラインとか、そういったものもですね、大きな課題となって

きます。 

そういう中で国の施策とあわせてですね、町としてもやはりこの基幹産業

であります農業農村をどう守っていくか、もう一度新たな農業委員さんも新

メンバーに相成りましたし、農業委員会の中にこれからの農業をどのように

考えていこうかという推進を図っていただく組織もつくっていただきました

ので、そういったところとですね、いろいろ意見を交わしながら、明和町の

農業づくり、農業農村この整備も含めてやっていかなければならないと、そ

のように考えておるところです。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

乾議員、再質問はございませんか。 

○７番（乾 健郎） ありがとうございます。そのためにも、方策として、
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私の最も有効な政策として、明和町行政、農協と認定農家が１つになる組織

化を、今、町長も言われましたけど、認定農家の人たち、組織化と認定農家

の人たちの大規模農家や農業法人への取り組みの指導と、中間管理機構を利

用した農地の集約化、そして、減反の廃止に伴う転作作物の方向性を奨励し

て、効率の良い飼料用米等や明和町の土地に適した作物の探求をして、生産

増加を図ることだと思います。明和町として、国や関係機関への陳情も大事

ですし、とれる政策や誘導を進めることだと思います。行政としての説明や

誘導も大事だと思います。いかがですか、思い切ったことをしなければ消滅

していく集落が、明和町にも増えるんじゃないかと考えますが、お聞かせを

ください。 

○議長（辻井 成人） 乾議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 地域農業の基盤を図っていくために、今、我々とし

ましては、ＪＡ多気郡農業協同組合、これを中心にですね、３町、そして松

阪市、それから松阪の農林事務所等々を含めてですね、いわゆる多気郡農業

振興協会というのを、実は組織をさせていただいております。先日もですね、

この組織で若手の農業育成、やっていこうという方々の現場も見させていた

だく中で、その方々に対する支援というのを、どのようにやっていったらい

いか、どういうことをいろいろ協議する場をですね、設けております。 

ただ、おっしゃっていただきましたように、担い手さんとかですね、そう

いった方々も加わって、どういう場面が少しできておりません。町としては

昨年、以前にですね、担い手さんだけ寄っていただいて、いろいろ担い手さ

んの思いとか、あるいは困っていること、そういった聞く場をですね、設定

をさせていただいて、懇談会形式でありましたけれども、そういう場を設け

させていただいて、何とか施策に反映できないかということで、やらさせて

いただいたことがございます。 

しかしながら、これからですね、いろいろやっていこうということになっ

てきますと、特にうちは米作ということですので、ＪＡさんの米作部会、こ
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れも立ち上がって、いろいろ担い手さん、あるいはそういった方々とのお米

づくりの部分とか、あるいは生産調整、転作の部分もですね、いろいろ相談

にものってきていただいておりますので、できればそういう機会を通じて、

これからの農業、特に米作をどういう形で、集約していったらいいのか、お

っしゃるように、担い手さんだけではなしに、営農集落という形もございま

すので、勝見さんはじめですね、いろいろなところでも一部立ち上がってき

つつありますので、そういったところの組織も大事にしながらですね、対策

を練っていきたいと、そのように考えております。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

乾議員、再質問はございませんか。 

○７番（乾 健郎） ありがとうございます。本当に今、農業が岐路に立っ

ておると思いますので、担い手さんや認定農家の方と、十分会議をとことん

重ねていただいて、良い農業環境をつくっていただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。これで私の質問を終わらせていただきます。どうも

ありがとうございました。 

○議長（辻井 成人） 以上で、乾健郎議員の一般質問を終わります。 

          

 

○議長（辻井 成人）  お諮りします。 

 議事整理のため暫時、休憩いたしたいと思いますが、ご異議ございません

か。 

           （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（辻井 成人）  異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 隣の時計で３時まで。 

                        （午後 ２時  50分） 
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○議長（辻井 成人）  休憩を解きまして、休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

                        （午後  ３時  00分） 

 

 

 

          ３番    中 井 啓 悟  議員 

 

○議長（辻井 成人） ５番通告者は、中井啓悟議員であります。 

 質問項目は、「公共施設整備事業の今後の方針について」、「農業行政

について」の２点であります。 

 中井啓悟議員、登壇願います。 

○３番（中井 啓悟） 議長より登壇のお許しをいただきましたので、事前

通告に基づいて一般質問のほうをさせていただきます。 

まずはじめに、４月14日に発生した熊本地震によりお亡くなりになられた

皆様のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災された皆様に対しお見舞い

を申し上げます。 

それでは、質問項目の１点目、公共施設整備事業の今後の方針について、

お聞きいたします。熊本地震では、熊本県内45市町村のうち、５市町が本庁

舎の使用停止に陥りました。４月16日の本震で、震度６強を観測した宇土市

は、鉄筋５階建て庁舎の４階部分が押しつぶされましたが、平成15年の耐震

診断で震度６強には耐えられないとの判定が出されていました。 

また人吉市の庁舎も、平成13年の耐震診断で、震度５強の地震で倒壊の危

険性を指摘されていましたが、財政問題などから実現されませんでした。八

代市、大洲町、益城町も同様に財政難などを理由に、耐震化は先送りされて

おります。 
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緊急時の司令塔となるべき庁舎が被害を受け、使えなくなった例が目立ち

ましたが、今回の熊本地震は想定外で、この地域には大地震の発生がないと

思い込まれていたため耐震化が遅れていたというのも原因の１つではないか

と思います。 

庁舎は災害応急対策や復旧対策の拠点であり、耐震性や耐火性の確保に努

めなければ、災害後に被害を被るのは市民、町民の皆様であると思います。

そこで何点かについてお伺いいたします。４月22日の公共施設検討特別委員

会において、庁舎、中学校の耐震強度はどれくらいか。また、今後の財政計

画についての資料提供をお願いいたしましたが、どのような状況でしょうか。 

○議長（辻井 成人） 中井議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 現在、公共施設等特別委員会の中で、ご検討いただ

いております内容等についても、ご質問をいただきました。今回の熊本の地

震は日奈久断層帯で起こった、14日のマグニチュード6.5の前震、それから、

16日未明に起こりました、隣り合う宇田川断層帯で起こったマグニチュード

7.3の本震が誘発されて、２度の震度７を記録するなど、想定外の揺れをも

たらした過去に例のない地震ということに相成りました。 

その中で、先ほどご指摘がありましたように、熊本県内45市町村のうち５

市町がいわゆる庁舎機能を失い、その後のいわゆる災害復旧等々に大変遅れ

をとったというようなことから、庁舎の耐震化がクローズアップされてまい

りました。その中で、庁舎とあるいは中学校の耐震強度ということの内容に

つきましては、担当課長のほうから説明をさせていただきます。 

○議長（辻井 成人） 防災企画課長。 

○防災企画課長（中谷 英樹） 失礼します。庁舎と中学校の耐震強度につ

いてのご質問でございます。まず耐震基準につきましては、ＩＳ値の耐震指

標における0.6の値は、震度５強で建物が倒壊しないとされる数値で、その

用途、庁舎あるいは病院、学校などの用途でですね、用途に応じて重要度係

数が加算されます。 



 104

庁舎につきましては、重要度係数1.5を加算し、0.9以上が必要となります

が、現状は0.6と下回っております。また、中学校は重要度係数1.25を加算

し、0.75以上必要となりますが、中学校の校舎３棟、体育館のうち校舎２棟

は0.7の値で、0.05下回り、１棟は0.79、体育館は0.86と上回っております。 

震度５強での耐震性につきましては、中学校、庁舎とも倒壊はしない数値

でございます。人命は守られる水準にあると考えられますが、庁舎は災害対

策本部として発災後すぐに機能しなければならない施設でございまして、そ

の機能維持が困難なレベルのダメージを受けるものと考えられます。 

なお、平成26年３月に三重県が発表いたしました南海トラフ地震による明

和町の被害想定では、理論上、最大クラスで震度７、過去最大クラスで震度

６強が想定されております。想定上の震度に見舞われた場合は、中学校、庁

舎とも相当なダメージをおうものと考えられるところでございます。 

○議長（辻井 成人） 町長。 

○町長（中井 幸充） 財政計画の資料提供ということでございました。今、

正直申し上げて、中学校、役場、大淀小学校、そういったものをですね、ど

の順序で並べたらいいのかということの財政的なシミュレーションを、実は

財政のほうでちょっとつくらさせていただいておりますので、次回のですね、

いわゆる特別委員会の中で、それら検討材料を提供させていただきたいと思

っておりますので、今日のところは申し訳ございませんが、財政シミュレー

ションは特別委員会でということで、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

中井議員、再質問はございませんか。 

○３番（中井 啓悟） 中学校を優先するとは聞いているんですけども、先

ほどお聞きした耐震強度から庁舎と中学校のどちらが危険であると考えてお

りますか。 

○議長（辻井 成人） 中井議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 次に来る地震の規模がですね、どれだけかというこ
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ともありますが、必ずしも役場が、あるいは中学校がどちらが危険度という

ことではございませんので、あくまでも数値というのは理論上の話でござい

ますので、揺れ方とか、あるいは状況によってということでございますので、

正直なところどちらが危険度が高いということについてはですね、ちょっと

差し控えさせていただきたいと、そのように思います。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

中井議員、再質問はございませんか。 

○３番（中井 啓悟） 熊本の震災で、庁舎機能がマヒしていることについ

ては、どのように考えておられますか。 

○議長（辻井 成人） 中井議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） これについてはですね、我々も東日本、あるいは阪

神・淡路大震災もしかりですけれども、地震そのものもが一時というと変で

すけれども、それのがあってということなんですが、熊本の特徴的なものは、

いまだにですね、いわゆる震度４とか、５とかの地震が揺すっているという

ことの中で、後々の対応がですね、非常に遅れているというのが、今の状況

かな、そのように思います。 

その中で２回も震度７の揺れで、起こったということの中では、おそらく

ですね、一度の震度７であれば、持ち堪えた部分もあったのではないかなと

いうふうな思いもしませんが、これからの状況の中では、明和町においても

ですね、一度の地震だけで収まるんではなしに、２度、３度というこういっ

た揺れ方、そういうのがあるんではないかなと、そのように思います。 

そういう中で特に言われておりますのが、住民の安否確認、あるいは物資

の補給、それから後々の話でありますけども、よく我々として住民に一番率

先してやらなければならないのは、仮設住宅の建設、あるいは罹災証明、そ

ういったところですね、熊本の地震を振り返ってみますと、やはり町民の生

活、あるいは市民の生活への影響がですね、さらに庁舎の崩壊によって使用

できなかったということについて、大きな影響が出るというふうに考えてい
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ます。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

中井議員、再質問はございませんか。 

○３番（中井 啓悟） 南海トラフ地震の発生確率はどんどん高くなってい

ると思います。公共施設特別委員会などのことを、よく言われるんですけど

も、議会に任せることなく町長の判断、町の判断で建設の順番を決めるべき

であると思いますが、その辺りはいかがでしょうか。 

○議長（辻井 成人） 中井議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 最終的には、私の決断でどちらにするかということ

については、決断をしなければならないというふうに思っております。ただ、

今の段階で特別委員会でいろいろご論議をいただいておりますので、それら

を参考にさまざまな状況を勘案しながらですね、決断を下していきたいと、

そのように思っております。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

中井議員、再質問はございませんか。 

○３番（中井 啓悟） 私は専門家ではないので、詳しいことはわかりませ

んけども、明和町において直下型地震はこないというような意見もあるんで

すけども、今後、30年以内での発生確率が低いと言われていた、熊本県で想

定外の地震が起こってしまい、明和町においても例外ではないはずです。熊

本県熊本県内の市町村は、その想定外の地震で大変な苦労をされております

が、南海トラフ地震の発生確率は90％近くになっていると聞いております。 

熊本地震の教訓を明和町が今後どのように生かしていくか、早急な対応を

お願いし、次の質問に移ります。 

続きまして、公共施設の２点目、個人住宅等の下水道事業接続に関する取

扱要綱について、お聞きいたします。この要綱を要約すると、公共下水管、

農業集落排水の配水管から100ｍ以内にある敷地面積1,000㎡未満の個人住宅

を対象に、処理施設に余裕があれば工事費用最大750万円を、町が負担する
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といった内容になりますが、私の解釈に間違いはございませんか。 

○議長（辻井 成人） 中井議員の再質問に対する答弁、上下水道課長。 

○上下水道課長（菅野 亮） 失礼します。この要綱は公共下水道及び農業

集落排水の区域外等におきまして、下水道施設への加入を希望する個人住宅

で、新たに下水道本管の布設をすることが必要な場合に、申請者の２分の１

負担により町が工事を実施し、下水道への接続を認めるという制度でござい

ます。当要綱の対象条件につきましては、先ほど議員が言われましたように、

下水道本管から100ｍ以内に建築する敷地面積1,000㎡未満の個人住宅で、事

業費は1,500万円を限度額としておりますので、町負担額の上限は２分の１

の750万円ということでございます。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

中井議員、再質問はございませんか。 

○３番（中井 啓悟） 浄化槽の設置補助と今回の要綱の違いを、明確に説

明してください。 

○議長（辻井 成人） 中井議員の再質問に対する答弁、上下水道課長。 

○上下水道課長（菅野 亮） 合併浄化槽設置補助金につきましては、公共

下水道、それから農業集落排水の供用開始区域外の住宅等を対象に、浄化槽

設置に対する補助及び単独浄化槽、それから汲み取りトイレからの転換に対

する撤去補助、配管補助等を行っております。 

なお、宮川流域関連公共下水道の認可区域では、国県補助の対象となりま

せんので、町単独で一律10万円の補助を行っております。 

これに対して個人住宅等の下水道施設接続に関する取扱要綱は、公共下水

道それから農業集落排水の整備が終了した地域で、下水道本管が近くになく、

下水道への接続が困難な場合、また多額の個人負担が必要な場合などの負担

軽減措置として設置をしたもので、要綱の対象となります下水道本管から

100ｍ以内の範囲では、合併浄化槽を設置補助の対象者と重なります。その

際、対象者の方は下水道接続と合併浄化槽設置を選択することになりまして、
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立地条件とか、建築計画、継続面等を考慮して判断していただくということ

になります。 

それで合併浄化槽設置補助は、設置する浄化槽の人槽別等により、要綱に

定める金額を町が補助するものでございまして、それに対して個人住宅、こ

の要綱につきましては、事業主体が町で、事業費の２分の１を負担していた

だいて、町が実施するという制度になります。以上です。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

中井議員、再質問はございませんか。 

○３番（中井 啓悟） 下水道区域は都市計画決定、農業集落排水は事業当

初の計画区域が前提にあるはずだと思いますが、最大750万円を町が負担し

てまで、下水道につないでもらうメリットというのは、どこにあるんでしょ

うか。 

○議長（辻井 成人） 中井議員の再質問に対する答弁、上下水道課長。 

○上下水道課長（菅野 亮） 議員が言われましたように、公共下水道区域

は都市計画決定、農業集落排水は事業当初の計画区域が前提となりますが、

この事業の実施期間中であれば、個人の申込等に基づきまして、下水道の本

管の布設工事の延長を延ばすことが可能であります。しかしながら、その事

業が終了してしまうと、本管の延長も、それから、本管への接続も全て個人

負担となりまして、多額の負担を要するため、この制度により負担を軽減し

ようというものでございます。 

750万ということなんですが、明和町は平坦地ですので、通常の自然流下

による工法ができない場合もありまして、その分を考慮してあくまで上限と

いうことで、高めの金額設定をしております。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

中井議員、再質問はございませんか。 

○３番（中井 啓悟） 町が750万円を補助するということは、個人負担額も

750万円ということになります。自分の立場に置き換えてみれば、下水道接



 109

続にしても、合併浄化槽を設置したとしても、住宅内の排水施設や衛生設備

に差が出るわけではないのですが、何故その下水道の接続にこだわる必要が

出てくるのか、お聞きしたいのと。敷地面積1,000㎡未満の個人住宅と規定

していますが、これは何人家族を想定しておられるのか。また最大750万円

の補助額というのは、浄化槽であればだいたい何人ぐらいの想定になるのか、

お教えいただきたいと思います。 

それと、一般的な住宅の浄化槽に対する町の補助は平均していくらぐらい

になるのかも、あわせてお願いします。町が目的とする公共用水池の水質を

守るというのは、合併浄化槽でも達成できているはずだと思いますが、750

万円という大きな金額の補助をしてまで、町の下水道の基本的な考えに沿わ

なければならないというわけではないと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（辻井 成人） 中井議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 細かい部分は担当課長に委ねますが、そもそも明和

町の下水道計画というのは、たしか平成４年ぐらいに計画がなされたという

ふうに思います。その中で全町流域下水でやっていくのか。あるいは合併浄

化槽でやっていくのか。あるいはというような議論を、その時に行っていた

だきました。工事費あるいは維持費、耐用年数等の費用対効果、これらもで

すね、検討を行った結果、町としては公共下水道と農集の集合処理で整備を

していくという方針を、お決めをいただき現在に至っておるところでありま

す。 

この時にですね、いろいろ議論がされたのは、下水道につなぎ込みができ

ない世帯、町がそういう場合は合併浄化槽を設置して、管理しいくのかとい

う、そういうようなお話もいただきました。最終的には農業集落排水事業、

そして、流域下水道が整備したあかつきに、それらが及ばないところについ

ては、町が合併浄化槽の管理もですね、やっていくということでございます

が、その場合には最終的に下水道へのつなぎ込みが、とにかく基本であると

いうことで、少しでも不公平感、不公平な部分をですね、解消していこうと
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いう、そういうことで緩和措置、いわゆる今回の補助事業は、補助要綱を作

成したところであります。 

これは今までにも、事業をやっている時に、じゃあなぜつなぎ込みができ

なかったのか、これは事業をやっている、動かしている時はだめだというこ

とで、断らさせていただきました。しかしながら、目の前に、あるいは100

ｍぐらいのところに本管がきているのに、なぜつなぎ込めないのかという、

そういったご質問やご意見は、議会のほうからもたくさんいただいておりま

した。事業が一応農業集落排水事業、終了いたしました。 

そして、流域下水道事業は面的な整備でありますが、その面的な部分に入

らない集落、あるいはお家が実は現実にございます。そういった中で、やろ

うとすれば当然、町単事業でやらなくてはならないわけでありますが、これ

らに町としては何とかこういった方々にも、全部なんていうんですか、つな

ぎ込みをしていただいて、処理をしていきたいと、そういうふうな思いであ

ります。一応100ｍという線を引かさせていただきました。 

しかしながら、100ｍでも拾えない部分があります。これらについては先

ほど言いましたように、最終的に合併浄化槽も町の管理で行っていくという、

そういう方針を立てさせていただいた中で、現在、事業を進めております。

そういう中で住民の皆さんにとってはですね、選べないというか、地域、地

域によって、町が事業を取り入れた経過があります。農業集落排水事業、そ

れから流域下水道事業、住んでいる住民さんは直接的に、私こちら、私こち

らと選べないわけでありますので、どうしてもこういった漏れというんか、

考え方に外れてくる部分が出てまいりますので、我々としてはこういった要

綱でもって、ひとつそういったところを救っていこうというか、最終的な明

和町の汚水処理は下水の集合処理でやっていこうという、そちらへ結びつけ

ていきたいということで、こういう提案をさせていただいたのが本音であり

ます。 

ただ、金額がどうなのという部分でありますが、これは担当課長が説明さ
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せていただいたように、100ｍ以内でやっていこうにも、いわゆる明和町は

平坦な地域が多うございますので、途中いわゆるポンプで圧送しなければな

らないとか、いろんな条件が重なってくるというふうに、担当のほうから説

明を受け、それらについて最大限どこまでなのという、そういう費用計算を

概算ですが、させていただく中で、およそこれぐらいあればいいかなという

ことでございます。 

いわゆる排水管だけであればですね、そんなには費用はかからないが、プ

ラスアルファーいわゆるポンプの圧送ポンプ、それらを含めると、その額に

なる。それでもという形であれば、初期の目的であります集合下水管につな

いでいただけるのではないかと、そのように考え要綱を制定させていただい

たところでございます。細かい数字については、担当課長のほうから説明を

させていただきたいと思いますが、要綱の設置についての考え方は以上のと

おりでありますので、どうぞご理解いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（辻井 成人） 上下水道課長。 

○上下水道課長（菅野 亮） いくつか細かい質問をいただいたと思います

が、まず１つは1,000㎡未満の個人住宅は、何人家族を想定かということが

あったかと思いますが、この1,000㎡以上という数字は、1,000㎡以上になり

ますと、開発の対象となることから上限として設定をしましたが、この数字

から何人家族を想定ということではございません。１人世帯の家もあれば、

４人家族、２世帯で６人、８人という家族もあろうかと思います。それが全

て対象でございます。 

あと750万円は浄化槽であれば何人槽かということですが、浄化槽補助の

対象は高度処理の区域、放流先が祓川の区域を除きまして、10人槽までとな

っております。個人住宅等を対象にしているので、10人槽までということで

ございます、補助の対象は10人槽。 

金額なんですが、人槽により違うわけですが、それも新築による場合、単

独浄化槽やトイレからの転換の場合でも違いますし、先ほどの区域によって
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も違います。一番最低の金額が、新築で５人槽で24万円、高度処理の区域で

転換も含めたのが、10人槽で83万2,000円でございます。平均ということに

なりますと、だいたいですけども、40万円程度になろうかと思います。以上

でございます。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

中井議員、再質問はございませんか。 

○３番（中井 啓悟） この要綱で100ｍ先、下水管より100ｍ先に例えば５

人家族の住宅が１軒建ったとして、そういう想定をして、それにあった太さ

の下水管をというのを決めて工事すると思います。その下水管は町の財産に

なると、いずれ町の財産にしていただくというふうに、以前お聞きしたんで

すけども、その分、その100ｍの間に何軒かの家ができて、接続を希望した

場合、その下水管の汚水量というのは、当然ながら増えますよね。そうなっ

た場合、当初の１軒分の下水管の太さでは、先ほど町長も答弁いただきまし

たけども、ポンプなんか、自然流下できないということで、ポンプなどの、

もっと大きな金額になって、町の負担が増えることになると思うんですけど

も、その辺りの将来的な計画というのは立てておられるのか、聞かせてくだ

さい。 

○議長（辻井 成人） 中井議員の再質問に対する答弁、上下水道課長。 

○上下水道課長（菅野 亮） 本管の扱いというのは、議員が言われました

ように、最終的に帰属していただきますので、町の財産になります。その太

さなんですが、最低でも150以上ありまして、数軒の場合はそれで十分対応

できると思います。件数によってはできない場合もあろうかと思いまして、

その場合はまた新たにというようなこともあると思います。その辺は、あく

まで個人の希望によって出てくるものですので、それに対する計画というの

は、特にございません。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

中井議員、再質問はございませんか。 
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○３番（中井 啓悟） それでは、全国の市町村で、この明和町と同様の要

綱を設置し工事をしている市町村はあるかどうか、教えてください。 

○議長（辻井 成人） 中井議員の再質問に対する答弁、上下水道課長。 

○上下水道課長（菅野 亮） 下水道の区域外接続に関する取扱要綱という

ものを設置しておる市町というのは、県内でも多数ございますが、その際に、

本管工事の一部を市町村が負担するという制度を設定している要綱は、イン

ターネット等で調べた限りではございませんでした。 

ただ、しかしながらですね、先ほど町長のほうからも申し上げましたが、

公共下水道、農業集落排水の事業が終了した地域においては、事業が終了し

てからの接続は全て個人負担になるということから、膨大な費用かかかって

まいりますので、その負担軽減措置として、そういう判断からこの要綱を制

定しておるということでございます。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

中井議員、再質問はございませんか。 

○３番（中井 啓悟） 午前中の質問にもあったんですけども、福祉事務所

の話が出ておったと思うんですけども、全国的にあまり例を見ないので、二

の足を踏んでおるというような状況が明和町にあると聞いておったんですけ

ども、逆に日本全国どこの市町村も実施していない事業費の負担をする、こ

の要綱がどういうことがきっかけで、明和町がつくろうというお考えになっ

たのか。また、町民さんからの要望など多数受けてのことなのかというとこ

ろを教えてください。 

○議長（辻井 成人） 中井議員の再質問に対する答弁、上下水道課長。 

○上下水道課長（菅野 亮） 区域外における個人住宅の新築にあたっての

接続の相談というのは、年に何件かございます。前面に管路が布設されてい

る場合は、接続費用のみで済みますので、よろしいんですが、この要綱のよ

うに新たに本管を接続しなければならないと。そういう場合は距離にもより

ますが、多額の個人負担が発生します。 
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一般的にはですね、合併浄化槽の補助制度がありますので、こちらを選択

されるんですが、中にはですね、合併浄化槽を設置したくても、放流先が農

業用排水とかで、なかなか放流が難しいというような場合も、稀にございま

してですね、そういったこととか、先ほどの答弁の繰り返しになりますが、

本管の延長を延ばすことが、個人負担になると、そのような含めてですね、

こういう要綱を設定したということでございます。 

○議長（辻井 成人） 答弁が終わりました。 

中井議員、再質問はございませんか。 

○３番（中井 啓悟） 町がこの750万円を負担するという、この要綱は財政

的に厳しいといわれている中で、すべき施策なのか疑問に思います。この要

綱は個人負担も750万円ということで、特定のお金持ちの方しかできないの

かなと。 

それで、またその人たちのためにつくったものであるのかなと、疑わざる

を得ません。この工事費用の半額は、明和町の皆様の税金を充てることにな

ります。まず、するべきことは本来の下水道、農集区域内の接続率を上げる

努力というものをしていただくのを、お願い申し上げて、今後もこの要綱の

経過を見させていただきたいと思います。 

続きまして、農業行政についてお聞きいたします。 

昨年、１月から止まっている農振除外は、今現在どのような状況で、なぜ

こんなに遅れてしまったのか、説明をお願いいたします。農振除外が遅れて

いる申請者に対して、町として遅れた理由を詳細に説明する義務があると思

いますが、いかがでしょうか。 

また、しているのであれば、どのような説明をしたのか教えてください。 

○議長（辻井 成人） 中井議員の再質問に対する答弁、農水商工課長。 

○農水商工課長（松本 雅之） 明和町の農振計画の変更、いわゆる農振除

外につきましては、７月末と１月末にその要望申し出を受付いたしまして、

異議申立等がない場合は、通常概ね６カ月程度の期間をもって、変更手続を
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決定いたします。ご質問いただきました平成27年１月末分で受け付けしまし

た農振除外要望申し出は、大淀地域の牛舎建設計画に伴う農業用施設用途区

分変更申し出を含め、通常であれば６月中にも変更、平成27年の６月中にも

変更決定となる見込みではございましたが、変更案の公告縦覧の後、いわゆ

る異議申出等の法定手続きがございまして、結論といたしましては、27年12

月に県のほうが、その申立てを棄却するという経過になっております。 

この６月から12月までの異議申立等の手続きは、あくまでも法定手続きの

処理期間でありますので、その期間の遅れを要したことにつきましては、ご

理解をお願いしたいと思います。本来でありましたら、平成27年12月に県が

申立てを棄却した時点、この以降ですね、明和町は速やかに県知事の同意を

経て、農振計画の変更手続を完了すべきところではありました。 

ただ、27年９月の町議会定例会でも請願書、反対の関係の請願書の採択や

同意見書が議決されたという経緯、また地元でも建設反対にかかる協議会が

発足いたしまして、協議会のほうで集めていただいた反対署名も、ちょっと

古いんですが、5月の時点では3,500を超えるというふうな状況となっており

ます。 

  町としましても、これらの状況を踏まえまして、地域の皆さんの不安や

懸念を少しでも払拭し、ご意見等をお聞きする中で、その結論について慎重

に判断をしていくためにという趣旨で、牛舎の建設計画者と反対連絡協議会、

地元の協議会の皆さん、それから、明和町の担当、町長以下担当も出席する

中で、三者の協議を１月と５月に行いました。 

町では２回目の５月の協議結果に基づきまして、５月末に県知事のほうに

農振変更の手続きを行いまして、これらの経過につきましては、５月18日の

全員協議会で報告いたしましたとおりですが、その結果といたしまして、６

月８日付けで、平成27年１月受付分の農振変更の手続きを全て完了いたしま

したところでございます。 

質問の中で、２つ目の事項といいますか、申請者に対しての説明はどのよ
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うなものかというご質問をいただいております。先の答弁に関係する農振除

外申し出いただいた方、４件、それと、手続き中にさらに受付しました27年

７月末受付分の申し出者７件、合計11件申し出者の皆さんにつきましては、

随時申し出者の皆さんのほうから、電話や窓口等でお問い合わせをいただき

まして、その都度、ご状況等を説明の上、町の手続きの遅れのほうにつきま

しては、お詫びをしてまいりました。 

また、この11件の申し出者の皆さんに対しましては、本年の３月17日付け

なんですけども、当該案件は異議申立等で、不服審査の申立てがなされ、十

分な審議が求められており、解決の目途がたっていない状況にあるとともに、

農振計画の変更は同時期に、先に申請された案件手続きを完了しなければ、

他の案件の手続きを進めることができない。これらのことから、ご申請いた

だいている手続きの完了時期につきましても、明確な予定日を回答しかねる

状況にあるという旨の説明、これ３月時点の状況でありますが、その旨を通

知にて説明させていただきましたところです。 

ただ、申し出者の皆様の例えば住宅の建築でありますとか、事業所の皆様

の進捗等に多大な影響、御迷惑をおかけましたことは、まぎれもない事実で

ございます。今回の農振手続きの大幅な遅れに対する行政の説明といたしま

しては、先ほど私が述べました経過については、ちょっと些か手薄でありま

すというか、不十分な面もありまして、配慮に欠けていた部分もありますと

いうことで反省もしているところでございます。 

○議長（辻井 成人）  答弁が終わりました。 

中井議員、再質問はございませんか。 

○３番（中井 啓悟）  最終的に県へ申請を上げるのであれば、もっと早く

に町が判断、決断していれば、住民さんを反対や賛成やと混乱させることは

なかったと思いますし、同時期の農振除外申請をしている皆さんにも、迷惑

をかけることもなかったと思います。このような事態になった責任は誰にあ

ると思われているのか、教えてください。 
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○議長（辻井 成人）  中井議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充）  長である私にあると思っています。 

○議長（辻井 成人）  答弁が終わりました。 

中井議員、再質問はございませんか。 

○３番（中井 啓悟） 今後について、農振法上、問題のない案件が出てき

た場合において、どのような対応をされるのか、お聞かせください。 

○議長（辻井 成人）  中井議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充）  今回の牛舎問題もしかりでありますが、特にですね、

そういう事業者の皆さんと、やはり議会でもの部分でもありましたが、地元

とですね、やはりきちっとした理解をですね、得ていただくように、我々と

してはまずは事業者の皆さんにお願いをしていきたいと、そのように思いま

す。また、地元の人もですね、十分にその事業者の説明を受けていただいて、

納得の上で、物事を進めていただくように、お願いをいたしたいと、そのよ

うに思います。 

法的に問題がなかっても、やはり事業主さんとして、地元に受け入れられ

ないようなことではですね、これから先のいろいろな問題が発生してくると

いうふうに思いますので、私としては問題がないから全てオッケーというこ

とではなしに、双方が十分に説明し、納得の上で物事を進めていただくよう

に、これから行政的には指導をしてまいりたいと、そのように思います。 

○議長（辻井 成人）  答弁が終わりました。 

中井議員、再質問はございませんか。 

○３番（中井 啓悟） 事業者が地元に理解を求める、また地元のほうも事

業者に説明を聞くというような答弁をいただいたんですけども、法令的に問

題がなくても、今回の牛舎のようにですね、例えば議会で反対請願が採択さ

れるようなことがあって、農振上問題がなくても、近隣住民さんの反対など

があった場合やとか、事業者が地元理解を得られない。地元の方も事業者の

説明を聞かないといった場合には、法的に問題がなくても農振整備計画、今
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後も止まりますという理解でよろしいんですか。 

○議長（辻井 成人）  中井議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充）  止まるということではございません。あくまでも理

解を得た中で、進めていただくということでございますので、今回は一定の

法的な手続き、反対とか、異議申立とかですね、そういった手続きが終わっ

た時点で、本来ならという課長の説明を申し上げましたが、これは議会のほ

うで反対請願が出て、私のほうに執行者側に意見書も出されている。地元か

らの反対の署名も3,500、最終的にはそういう数字になってきた、そういう

中で、私としては双方がやはり歩み寄る、いわゆる話し合いの場の中で、円

満解決ができないかという、それは行政の仲立ちの中でですね、双方が理解

を得ていく、そういう場面をまず私としてはつくるべきだと、そういうふう

に思いました。 

  それで、それの段取りをですね、早急にということで、12月以降にやっ

ていたわけですが、反対協の人は会う必要がないというようなことで、なか

なかテーブルにつこうとしませんでしたし、仕事とかいろいろな相手さんの

都合もあって、１月の終わりになってしまったわけでありますけれども、そ

ういう中でもですね、何とかですね、やはりお互いが申し上げましたように、

やはり理解があって、はじめてそこで事業が成り立つというふうに、私は思

っておりますので、そういう努力はやはり行政側として、一定、背中を向け

た中でですね、このまま突っ走っていくんじゃなしに、なんとかお互いに歩

み寄れるところはないのかどうか、そういう気持ちでですね、段取りをさせ

ていただきました。 

従いましてですね、法的になんていうんですか、問題がないか、これは何

遍もですね、反対協の人たちにも言わさせていただきました。あなたたちが

どれだけ反対してもですね、そして、私の町長としての止めるべき課題では、

問題ではありませんと。そのことも十分反対協の人に説明をさせていただき

まして、何とか歩み寄る、そういういわゆる理解をしていただく気持ちはな
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いのかという説得を続けてきた結果でございますので、その点はご承知をい

ただきたいと思います。これからこういう経験を踏まえてですね、そういう

問題が起こりそうな時には、逆にいうたら手続き上、なかなか入らないとい

うこともですね、あり得るのかなというふうに思いますので、よろしくご理

解をいただきたいと、そのように思います。 

○議長（辻井 成人）  答弁が終わりました。 

中井議員、再質問はございませんか。 

○３番（中井 啓悟） 行政というのは公平中立の立場であって、また、法

令順守で物事の判断をするべき立場であるとも思います。今後の案件等につ

いても、同じようなことが再発しないような判断と決断をしていただくこと

をお願い申し上げて、次の質問に移ります。 

最後に農業行政の２点目、農業委員会の定年制について、お聞かせくださ

い。町は本年１月に、農業委員の定年制についての内規をつくり、３月に各

地域から農業委員候補を選任され、町は２名の75歳を超える候補者をそのま

まあげて、議会の判断で採決され、２名の方が否決されることとなりました。 

本来であれば75歳の定年制を敷いたのは町であり、地区から75歳を超える

方を選任された時点で、十分な説明をした上で、地区に取り下げてもらうべ

きというのが本来であると思います。そこで、お伺いします。 

定年制について、国では農林水産省経営局長の諮問機関、農業委員会に関

する懇談会で、定年退職者などが生きがいや健康維持にも寄与する、機能な

どの動きから適当ではないとの否定的な意見もありますし、県の指針では法

的根拠がないのに好ましくないとの見解も出ているそうです。 

また、私が調べたところによりますと、全国的にみても定年制を決めてい

る自治体は１自治体のみありますが、健康に問題がなければ定年を問わない

とあります。実質的に定年をひいたのは、明和町だけとなりますが、なぜ国

も県も否定的な意見がある定年制を、明和町だけ急いで導入したのか、本当

の理由をお聞かせください。 
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○議長（辻井 成人）  中井議員の再質問に対する答弁、農業委員会事務局

長。 

○農業委員会事務局長（田中 一夫）  失礼いたします。農業委員の定年制の

導入につきましては、昨年12月８日に開催されました総務産業常任委員会協

議会におきまして、議員の皆様から農業委員にも一定の年齢制限があったほ

うが良いという旨のご意見をいただきました。また、制度の変わり目でもあ

り、その機会に内規をもって、選考できるよう整備し、１月21日に開催いた

しました選考委員会におきまして提出させていただき、ご審議の上、お認め

をいただきました。 

また、今回の農業委員の選出方法は、公職選挙法から推薦及び公募にて議

会の同意を得る、町長の任命制度に変更となりました。市町村長は委員の任

命にあたっては、委員の年齢、性別等に著しい偏りがないよう配慮しなけれ

ばならないとなっており、今後の農業を見据える中で、若者の農業委員の登

用を鑑み内規を決めさせていただきました。 

農業委員を誰に任命するかにつきましては、任命権者であります町長には

一定の裁量権がありまして、委員の選考に関する内規につきましても、その

合理性が認められれば、その規定に基づき選考できることも裁量の範囲であ

ると考えます。任期である３年間に委員としての職務を全うするにあたり、

健康状態に留意すれば75歳以下という基準は、３年の委員としての活動に支

障がないと認められることの目安になる年齢ではないかと考え定年制を導入

しました。以上でございます。 

○議長（辻井 成人）  答弁が終わりました。 

中井議員、再質問はございませんか。 

○３番（中井 啓悟） 総務産業常任委員会協議会からの意見があって、今

回の75歳の定年制の考え方が出てきたということで、よろしいですか。 

○議長（辻井 成人）  中井議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 当初の段階では、私どもは定年制を設けないと、考えて
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いないということで、担当課長のほうが説明をさせていただきました。しかし、

多くの議員さんのほうから、新しい制度が変わる、この機会を通じて定年制を設

けたらどうか、そういうご意見がございました。そういう中で私どもとしまして

は、例えば民生委員さん、あるいは保護司さん、あるいは人権擁護委員さんも議

会の推薦をいただく中で、一定の年齢、これが75歳で統一をされておりますので、

農業委員会も公的な機関でありますので、ひくとすれば75歳かなというようなこ

とで、ただ75歳ということで、きちっとした定年制ということであれば、条例で

これはひかなければなりませんが、そうではなしに、先ほど来お話がありますよ

うに、概ねという言葉を使わせていただきましたのは、それだけでは候補者が75

歳で限定できないというような場合も、あり得るのかということで、幅をもたす

ために、概ねという言葉を使い、人選をお願いしたいところです。 

○議長（辻井 成人）  答弁が終わりました。 

中井議員、再質問はございませんか。 

○３番（中井 啓悟） 今、民生委員とか保護司さんの定年制の話も出して

いただいたんですけども、また農業委員とは、ちょっと違うのかなと思いま

すので、比べるものではないと思います。３月議会の流れについてですが、

町が農業委員にふさわしい方を、選考委員会に諮ったのち、町長に報告し、

町は議会に議案としてあげ、議会は75歳を超えているという内規がある理由

のみで否決しました。これについて間違いはありませんか。 

○議長（辻井 成人）  中井議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充）  75歳を超えているかとかいうのは、採決の判断にさ

れたかどうかは、私ではわかりかねます。それは議員の皆様方のそれぞれの

思いの中での採決というふうに捉えていただきたいと思います。 

○議長（辻井 成人）  答弁が終わりました。 

中井議員、再質問はございませんか。 

○３番（中井 啓悟） 内規をつくったのは町であります。それぞれの団体、

地域の意見を尊重し、定年に抵触する方を案としてあげてきていただいたの
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も町です。その整合性はどこにありますか。 

○議長（辻井 成人）  中井議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充）  長はそれぞれの団体、あるいは地域から選んでいた

だいた。それで偏りがないかどうか。その人たちがいわゆる農業委員会法の

基準で決める適格者であるかどうか、そういうことについて、選考委員会の

中でご論議をいただき、その中で選考委員会の中では、いったんまた選考委

員会の中身については、副町長のほうから説明させていただきますが、選考

委員会の中で選んでいただいた、私はそれを尊重し、議会のほうに提案をさ

せていただいた。 

ですから、私は一応、内規で定年制をひかさせては、決め事はさせてはい

ただきましたが、それによらず選考委員会の中で選んでいただいた方々につ

いて、適当ということで、適格者ということで、議会のほうに提案をさせて

いただいた。あとは議会の皆様方のご判断と、そういうことに相成ります。 

○議長（辻井 成人） 副町長。 

○副町長（寺前 和彦） 選考委員会の手短に話させていただきます。選考

委員会でも75歳が問題になりました。賛否両論ございました。最終的には、

75歳の選考に関しては再度、確認をするということで確認をした上で、確認

をしていただいて、改めて選考をしていただくといことに相成ったわけです

けども、その時点で同じ方が、地元からあるいは団体から選考されてまいり

ましたので、委員として選出をさせていただき、町長のほうに報告をしたと

いう経緯でございます。 

○議長（辻井 成人）  答弁が終わりました。 

中井議員、再質問はございませんか。 

○３番（中井 啓悟） 若い担い手さんとか、若い方、また女性の枠をとれ

ばですね、75歳以上の方の活躍の場も確保でき、定年制をひく必要はないと

思いますし、また健康に問題がなければ、概ね75歳の定年は問わないという

ような文言を付け加えていただくなどして、著しい年齢の偏りがなければ、
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今後町長の裁量で内規の変更は可能でしょうか。 

○議長（辻井 成人）  中井議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充）  今回は、新たな制度ということの中で、いわゆる公

選法から議会の同意を得て、町長が任命をするという、そういう制度に変わ

っていったわけであります。その中でのいろいろな議論の過程を経て、今日、

内規という形をつくらさせていただきました。そういうような中に、先ほど

おっしゃっていただいたような文言を、付け加えるかどうかにつきましては

ですね、またいろいろと検討をさせていただく中でですね、やっていきたい

と、そのように思いますが、正直なところはその選考について、国のほうも

新たな制度ですので、できれば担い手さん、あるいは先ほど言われたように、

女性の方、そういった方々にこの農業委員会に加わっていただき、明和町だ

けではなしに、日本の農業の振興、発展を若い人たちで考えてほしいのが、

一つは狙いであったかなというふうに思います。 

  ただ長が選んで、そして議会の同意というこの手続きはですね、どうい

うことをいっているかということにつきましてはですね、私が思うのは町長

がその選任については、恣意的に人選をする場合もあるわけですね。それを

やはりきちっと議会が議論をして、なんていうんですか、決断を下すという

ことに変わったのかなと、それが公選法から長の任命という、そういうころ

っと制度が変わる一つの大きな重みかなというふうに捉えております。 

  従いまして、選ぶ責任は長にありますが、最終的に皆さん方にお諮りをし

て、それでオッケーということで、新たな委員さんを、これからも選んでい

くという、そういう手続きに変わるということを、改めて認識をしていただ

きたいなと、そのように思います。 

○議長（辻井 成人）  答弁が終わりました。 

中井議員、再質問はありませんか。 

○３番（中井 啓悟） 若い人とか、女性とかだけというわけにはいかない

と思います。やはり町の実情などもありますし、また、その農業の経験を豊
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富に有されとる75歳以上の方というのも必要なのかなと、僕自身は思ってお

ります。今日はいろんな質問をさせていただきましたが、公共施設にはじま

り下水道要綱、農振の遅れ、農業委員会の定年制など、どの件についてもト

ップの判断と決断が重要だと思います。 

さまざまな理由により施策の停滞や画期的、先進的すぎる施策で、今後、

町の財政を圧迫しかねない不安があるように感じます。今後、町政を運営し

ていただくにあたって、軸足を明和町民の皆様のどこに置くのかを、常に考

えて事業展開していただきますことをお願いして、私の一般質問を終わりま

す。ありがとうございました。 

○議長（辻井 成人） 以上で、中井啓悟議員の一般質問を終わります。 

 

 

   ◎散会の宣告 

 

○議長（辻井 成人）  これをもちまして、本日の日程はすべて終了しまし

た。 

 本日は、これにて散会します。 

 ご協力、誠にありがとうございました。 

 

                      （午後  ４時  00分） 

 

 

 

 


